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序にかえて 
 

皆様おはようございます。東京文化財研究所無形文化遺産部長の宮田と申します。本日は第
3回無形民俗文化財研究協議会に朝からお集りいただきまして、まことにありがとうございま
す。この協議会は、芸能部時代、民俗芸能研究協議会という名前で続けておりまして、無形文
化遺産部に変わりましてからは、無形民俗文化財研究協議会という形で、今年その第 3回目を
迎えるということでございます。 
ご案内のとおり、今年度の協議のテーマは、「無形民俗文化財に関わるモノの保護」という

ことで、ご発表ならびに総合討議という形で本日夕方まで行いたいと思っております。本年度
の主旨等につきましては、このあと俵木の方から趣旨説明がございますけれども、この研究協
議会、私ども無形文化遺産部としては、中心的な事業の 1つと位置づけております。それは我
々研究所の研究員が日々様々な研究活動をするに当たって、特に無形の民俗文化財に関しては、
各地方の地元で直接保護の現場に当たられている行政の関係の方、あるいは保存会の関係者の
方々、それから研究者の方々との密接な情報交換や連携をしなければいけないということで立
ち上がった研究協議会でございます。おかげさまをもちまして、芸能部時代から数えますと 10
回以上続いておりまして、単なる研究協議の場としてだけではなくて、ここで様々な問題提起
がなされたことを少しずつ形にしていこうという活動も同時に続けてまいりました。その 1つ
が昨年度、我々の方でまとめました「無形民俗文化財映像記録作成の手引き」というものでご
ざいます。これもこの研究協議会の中で、そういう手引きがあればいいというご意見をたくさ
んいただきまして、そこから生まれたものでございます。今日お集りの自治体の関係の方々は
すでに手にされた方も多いと思いますし、また我々もウェブ上でも公開をしておりますので、
ぜひ一度ご覧いただきまして、また忌憚のないご意見を寄せていただければと思います。 
また、今年度からは、特に無形の様々な記録類の所在データベースの構築という作業も具体

的に始めております。これもこの協議会の中で、様々な記録が作られているけれども、その所
在を一括して見られるような形のものができないかというご意見をいただきまして、それを具
体化しつつある事業ということで、これは来年度以降皆様にご利用いただける形にしていくべ
く、現在作業を進めているところでございます。自治体の関係の方々にはアンケート等でご協
力いただいたことと存じます。 
このように、この協議会は単なる協議で問題点を出すというだけではなくて、それを今後ど

ういう活動に繋げていくか、そこからどういうふうにこの研究所として、あるいは研究者の方
々と連携を組んで、どのような方向性でやっていくべきか、という建設的な意見交換の場でも
あると存じております。 
モノに関するテーマというのは、以前民俗芸能ではやったことがございますけれども、無形

民俗文化財全般に関わるという形では今年度初めてでございますので、本日の終了まで、ご発
表ならびに総合討議の中で様々なご意見を給わればというふうに存じております。本日長丁場
でございますけれども、最後までどうぞよろしくお願いいたします。 
 

       （平成 20 年度「第 3回無形民俗文化財研究協議会」挨拶より） 
 東京文化財研究所無形文化遺産部長 宮田繁幸 
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趣旨説明 
 

東京文化財研究所無形文化遺産部 俵木 悟 
 
 
 
 
 
続きまして私から、本日の協議テーマの趣旨説明と申しますか、こうしたテーマを設定した

次第について少しお話をさせていただきたいと思います。 
先ほど部長の話にもありましたが、一昨年、それまでの民俗芸能研究協議会から無形民俗文

化財研究協議会という形になりまして、今回はその第 3回目の開催でございます。おかげさま
で、特に無形民俗文化財研究協議会に変わってからの 3回というのは、それまで以上に多くの
参加者の方にお集りいただきまして、大変感謝しております。 
無形民俗文化財の保護の仕事というのは、当然ですが、地方自治体の教育委員会の文化財担

当部局でありますとか、あるいはその地域で実際にその伝承を担っておられる方々にその多く
を負っております。そうした方々が一堂に会する機会としてこの会が多くの関係者に認識され、
定着してきたことが、この参加者が増えたということの表れであろうと思っておりまして、あ
らためて皆様に感謝申し上げます。 
今年の協議会のテーマは「無形民俗文化財に関わるモノの保護」とさせていただきました。

これはこれまで取り組んできたテーマとは、ここ数年の傾向からすると異なる視点からのテー
マ設定でして、どれほど皆さんの関心を集められるか、一抹の不安もあったのですが、この会
場を見るとそれは杞憂に終わったようです。 
ところで、今後しばらく無形の民俗文化財に対する関心というのは、これまで以上に高まる

のではないかという予感があります。その 1つの要因は、言うまでもなくユネスコの無形文化
遺産条約に関わる動向を見てのことです。もちろんこれまでにも、この条約についてはこの会
でも何度か話題になったことはありますが、今年の 7月 30 日に、文化庁が第 1回の無形文化
遺産代表リストに提案する案件を 14 件発表いたしました。皆様の中にも新聞報道等でご覧に
なった方が多いかと思いますが、そこで発表されたものの多くが無形民俗文化財にあたるもの
でした。風俗慣習と、それから民俗芸能と合わせて全 14 件中の 9 件が無形民俗文化財に当た
るものになります。これまでこのユネスコの無形文化遺産に関わるものでは、その条約の前身
であります人類の口承及び無形遺産の傑作というのに、能楽、人形浄瑠璃文楽、そして歌舞伎
という無形文化財の 3件が宣言されてきましたが、無形の民俗文化財についてはまだ取り扱い
がなく、その判断がどうなるものか、私たちも動向を窺っていたわけです。文化庁の発表によ
りますと、今回の代表リストへの提案案件だけではなくて、現在国が指定している重要無形文
化財、重要無形民俗文化財、そして選定保存技術のすべてを日本の無形文化遺産の目録として
提出して、将来的にはそのすべてを代表一覧表への記載を目指して提案していくそうです。 
つまり、将来的には全国の多くの自治体が自分たちの地域の中に無形文化遺産をもつという

ことになります。もちろん、その伝承自体はずっと以前から続いていて、今も行われているも
のですから、その部分で何も変わることはないのではありますが、それを受けとめる人々の意
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識であるとか、その保護に携わる行政を含めた多くの人々の対応には大きな影響があるはずで
す。端的に言えば、地域にある無形の民俗の伝承に対する認識が大きく変わるだろうと考えら
れます。その影響とか、あるいは効果ということについては、いずれこの協議会でも取り上げ
ることがあるかもしれません。 
ところで、私たちも無形の文化を保護するということの意義や、あるいは方法について、こ

れまでずっと考えてきたわけです。そんな中、新たに無形民俗文化財の対象になりました民俗
技術の伝承状況の調査なども近年始めているのですが、こうした状況を調べたり聞いたりする
につれ、ひとつの大きな関心が生まれてきました。 
無形の民俗文化というのは、人がその生活の中で体現するものでありますから、それが変化

していったり、あるいは失われてしまったりするということもあり得ます。しかしそうした、
いわば伝承の過程そのものに内在するような自然の変化というのとはちょっと違って、場合に
よってはその伝承を取り巻く環境的な要因などによって、否応なく続けられなくなってしまう
ということもあり得る。とりわけその要因として、ある無形の民俗文化の伝承に不可欠なモノ
がなくなってしまう、そのために、たとえその無形の民俗についての技であるとか知識が残っ
ていたとしても、それを思うとおりに体現することができなくなるという例が多いということ
が分かってきました。特に民俗技術の場合は、例えばそのモノを作るための材料であるとか道
具であるとかいうものが手に入らないために、その伝わっている技を十全に発揮できないとい
う状況がしばしばあるように感じられました。 
無形の伝承というのはもちろん、人の知識やあるいは技能に支えられているために、たとえ

しばらくその技や知識というのが具体化されなくとも、潜在的に残っていくということも言え
るとは思うのですが、それに対して有形のモノの場合はもう少し話がシンプルであると思われ
ます。つまり少なくともある状況下では、それが十分にあるのかないのかのどちらかになると
思うのです。当然それがなければ、それを使って技や知識を発揮する無形の民俗文化の伝承と
いうのも困ることになるわけです。当然これは民俗の伝承にとっては危機の局面を迎えている
ということになろうかと思います。 
翻って考えてみると、様々な民俗の行事であるとか祭りであるとか、民俗芸能など、これま

で無形の民俗文化財として考えられてきたものについても同じような状況が常にあるのだと
いうことにあらためて気づくことになりました。こうした行事や芸能には、様々な作り物であ
るとか、衣裳であるとか、道具であるとか、あるいはそういったものすべての材料、あるいは
舞台などの建造物であるとか、もっと言えばその行事を行うことに決まっている場所とかいっ
たものに至るまで、多くの形あるモノが必要になります。そうしたモノの多くは長く伝承され
てきているが故に、簡単にほかのものに置き換えて行うということができません。それにもか
かわらず、現代の社会状況の中でその伝統的な方法でそういったモノを確保することが難しく
なってきているわけです。これは私自身のことですれども、無形の民俗文化財というものに専
門的に関わってきた身としては、無形の伝承という特有の性格にこだわるあまりに、その伝承
が多くの形あるモノの存在を前提にして成り立っているということに、これまであまり大きな
注意を払ってこなかったのではないかと、個人的に反省しています。その点では、それぞれの
地域で実際にある特定の民俗事象を伝えるという実践的な活動に深く関わってこられた伝承
者の方々、あるいは地方自治体でそういったものを保護する担当者の方々のほうが、よほどそ
ういった問題に危機感を感じておられたかもしれません。 
前にも申しましたように、今その無形の文化の保護ということがあらためて大きく注目を集
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めています。だからこそ、ここで有形／無形という二元的な考え方を反省して、両者が相補っ
てこそ、良い伝承というのが実現されるのだということを考えてみたいと今回は考えました。 
こうした観点から、無形民俗文化財の伝承と深く関わる形で、モノの保存であるとか、確保、

維持管理などをなさっている実践の 4つの事例からの報告を本日はいただく予定です。今私が
話したような抽象的な話ではなくて、それぞれその具体的な実践例からのお話をいただけると
思います。どれもそのユニークで積極的な取り組みによって、困難な状況がありながら、何と
かそれを克服しようというふうに頑張っておられる例だと思います。ここにお集りの皆様も、
おそらくその地元にはそれぞれたくさんの無形の民俗の伝承があるだろうと思います。今回こ
こでされる話をもとに、例えば皆様の地元の事例などを考えていただいて、それぞれの立場で
どんなことができるのかということを自分なりに模索していただくきっかけになればよいと
感じております。 
最後に、最初にも申しましたけれども、前回に引き続き今回も大変多くの方々に参加の希望

をいただいております。今回も、もし参加希望者が全員来ていただきますとおそらくこの席が
10 も余らないくらいになりますので、皆さんも大変恐縮ではありますが、なくるべく席はお
詰め合わせいただいて、可能な限り多くの方が座れるようにご配慮をお願いしたいと思います。 
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報告 1 

年中行事における飾り物継承の諸問題 
 ̶七夕馬とツクリモノ̶ 

 
東京文化財研究所無形文化遺産部客員研究員 服部比呂美 

 

 

 

 

 

司会 俵木悟（東京文化財研究所無形文化遺産部） それでは、今から報告を始めていきたい
と思います。最初は、私ども東京文化財研究所無形文化遺産部で客員研究員を務めておりまし
て、主に民俗の行事であるとか、あるいは技術であるとかについて調査研究をしている服部比
呂美から「年中行事における飾り物継承の諸問題̶七夕馬とツクリモノ̶」という題で報告を
させていただきます。 

 

服部比呂美（東京文化財研究所無形文化遺産部客員研究員） おはようございます。無形文化
遺産部で民俗技術の調査をしている服部と申します。早い時間からお集りいただいて、どうも
ありがとうございました。 
 第 3 回目を迎える今日の協議会では、文化財保護に関するモノの保護の諸問題を検討するこ
とになりました。発表の前に、常日ごろ皆さんが疑問に思っていることで、民俗技術とはいか
なるものかということがあると思います。45 分という持ち時間ですので、その全体にまで言
及することはできませんけれども、まずは文化財保護体系の中で民俗技術がどのような位置づ
けであるのかということを、お配りした資料の1ページ目で確認していただきたいと思います。 
 民俗文化財の中の無形の民俗文化財に民俗技術という項目があります。平成 16 年に文化財
保護法の改正が行われまして、従来からの無形の民俗文化財の中に民俗技術という枠組みが設
けられました。法改正後、これまで国の重要無形民俗文化財に指定されたものを挙げてみます
と、まず生業生産に関するものとしては、津軽海峡及び周辺地域の和船製作技術、そして上総
地方の上総掘りの技術、奈良県吉野の樽丸製作技術、大分県別府明礬温泉の湯の花製造技術、
新潟県佐渡市小木のたらい舟製造技術、石川県珠洲市の揚浜式製塩の技術、そしてその他とし
て岐阜県高山市江名子バンドリの製作技術が挙げられます。今日、江名子バンドリについては
その内容について発表があると思いますけれども、非常に楽しみにしております。 
 無形民俗文化財でいう民俗技術には大別して、生産技術と生活技術に分けられると思います。
現在まで指定されているものは、先ほど述べましたように、その多くが生産技術に関するもの
と言えます。こうした現状から考えてみますと、年中行事に関わる、あるいは精神文化に関わ
る民俗技術というものは指定しにくい状況があると言わざるを得ません。なぜこのような傾向
になるのかは、民俗技術といった場合、どうしてもその技術が優先的に考えられがちであり、
生産に関わるほうが説明しやすいことが挙げられます。民俗技術として分かりやすいというこ
とです。これに対して、精神文化に関わるものはその位置づけが説明しにくいところがあると
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いうことです。 
 しかし、先に俵木からもありましたように、これからより多くの文化財を積極的に保護して
いこうとするのであれば、民俗学を研究している自分の立場から、もう少し幅広い視野をもっ
て研究していくことが必要なのではないかと思います。本日はこうした立場から将来どのよう
な視点が可能なのか、そのひとつを考える素材として、精神文化を支える民俗技術の典型例と
して、日本各地で継承されている飾り物の中から調査を行ってきた事例を取り上げて、その実
態を報告してみたいと思います。 
 具体的にはまず年中行事の飾り物の中から、個人によって継承されている千葉県茂原市大芝
地区の七夕馬の製作、続いて集団によって継承されている祭礼のツクリモノについて発表して
まいります。発表の順に従ってレジュメを作成しております。またそれぞれについての写真を
後半に付けておりますので、それらを参照していただきながら聞いていただければと思います。 
 まずは七夕馬というものですが、七夕馬は国民生活の推移を示す典型例であるとして認めら
れることを、民俗学的な見地から少し説明させていただきます。 
 七夕習俗は現在ではほぼ全国的に竹飾りに集約されているように見えます。しかしかつては、
そしてまた現在でも、地域的な特色をもつ七夕習俗があります。6ページの写真をご覧くださ
い。少しだけしか取り上げておりませんけれども、松本市に見られる七夕人形や、大礒の七夕
行事と同じように、七夕馬も地域的な特色を示す七夕行事と考えていいと思います。 
 民俗を文化財として捉えようとするときに、その民俗がはたして国民生活の推移を示す典型
例として求められるかどうかということは、言うまでもなく、全国的な七夕習俗の諸相という
ものを知らなければ認識できないということがあります。全国的に同一の習俗が分布している
のであれば、例えば調査を行うにしても、東北地方から順番に調査をするというように効率的
に行うことが可能です。しかし、地域文化の特色を研究対象にしている民俗学では、こうした
機械的な調査方法には妥当性があるとは思えません。確認できる事例の中から地域的な特色を
もつと考えられるものを優先的に調査していく。こうしたことを分析しながら、国民生活の推
移の典型例というものを明らかにしていくという方法になるのではないかと思います。調査は
人的にも予算的にも限りというものがあるものですから。 
 それでは七夕馬はどのような範囲に分布しているのでしょうか。まず、埼玉、千葉、茨城、
福島、宮城、そしてちょっと離れまして高知など、北関東から東北にかけて顕著に分布してい
ます。申し訳ありませんが、レジュメに書きもらしましたけれど、ここに「東京」も加えてく
ださい。葛飾周辺にも七夕馬の習俗は見られます。写真には宮城県と福島県の事例を挙げてお
きました。6ページになります。そして、同じページに千葉県茂原市の七夕馬も載せてあるの
ですけれども、これを見ていただいて分かるように、ここには明らかな違いというものがある
ことが分かります。茂原の七夕馬は写真で見ていただくとおり、非常に華やかで装飾性が高い
ものになっていますが、このようになったのにはそれなりの理由があります。まず茂原の七夕
馬は六斎市という市で販売されるために作られたもので、七夕馬を製作するということが収入
に結びつくことによって、装飾性を高めていったということが挙げられます。そのために、七
夕馬の製作は特定の村落や家に特化されるとともに、その形態に他との差別化が進んでいって、
七夕馬作りが、言いすぎかもしれませんけれども、いわば職人化していくという過程を見るこ
とができます。 
 宮城県や福島県、そして埼玉県の七夕馬が、藁ですとか小麦藁のように 1種類の植物を用い
て製作するのに対して、茂原市の七夕馬は、材料にマコモ、ヒメガマ、小麦藁、スゲ、シュロ、
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アオギリ、マダケというように 7 種類の植物を馬の部分によって使い分けています。例えば、
胴のところの赤いものは赤色のスゲを使っています。また、製作にあたりましては 7ページの
写真を見ていただきたいと思うのですけれども、馬の首の部分にきれいなフサカザリがあると
思うのですが、それはマダケから作ったものです。マダケからそういうフサカザリを作るため
に、あるいは馬の形を整えるために、自家製ではありますけれども、専門的な道具を用いてい
ます。例えば右の 2番目の写真になるのですが、フサカザリを作るために、この道具、板に釘
が差してあるんですね、ここに竹を引っ張ってフサカザリを作っていきます。そして上にある
のはツゲの櫛なのですが、これもプラスチックや金属の櫛ではすぐに壊れてしまって、やはり
ツゲでなければならないというふうに聞いています。また、このツバクシというものですが、
これは竹で作ったものです。製作者が作っているものなのですけれども、これで竹飾りを胴の
中にはめ込んで、しっかりと植えていくといったふうに使います。そしてマコモに関しても、
干したものを作る前に霧吹きで水を吹きながら形を整えていくというようなやり方がありま
す。茂原の七夕馬は月遅れの 8月 7 日に、写真にありますように、各家の戸口に収穫された野
菜やバラマンジュウという、これは小麦饅頭なんですけれども、これと共に供えられて、その
日が終わると家の稲荷の祠に上げられます。こうした供え物のあり方を見ていくと、茂原の七
夕馬というものには農耕儀礼的な性格を見ることができます。 
 ここからは七夕馬の技術継承に関する問題点を申し上げていこうと思います。まずは 1 つ、
伝承者の高齢化ということが挙げられます。現在では大芝地区に七夕馬製作の伝承者が、ここ
に掲載させていただいた齋藤さんのほか 1人ということで、2人の伝承者になってしまいまし
た。私が初めてここを訪れたときは 4人いらしたのですけれども、今は 2人の方になってしま
いました。伝承者からは何とかこの技術を残したいという強い希望が寄せられています。何と
かならないでしょうかと言われています。そのために、千葉県立房総のむらでは、体験学習と
して毎年七夕馬の製作を行っていますが、そこで受講できるのはせいぜい 10 人ぐらいでしょ
うか。私は継続して参加していますけれども、毎年製作に訪れるという顔ぶれは同じではあり
ません。毎年違った人が訪れて、そして次の年もまた違う人が来ているという形で、伝承とい
うことには直接的には結びついていないと思います。こういうことからして、博物館の体験学
習では少し限界があるのではないかと感じています。 
 しかし、博物館では地域独自の文化を扱いながら教育活動を行っていくという努力をどこよ
りもしてきたと思います。東北歴史博物館の学芸員の方は、自ら七夕馬の技術継承者となって
いました。しかし学芸員 1人が技術を身につけるのにはやはり限界があると思います。せいぜ
い 1つか 2つではないかと思うのです。こうしたことを考えてみますと、伝承者の視野を広げ
ていくため、裾野を広げていくために、現時点で考えられることは、多少安易かもしれません
けれども、インターネットによるこうした技術の配信、それと NPO との連携ということが考
えられるのではないでしょうか。各地で NPO との連携をして文化財を守っていこうとする動
きがあります。現時点では、個人と行政の架け橋になるものとして NPO の存在というのは無
視できないものなっていると思います。 
 そして、次の問題点として挙げられるのが、先ほど話にも出ましたが、材料の確保というこ
とです。茂原の七夕馬製作には 7種類の植物を用いていますけれども、この中には現在入手が
困難になった植物というものがあります。まずその一番に挙げられるのが、一番たくさん使う
マコモなのです。開発によってマコモの生える環境というものがどんどん狭まっているという
こともあるのですが、湿地帯に育っているマコモに関しても、これは製作者の言ですけれども、
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下水道から流れ込む栄養分のせいではないかと言うのですが、葉の部分が太すぎて使えなくな
っていると聞いています。とにかく材料を確保するということを考えた場合に、やはり個人の
力には限界があります。このときに期待をしているのが、団塊の世代への呼び掛けです。 
 例えば、川崎市立日本民家園の民具製作技術保存会ですとか、只見町で行っている博物館と
連繋した住民参加による民具調査というように、ここに参加する人たちには団塊の世代の方た
ちが多く関わっているという事実があります。材料の確保の問題は、こうした人海戦術的なも
ので解決していくということも考えられるのではないかと思っています。 
 また、これは痛し痒しという問題なのですけれども、この特化した七夕馬の技術というもの
が継承の足枷になっているということが挙げられます。今回取り上げさせていただいた継承者
の齋藤さんにしても、七夕馬とはこういうものだという強い意識があります。しかし、それを
どこまで保存するのかということ、これが継承に関わる大きな問題になってくると思います。
この体験教室では、齋藤さんが頭の部分を自ら作ってきてくださって、あとをみんな参加者が
作ることになっているのですが、それでも初めて参加する人が一体作り上げるのに 3時間ぐら
いかかってしまうのです。伝承者は今ある姿をそのまま継承するということを本当に望んでい
るのですけれども、先に述べたように、七夕馬はある意味では特化した技術で差別化を図って
きたことから、それが継承の段階で足枷になっているという問題を伴っています。このことは
今後、伝承者と相談しながら、初級者はこのレベル、中級者はこのレベルというように、継承
のレベルをある程度設定していかなければならないのではないかということにもなってくる
と思います。そして、作業を分業化するということも考えなければいけないかもしれません。
七夕馬に関しての継承の問題にはこのようなものが挙げられます。 
 それでは次に、集団的に技術が継承されているということに関して、祭礼のツクリモノとい
うのを見ていきたいと思います。 
 まずはツクリモノということに関して、民俗学の中で年中行事のツクリモノとして取り上げ
てきたのは、予祝系のツクリモノというものが多かったようです。しかし、今日ここで取り上
げるのは、ここ数年で民俗学による研究が非常に盛んとなっている風流系のツクリモノです。
中でも、山車飾りのようなものではなくて、祭礼に関して毎年新たに作り替えられるツクリモ
ノというものを取り上げてみました。 
 これから具体的に 2つの地域のツクリモノを見ていきたいと思います。まずは、福井県あわ
ら市の「本陣飾り物コンクール」についてです。本陣飾り物は家庭用品の中から同一系統の材
料を用いて飾り物を作り上げていきますが、用いられた材料は各家庭で再度使えることを条件
としています。また、穴をあけるといったような加工は、基本的にはしてはいけないというル
ールがあります。こうした行事の伝承に関しては、古老の話ですけれども、本陣飾り物という
ものは北国街道を通る役人が泊まる本陣に、喜ばせるために飾り物を飾っていたのを始まりと
して、次第に裕福な商人によって製作や鑑賞を楽しむ風流化した飾り物になっていったという
ことです。しかし、記録で確認できるのは、金津祭りという祭りに山車が巡行するようになっ
た明治 30 年ごろからで、山車が休憩する本陣に、神社への奉納の意味も含めて、趣向を凝ら
した飾り物をしつらえるようになったということです。 
 現在行われている本陣飾り物の内容は次のとおりです。本陣飾り物コンクールは、7月の第
3土曜日から 3日間、総社金津神社の祭礼に関連して行われています。祭礼では氏子の範囲で
ある 18 地区の中から 16 地区を 3ブロックに分けて、各ブロックに「ヤマバン」という山車
の当番がいて、山車の巡行を行っています。3ブロックは古区、六日区、東区、新区、榛ノ木
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原区がまず 1ブロック、そして次に中央区、水口区、天王区、新富区が 2ブロック、そして春
日区、八日区、脇出区、上八日区、下八日区、十日区、坂ノ下区というように分かれています。 
 本陣飾り物コンクールの内容ですが、商工会が主催して、本祭りの前日にこのコンクールが
行われています。写真の 8ページを見てください。順番がちょっと逆になりますけれど、下か
ら 2番目のところが審査風景になっているのですが、このようなコンクールの審査が行われて
います。本陣飾り物は先の 16 地区に旭区、稲荷山区を合わせた 18 地区のすべてで製作が行
われています。ですから本陣は 18 カ所にあるということです。地区ごとに本陣を構えて趣向
を凝らした本陣飾り物を作って競いますが、作っているのは町内の人たちです。製作はだいた
い 5月ぐらいから行われています。何を来年作ろうかということは、もうその年の飾り物が終
わってから色々な話が始まって、煮詰めていきながら、じゃあ来年はこれというふうに相談し
て作るそうです。 
 このコンクールでは、あわら市長賞以下、商工会長賞、県観光連盟賞、議会議長賞、県連合
会長賞の授賞式が決められまして、それぞれに賞金と賞状が授与されています。入賞にもれた
地区には参加賞が与えられます。これらの賞状、それから授賞の賞金などは、翌日の本祭りの
ときには飾り物の前に展示されて、それがまた地域の人たちを喜ばせるということになってい
ます。 
 地図を付けましたので、本陣の位置と各地からの飾り物の内容を見ていきたいと思います。
地図の●印のところが地区名になっています。総社金津神社はちょうどその真ん中のあたりに
あると思うのですけれども、この地区を大きく川を挟んで、川東と川西とに分けていて、その
飾り物の対抗意識は、今年は川西に負けない、今年は川東に負けないといった対抗意識でやっ
ているような傾向があります。 
 では具体的に写真と合わせて飾り物を見ていきたいと思います。写真を見ていただいたほう
が分かりやすいので、まず 8ページの上のほうからいきたいと思います。 
 これは新区の「章龍」というもので、瓦一式で作っています。さっき穴を開けてはいけない
と言いましたが、瓦にはもともと穴が開いているということで、条件をクリアしているのです
が、これらを繋げて龍の形を作っているのです。実はこの調査をした平成 17 年は、ちょうど
合併してあわら市になったところで、この龍の形はあわら市の市章を表わしています。そこで
章というのは市章の章、そういう意味で章龍と名づけました。飾り物には、こういうひとひね
りというか、そういったところも評価の対象になってきます。そして、次が六日区の、陶器一
式で作りました「ひょうたんからこま」というものです。この年の市長賞はこの作品が授賞し
ました。技術としては、やはりこの色合わせというものが工夫のしどころになるということで
す。そしてその下ですが、榛ノ木原区、ここはいつも刃物一式で作るのですけれども、この年
も「イヌワシと野ウサギ」というのを刃物とそれから金だわしで作っているのですが、イヌワ
シの羽に当たる部分は出刃包丁、真ん中の部分は菜切り包丁というように、刃物を使い分けて
製作をしています。そして新富区は漆器を使った一式飾りで、「ネプチューンオオカブト」と
いうのを作っています。作り手の方たちで、お孫さんのいる方は「孫が喜ぶから」ということ
も考えながら作っているようで、このカブトは夜になると目の部分に電気が入って光る仕掛け
もされています。ほかにも色々な例があるのですけれども、ＡからＲまで提示しておきました
が、この年は愛・地球博が行われたために、博覧会のキャラクターのモリゾーとキッコロとい
うのが飾り物のモチーフに用いられたものが多かったように思います。さっきも申しましたが、
合併によって新生あわら市になったためにこれに関する飾り物もたくさん見られました。 
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 このように本陣飾り物では話題となっているものを題材に製作されるというのが特徴と言
えます。写真にありますように、審査員全員が1台のマイクロバスに乗って本陣全体を回って、
厳正なる審査が商工会議所で行われます。そしてその日のうちに表彰式が行われる。翌日の本
祭りでは、徒歩でも回れる範囲の全地区を先ほど 3つに分けたブロックのそれぞれが 1基の山
車を出しますので、3基の山車が巡行するという、非常に壮観な眺めを見ることができます。
そしてそれぞれ 3台の山車が本陣の前で 1つひとつ停まって、ヤマバンの子どもたちが本陣の
前で踊りなどを奉納しています。これがあわら市の本陣飾り物の実態ということになります。 
 事例を続けます。島根県出雲市、旧平田市の「一式飾競技大会」について報告いたします。
写真は最後の 9ページをご覧ください。 
 平田一式飾は、仏具、陶器、金物、茶器など一式を使い分けて、歌舞伎や映画の登場人物・
場面などを、技巧を凝らし飾り競うもので、伝承では寛政 5年に原因不明の疫病が蔓延したと
きに、平田寺町の住民で表具師でもあった桔梗屋十兵衛という人が、茶器一式で大黒天を作っ
て、悪病退散を祈願して天満宮のオタビに奉納したことを起源にするというふうに伝えられて
います。 
 現在の一式飾の内容は次のとおりです。この一式飾競技大会は、平田天満宮の祭礼に関連し
て行われています。祭礼では飾り物奉納のほかに、平田天満宮から寺町の一式飾のヤドまで、
神輿の巡行とともに、4歳までの子どもが毎年この巡行に参加する「オタビ」というものが行
われています。写真が小さいのですが、右下にそのオタビに参加する子どもの姿を出しました
けれども、こういう姿の子どもたちがたくさん平田天満宮から寺町の飾り物の場所まで巡行す
るということです。一式飾競技大会の内容ですけれども、日にちは決まっておりまして、7月
20 日から 22 日までの間行われます。審査員による投票の結果で、7月 20 日の 6 時から受賞
式が行われていますが、このほかに一般の方々による人気投票というものがあって、これは 22
日の 16 時まで受け付けています。実際にその結果を見ると、審査員の結果と一般の方の結果
が異なっているということもありまして、この辺がまた面白さになってくるのではないかと思
います。今年の夏にこちらに行ったのですが、氏子の範囲から、平成 20 年は 10 町内が参加
をしておりました。事例には 11 個が挙がっていると思うのですけれども、dの元町は協賛飾
りということでこのコンクールには参加していないので、10 町内の参加ということになりま
す。そして地区ごとにヤドを構えて、趣向を凝らした一式飾で競い合います。審査の結果は、
特選として出雲市杯、準特選出雲市議杯、準特選平田商工会議所会頭杯、アイデア賞として出
雲観光協会会長杯が決定します。 
 そしてまたヤドの位置と各町内の飾り物の内容を見ていきます。地図で見ていただくと、丸
数字の場所がツクリモノの場所になっています。平成 20 年度は陶器を用いた飾り物でした。
これらはどのように作っているかと申しますと、陶器に穴を開けずに、針金で外側から陶器を
支えるように形を作っていって、かなり重みが出てしまうものですから、支えられなくなった
部分は天井から針金をつって、陶器を支えるような作りをしています。この内容を写真で見て
いますと、9ページの上ですけれども、市場区では現在話題の「篤姫─さらば桜島」というも
ので、ちゃんと羽織の背中に箸置きで十字で薩摩藩の模様を作っていたりしています。そして
南本町では「太神楽」というものです。北本町では「遠山金四郎」ということで、この裾さば
きのところにこういう縦長のお皿を使うというのが見どころなのだそうです。そして、東本町
の「くさなぎのつるぎ」は、よく見えませんけれども、鯉の形をした陶器を炎のように見立て
て作っています。新しいものにも挑戦していまして、栄町では「シンクロ」というふうに、シ
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ンクロナイズドスイミングの様子を陶器で作っています。 
 平田一式飾の特徴としましては、こうしたもののほかに、常設展示というものがこの地域の
中に随所に設けられているということが挙げられると思います。地図の★マークで示したとこ
ろが常設展示の場所になるのですが、かなり見られると思います。多くは公共施設になってい
ます。例えば JA ですとか。内容としてはどういうものがあるかといいますと、「弁慶と牛若丸」
とか、「かぐや姫」、「桃太郎」、「ゲゲゲの鬼太郎」ですとか、「チャップリン」、「国引き」、そ
れから「藤娘」。一番私が感動したというか、平田ではこの作り物をとても大事にしていらっ
しゃるのだなと思ったのは、雲州平田駅のホームにもこの飾り物が展示されていたことです。
これは「浦島太郎」でしたけれども、ここの中に保存会の人たちの意気込みというものを感じ
ました。 
 今保存会という話が出ましたので、保存会のことをお話ししたいと思います。平成元年、
1989 年ですが、一式飾は旧平田市で無形文化財に指定されました。ここでは保存会の活動の
内容を挙げております。平田一式飾保存会というのは、出雲観光協会平田支所の中に設けられ
ております。内容としては、顧問の方が 1名、会長が 1名、副会長 2名、理事 18 名、幹事 2
名というのが置かれています。保存会で主にしている事業としては、やはり展示機会の充実の
推奨ということだそうです。こうした祭礼のほかに常設展というのがあると申し上げましたが、
このほかにも一式飾常設館というのが駅からすぐのところにあります。また、平田本陣記念館
という大きな建物もあります。最初に言った一式飾常設館は、この競技会で用いられる陶器す
べての収蔵庫の役割を兼ねています。ですから、今年はこれを作ろうと思ったら、その収蔵庫
でまず必要な陶器を集めてきて作るということなのですが、早いもの勝ちなので、これが使い
たいと思っても、ほかの町内で使っていたらもうそれは使えないということなので、いかに陶
器の確保を迅速にやるかというのがまた競技会のポイントであるようです。 
 そして、平田本陣記念館には非常に大型のスサノオの「大蛇退治」という飾り物が展示され
ています。保存会の活動としては、このほかに年に 1回「保存会だより」というのを発行して
います。最近の保存会の活動として一番大きなものだったのが、東京のサントリー美術館をは
じめ、京都、広島でも開催されました「KAZARI 日本美の情熱」展というものに、平田市記
念館で展示していたスサノオの「大蛇退治」を出展したことだといえます。このことは私が伺
ったときに保存会の方がそれぞれおっしゃっていました。こういったことが保存会の人たちに
とって大きな励みになっているということを実感しました。 
 そして、後継者の育成としては、高校に向けて指導を行っています。常設展の中の「チャッ
プリン」というのは、高校生の作品が展示されていたものです。また、一口 1,000 円という形
で賛助会員を募っていて、その結果は保存会だよりに掲載されているということです。 
 以上のように、2つの飾り物の事例を見てきました。これらの飾り物では、材料を繋ぎ合わ
せるといったことに関する創意工夫、そして色の合わせ方などの芸術的な感覚などの技術が考
えられますけれども、継承という意味では現在でも盛んに行われていますし、これは順当に継
承されていると言うことができるのではないかと思いました。 
 その要因を考えてみますと、まず集団ごとのツクリモノであることから、競技性があるとい
うことが挙げられると思います。ある町内のツクリモノの作り手というのが、別の町内のツク
リモノでは観客に回るというように、作り手と観客というものが常に入れ替わりながら、こう
いった飾り物の熱狂性というものが高まっていくのではないかというふうに考えられます。同
時に、全員参加による文化創造行為であるということが考えられると思います。もしも毎年同
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じものを作るということであったとしたら、おそらく継承することは難しくなってくるのでは
ないでしょうか。限定的な素材を用いながらも、技術を生かしながら人の想像を超えるものを
作り上げるという達成感というものが、こういう継承を可能にしているのではないかなという
ふうに思います。そして、先の七夕馬のような個人の伝承に比べて、継承を維持するための組
織の拡大が可能であるということも継承の要因になっていると思います。 
 また最後に、これらが単なる商店街のイベントではないということも大きな要因ではないか
と考えます。ツクリモノはどちらも神社の祭礼の中に位置づけられていますけれども、祭礼巡
行の中では、ツクリモノと共に山車の巡行やオタビというように、信仰的な意味をもつ行事と
いうのが重層的に存在しているということが、地域の人々を結び付ける原動力になっているの
ではないかと考えられます。こう考えますと、保護すべきものはツクリモノの技術というより
も、ツクリモノを継承している精神だと言ってもいいのではないかと思いました。 
 ここまで飾り物の事例を、七夕馬そしてツクリモノというふうに紹介してきましたけれども、
最後に本発表のまとめとして民俗技術の文化財保護に関しての私見というものをまとめてみ
たいと思います。 
 まず、民俗技術は特色ある地域文化を継承する思想の下に手立てがある、ということを意識
していただかねばいけないということです。生産技術にしろ、生活技術にしろ、民俗技術と考
えるものはそのほとんどの継承が危機的な状況にあります。残すのか残さないのかという二者
選択の中で残すと決めた場合には、今日の発表にあったように、何らかの手立てを考えること
ができるというような希望をもっていただきたいというふうに思います。そして、文化財保護
というのが何のために、誰のためにあるのかということをここでもう一度考えてみる必要があ
るのではないでしょうか。 
 今現在生きている私たちには、過去に残されたものを次の世代に継承するという責任がある
と思います。これから生まれてくる人たちの知る権利というのを奪うわけにはいきません。子
どもに対しての継承の行事、それからイベントのようなものがいくつも存在するというのは、
きっとそういう背景があるのだと思っています。そのためにも地域の中から継承したいという
声があれば、その声に応えなければならないというように思います。地域の人々がそのことに
よって元気になるということが地域活性であり、そして保護に対する行為になるのではないか
というふうに考えています。 
 そして、そういうことを考えますと、長いスパンでこういったものを考えなければいけない
のではないかと思います。行政というものが 5年ぐらいのスパンで成果を上げるということが
求められるのであるとすれば、やはりこういったことは少し変えていかなければいけないので
はないかと思います。20 年、30 年のスパンで考えていく。こういう中に、この協議会も存在
の意義を見いだせるのではないかと思うのですが。今日もたくさんの発表がありますけれども、
あと 10 年後、20 年後にそれがどうなっているのかということを、やはり聞いてみたい。大成
功でまだ続いているということもあるでしょうし、やはりちょっとこれは難しくなった、失敗
ということではありませんけれど、難しいという状況もあると思います。そういうことをここ
で発表することによって、みんなで何らかの手立てを考えるという会にしなければならないの
ではないかと思っています。 
 そして、民俗を見直すということは、実はローカリティーというものがグローバリティーで
あるということを再認識させられるということです。情報化が進んだ現在ですので、地域文化
は国内だけではなく、国外に発信されるということがほぼ恒常的になってきたと言っていいと
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思います。これから発表していただく皆さんのお話を聞いていただければ、おそらく納得のい
くことだと思うのですけれども、ローカリティーということが強調されればされるほど、グロ
ーバルに受け入れられるということがあると思います。日本のどこを旅していても同じ風景が
目に入って、同じ食べ物が出てくるという国が、豊かな国、魅力のある国と言えるでしょうか。
文化財を活用すべく、そういう法律も準備も整ったようですので、そうしたことも考えていか
なければならないというように考えます。 
 そして、これは民俗学の立場からなのですけれども、民俗学では学問的には民俗の分布や実
態は明らかにしてきましたけれども、保護継承の地域活動の中で位置づけというのは、積極的
には行ってきませんでした。それは変化変容を研究対象とする民俗学では、文化資源として民
俗を捉えることには否定的な見方というのがあります。しかし、地元の民俗を何とか残したい
という地域の人たちの声に応えられない研究というものであれば、1人でやっていればいいん
じゃないのかな、というふうに思ってしまうのです。 
 最後になりますけれども、文化財への関心の効用ということから考えると、国内の博物館が
民俗技術というテーマで開催しようという動きになってくれればいいなあという希望を述べ
て、この発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 
 

司会 はい、ありがとうございます。少し時間がありますので、今の服部氏の発表に対して何
か、大枠での議論は後ほど総合討議の時間をとっておりますけれども、事実関係とか、あるい
はもうちょっとその事例に即してこういうことを聞きたいというようなご意見やご質問があ
れば、挙手をお願いできますでしょうか。 
 では私のほうからいくつか聞いてみたいと思うのですが、1つはまず、今回はツクリモノと
いう、結果としてその形に表れる民俗の伝承の話をしていただいたのですが、そういった中に
もおそらく形になるモノを作るための様々な材料とか道具とかの問題があると思って、七夕馬
のところなんかでもそういう話にちょっと触れられておりましたけれども、そういったことを、
例えば先ほどマコモが今は環境の変化によって手に入らないということがありましたけれど
も、そういったことを具体的に地元の人たち、伝承者の人たちがどういうふうにして克服して
いったのかということについて、服部さんご自身がどんな調査をされているかとか、どういう
見通しをもっているか、あるいはどんな提言ができるかという個人的な意見があれば聞いてみ
たいと思います。 
 もう 1 つは、2つ目の飾り物については、先ほど申し上げましたけれども、毎年新しく色々
なものを作るわけですね。それは確かに風流の精神というもののよい表れ方だと思うのですが、
一方でこれを民俗技術として捉えるというと、作り方そのものに何か様式的なところがあった
りするものなのかどうか。先ほど服部さんが、技術というよりはその精神を保護すべきもので
あるとおっしゃいました。確かにこの事例を見る限りはそうだと思うのですけれども、そうい
ったものを民俗技術として捉えるということになると、それだったら行事でいいのではないか、
民俗技術として捉えるべきものとなるのかどうかということについて、ちょっと簡潔にでいい
ですけれども、ご意見を聞かせていただければ。 
 
服部 最初の問題ですけれども、材料の確保の問題ですが、発表の中でも述べましたけれども、
実際、技術者、製作する人が材料を集めているという実態がありますので、これがもう限界に
達している。材料を持ってきてくれればもっとやれるんだよというのが製作者の意見としてあ



報告 1 （服部） 

16 

ります。解決策としてはやはり、先ほども言いましたが、多くの人に声をかけて、そういった
バックアップするシステムをつくって集団的に集めていく、またその集めた場所を確保する、
場所をつくっていくということになるのではないかと思います。 
 もう 1 つの問題ですけれども、民俗技術でなくてもいいのではないかということですが、こ
のツクリモノの技術の問題ですけれども、これが誰もが作れるものであればそういうふうには
言わないのでしょうが、やはりこれを作り上げるまでには独特の作り方の技術というのがあり
ます。私が今すぐ行って茶碗を並べて作れるかというと、決してそんなことはありませんので、
その製作の技術というのは十分認められると思います。それで行事ということですが、そこが
さっき言った精神の問題になるのですけれども、もっと幅広く民俗技術というものを捉えると
きに、こういったものも踏まえるというふうに考えて、今回は発表させていただきました。 
 

司会  ありがとうございます。ちょっと聞きづらい質問をしたかなということがありますけれ
ども。ほかにどなたか何かありますか。 

 

木下あけみ（川崎市立日本民家園） 川崎市立日本民家園から来ました木下と申します。発表
の事例の中に、民技会、民具製作技術保存会という、民家園の中にある育成団体である会を取
り上げていただきましたので、ちょっと補足させていただきたいと思うのですけれども、材料
の確保のところで民技会が出てまいりましたが、民具製作技術保存会を民技会と省略して呼ん
でおりますけれども、材料を確保するのに人の力が役立っているということですが、実はあま
り言ってあまりありません。こちらでも材料の確保というのは非常に悩ましいところでありま
して、例えばワラとか竹とかというのはもう現実にお金を出して買っております。それから、
小正月でよく使うニワトコというケズリカケ等を作る木があるのですけれども、それも昔はど
こでも簡単に手に入るものだったのが、非常に今少なくなっておりまして、自然保護というこ
ともありまして、公園の中でも勝手にとると怒られるということもありまして、あちこち声を
かけて知った人に集めてきてもらっていたのですけれども、結局、最後は作っている人が小正
月の前に2日も3日もかけてあちこち山に入っては集めてくるという状態になっておりまして、
非常に危機感を募らせております。それで仕方がないので、3年くらい前から民家園の中にニ
ワトコを植えようということで、お金を出して買って植えているというようなことにもなって
おります。 
 また、技術ですけれども、こちらの博物館でも体験講座をやっておりますが、1回や 2回や
っただけでは到底技術は身につきませんので、10 年ぐらいはやらないと、とても自分の手足
に身についた技術にはならないねというのは、民技会の方もおっしゃっているところです。 
 それで、そういうふうに自分の身につく技術をどうやって継いでいくかということで、非常
に危機的意識は同じように抱えております。でもただ、今若い人がかなり増えておりまして、
若い時期から技術を身につければ何とか継げるのではないかということで、若い人が増えてい
るのに今期待しているところです。 
 またビデオを作るというのがいい手のように見えますけれども、蛇足ですが、ビデオを作っ
ても、非常に手がかりにはなるのですが、それを見てもすぐに作れるようには絶対になりませ
んので、それを見て作れるようになるためには、作る人の視点に立った、例えばこれがその作
り方のここがキーポイントだとか、自分の手に合ってこういうふうにやるんだとかいう、そう
いったことまで作り込まないとできないので、民技会では今のところ、なかなかビデオ作成に
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ついては難しいねというところに落ち着いてしまっています。 
 

服部 どうもありがとうございました。 

 

司会 そうしましたら、時間になりましたので、ここで服部さんの発表は終わらせていただき
たいと思います。 
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報告 2  

西塩子の回り舞台の復活と活用 
 

常陸大宮市歴史民俗資料館大宮館 石井聖子 
 
 
 
 
 
司会 続きまして 2つ目の事例報告といたしまして、常陸大宮市歴史民俗資料館大宮館の石井
聖子様より「西塩子の回り舞台の復活と活用」ということでお話をいただきます。それでは石
井さん、よろしくお願いいたします。 
 
石井聖子（常陸大宮市歴史民俗資料館大宮館） ただいまご紹介にあずかりました、茨城県の
常陸大宮市歴史民俗資料館の石井と申します。本日は「西塩子の回り舞台の復活と活用」とい
うことで、皆様にご報告させていただきます。 
 本日は無形文化財に関わるモノの保護という観点からこの西塩子の回り舞台というものに
ついてお話しさせていただきますけれども、内容といたしましては、極めてシンプルに、西塩
子の回り舞台の概要と、それから舞台復元から今日までの資材、または道具などの保存活動を
どういうふうにしてきたか、そして今後どういうふうにそれを進めていくかという、この 3つ
をお話していきたいと思っております。 
 ただいまからお話しします西塩子の回り舞台というものですけれども、これは茨城県常陸大
宮市西塩子地区に江戸時代後期から持ち伝えられてきました、回り舞台のついた組立式の農村
舞台でございます。これは今日報告されるもので、無形民俗文化財に関わるモノとしては最も
大きなものということになると思います。 
 常陸大宮市自体の立地についてちょっとお話いたしますと、茨城県北部の内陸に位置してお
りまして、栃木県の那須郡に接しております。近世には水戸藩の領地になっておりました。栃
木県の那須地方とは那珂川でつながっております。 
 それでは早速、回り舞台の概要というものからお話ししたいと思います。 
 まずこの西塩子の回り舞台というものの特徴なのですけれども、回り舞台のついた組立式の
農村舞台であるということ。それとその中の特徴としまして、保存されているのが床材と舞台
に使う道具のみであるということ。それではその構造物としての柱などはどうなっているのか
といいますと、そういうものは保存されておりませんで、柱などの材木ですとか、屋根とする
竹につきましては、組立てごとに伐り出して使用しました。これは使用後に競り払いをして売
却してしまいます。そして舞台の芝居興業の費用の一部に当ててしまうということをしており
ました。 
 またこの組立式の舞台といいますのは、舞台自体を貸し出すということが可能でして、その
貸し出した損金をプールしまして、それで村内金融をやっていたというようなこともございま
す。またこれにつきましては、もともと西塩子地区では人形浄瑠璃を地域の人たちが一座を組
んでやっていたという伝承がありまして、実際に資料の中に人形の道具が記載されているもの
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もございます。現在はまったく人形の道具はないのですけれども、それとその歌舞伎と両用の
舞台であったようだということです。 
 これにつきましては、残っている道具が、サイズとか絵のモチーフなどが徳島県にある人形
の道具と相通じるものがあるということで理解できると思います。また仮設の舞台なのですけ
れども、常設の舞台に比べて、間口に関してということなのですが、結構規模が大きいという
特徴があります。そして、江戸時代後期の道具も残っているということで、これにつきまして
は後で詳しく申し上げますけれども、文政 6年から記載されている「仲摩諸道貢控帳」という
記録がありまして、こちらに記載されているものと現在残っている道具の中で引き合うものが
あって、確認できるということがあります。 
 これを具体的にご覧いただくとこのようになります。こちらは西塩子の回り舞台を平成 3年
から 4年にかけて、だいたいお正月を挟んだ 2週間ぐらいの時期なのですけれども、このとき
に当時の大宮町歴史民俗資料館で調査したときの写真になります。この西塩子の回り舞台とい
うものにつきましては、地元の老人たちによりますと、昭和 20 年、終戦の年の晩秋に本格的
な組み立てを行ったのが最後ということで、その後は地域の郷倉といわれる倉の中に収納され
たまま、ずっと地元での組み立てが半世紀ほど行われていない状態にありました。昭和 50 年
代くらいまでは、この舞台の管理につきましては、地域のオワケエシ、若い衆と言われる人た
ちが行ってきたということなのですけれども、この人たちが土用干しということで夏の一番暑
い盛りの時期に道具を持ち出して風を通すような管理をしてきたのですけれども、それももう
調査までの間、けっこう行われない状態になっていたものです。 
 このものを見ていただきますと、ここのところが舞台の平舞台といわれる、普通踊りをやっ
たり芝居をやったりする部分です。そちらに花道がついております。その後ろに蹴込（けこみ）
の部分が一段 60 センチぐらい上がりまして、舞台の一段高い二重（にじゅう）といわれると
ころに、このように回り舞台を設置します。回り舞台が付いているということで、この地方で
も珍しいので、西塩子のマワリブテエというふうに地域の人たちが呼んできたのが、この舞台
の現在の名前になっているのですけれども、その特徴となっている回り舞台がここの部分にご
ざいます。 
 舞台の規模といたしましては、この平舞台の部分、ここが 2間の材木を 3本繋ぐのと、あと
1間の材木を繋ぐという形で、最大で 7間。花道も 2間の材木をつなぐ形で 6間。この回り舞
台の部分は間口が 2間という規模になります。この舞台の構造物としては唯一残っているこの
舞台を図面に起こしたものが次になります。このようなものです。組立式の巨大な教壇とお考
えいただけばよろしいかと思います。このように一間の材料につきましては一部破損していま
して繋げることができなかったので、調査時点では 6間に組んでおります。ですので、最小で
4間、それで 1間の材木が使えれば、1間ごとに 5間、6間、7 間までの舞台が、その組み立
てる場所に応じて自由に作ることができる。あと花道に関しましても、4間、もしくは 6間の
花道をつけることができというふうになっております。ですので間口が 6間でだいたい 11 メ
ートル、奥行きが、もうこれが舞台として使うには必要最小限の大きさと考えられますけれど
も、だいたい 2メートル 90 ぐらい。それでここに蹴込が入りまして、まあまあ芝居ができた
ということになります。 
 これが昭和 18 年に西塩子のお隣に玉川村というところがあるのですが、現在では常陸大宮
市内になっていますけれども、そちらに貸し出したときの舞台の写真でございます。ここが舞
台の平舞台で、ここに蹴込が入りまして一段高くなる、この部分が回り舞台ですね。これを見
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ていただきますと、その舞台の材木以外に残っている道具がたくさん写り込んでおります。ま
ず代表的なのが、このような襖（ふすま）と呼ばれる舞台背景です。この回り舞台の上にもう
一段引っ込んで立っております。それからその襖の上に、欄間（らんま）といわれる、襖と同
じように木の枠に紙を張ってそれに絵を描いた、このような道具があります。先ほどから申し
上げている、この回り舞台の一段高くなる、二重の足元を隠す蹴込という部分です。それから
大量に出てきたのがこの水引幕（みずひきまく）。それから出幕（でまく）といわれるこのよ
うな暖簾状の幕。それと、当地方ではチョボというふうに、ほかのところでもそのように呼ば
れることが多いようですが、本床（ほんゆか）と呼ばれる義太夫の演奏者の入っている席の飾
りですね。それでこのような道具がだいたい 60 数点確認されました。 
 この組立式の舞台、これはお隣の村に貸し出されたので、移動距離もそんなにはないのです
けれども、遠いところですとだいたい直線距離にして 10 キロぐらいのところには貸し出され
ております。また、昭和に入ってからたぶん輸送手段で車とかも用いられるということも出て
くるのだと思いますけれども、20 キロ程度離れたところにも貸し出しが行われたようです。
一番遠いかなと思うところでは、常陸大宮市の隣の常陸太田市というところがありまして、皆
さんご存じのように金砂の大祭礼を行う地域になるのですけれども、そちらの昭和 6年に行わ
れた金砂の大祭礼のときにも舞台を貸し出したというような古老の伝承もございます。 
 次の写真を見ていただきますと、先ほど申しましたように、いろいろと道具はございますけ
れども、それと同時に、調査中に個人の家から西塩子の舞台に関する文書が発見されまして、
それを丹念に見ていくことで、舞台の興業をどういうふうに行ってきたか、資金のやりくりで
すね、それとか先ほど申しましたように、舞台を貸し出して村内金融をしておりましたという
ふうなお話をしましたが、ここに「若衆金貸付控帳」というのがございますけれども、これが
舞台を貸し出したお金をプールしていたものを村内金融に使っていたその控え、こういうもの
があったのでそういう事実が分かりました。今回は具体的にモノの保護という観点からなので、
そういう受け入れの内容については触れませんけれども、その文書の中にこのように、一番こ
れが古いものだったのですけれども、「仲摩諸道貢控帳」、文政 6年から明治 14 年まで道具を
書きつづった資料がございまして、こちらから道具の中で引き合うものを確認いたしました。 
 先ほど申し上げましたように、襖と呼ばれるものが大変に西塩子の舞台の中では重要な道具
になっておりまして、これは高さ 150 センチ、幅が 60 センチの襖状のものです。それが 12
枚 1 組になっておりまして、全部 12 枚並べると 4間になります。その裏と表に別の絵が描い
てあるのですが、これを何組持っているかというのが大変に村の自慢になったという道具でし
て、古老はその襖をブテエ（舞台）というふうに呼んでおります。この組立式の舞台に関しま
しては、舞台というとどうしても施設のことを思い描きがちなのですけれども、この道具を持
つことこそが舞台を持つということにほかならないという感じが強くいたします。 
 舞台に残っている道具の中で一番古いものが、幅が 6間半ほどの大きな引き幕、この「道具
控帳」の中には「大幕」というふうに記載されているのですが、その幕の左下の部分にこのよ
うに銘がございまして、落款印ふうに染めてございます。それに文政 3年というような年号が
入っておりまして、文政 6年から「道具控帳」は記載しておりますが、その中に文政 6年をさ
かのぼる道具も入っているということも確認されました。これが、幅がだいたい 11 メートル
以上ある大きな幕になります。実は当市内には、このような組立式舞台が現在のところ 7 つ、
西塩子の回り舞台を含めて 7つあったということが確認されております。そのうち、2カ所で
は道具等も全部失われてしまっているのですけれども、あと5カ所では道具が残っております。
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そしてこのような江戸時代にさかのぼるであろう大きな幕を、3カ所の地域でまだ保有してお
ります。着物の反物の幅で 36 枚つなぎ合わせまして、それでこれを作っています。 
 これにつきましては、明治 27 年生まれの古老がまだ私が調査しているときはご健在で、そ
の方のお話によると、地元の人たちが綿を栽培して紡いで織った布に、隣の下小瀬村の紺屋が
染めたものだという伝承が残っておりました。このように古い道具もありますし、あとはその
「道具控帳」と引き合う道具を何点か出してみますと、このように「本床 壱ツ」とあって、
「酒源寄進」、この寄進した人の名前があることによって道具が引き合うという例が大変に多
かったです。これが文政 6 年当時に作られてもうすでにあったと考えられるものなのですが、
ここに「進上酒源」とはっきり書いてあるので、これが当時の本床であったということがはっ
きりしました。同様に、こちらに「出幕」とあって「四ツ」とあるのですけど、現在は 2つし
か残っていないのですけれども、こちらに「寄進」として「藤兵衛」と「善三郎」、「政蔵」と
いうふうに3人の名前がありまして、まさにこのように3人の名前が染め抜かれておりまして、
これも引き合う。次に関しましても、「表水引」ということで「寄進」が「善太郎」と「よし」
というふうに書いてあります。このように女の人の名前が入っているということが特に面白い
と思うのですけれども、女性もこの頃このような寄付行為といいますか、お金のかかることを
自分の名前をこのようにはっきり記載した形で行っていたといういい例だと思います。 
 あともう 1つ、先ほど人形浄瑠璃にも使われた舞台であるということをお話ししましたけれ
ども、「道具控帳」の中にも、頭ですとか人形の手とか、あとはそういう人形の衣裳について
の記載があります。これは西塩子のものではなくて、門井という隣の村の襖を展示したときの
写真なのですが、これは鳳凰を描いたものですね。こちらは岩のところに菊が描かれています。
このように、現在の大歌舞伎に使われているような舞台背景とは全く違いまして、まるで寺院
の襖絵ですとか、衝立の図柄のようなものを大きく襖に描き上げるというような、そのような
図柄が多くなっております。ですので、それをいったい何の舞台に使ったのか、芝居に使った
のかというのは、はっきりは申し上げられないのですけれども、今年茨城県で国民文化祭があ
ったのですが、去年徳島県であった折に視察したときに、徳島県の神山町というところで、こ
ちらはとても人形浄瑠璃が盛んなところですが、その舞台道具の展示があったので見学しまし
たらば、このように、これも鳳凰なのですが、高さ 150 センチに幅 60 センチの襖が 12 枚 1
組というそのセットの状況も同じですし、これは龍などを描いたものなのですけれども、この
描かれている絵の題材ですね、このようなものに大変共通するものがあって、西塩子の道具と
いうのは明らかに人形芝居の道具を歌舞伎にも使っているものだということが、はっきり自分
の中で納得できました。 
 舞台は仮設にも関わらず規模が大きいという話をしましたが、こちらは西塩子の舞台を 7間
に組んだと仮想したときの平面図です。ここに踊り舞台があって、回り舞台があって、そして
後ろに楽屋を設けたということなのですが、ここに花道がついて、後ろに桟敷席。それとこち
らにも桟敷席。現在は 2段に桟敷席が組んでありますけれども、このような舞台、これはだい
たい縮尺は一緒なのですけれども、こちらは文化文政期の江戸市村座の 1階の平面図になりま
す。この建物全体の間口が 12 間ほどだったということなのですけれども、この奥行きはとて
もかなわない。あとはこのスッポンですとか、セリとか、そのような機構は劇場のものには到
底及びませんけれども、この間口、市村座で 6間半ですので、間口としては全く遜色がないと
思われます。人形の舞台に使ったとしましたらば、6間とか 7間とかいうような間口は必要な
いと思われるのですけれども、ではこれは人形の舞台として使ったときは小さい規模で行って
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いたのかというと、もう文政 3年の時点で 6間半もの大きさの幕がございますので、当初から
どちらにも使えるような形を想定して作った舞台なのではないかというふうに考えておりま
す。 
 ではこのような舞台をどのように組み立てたかということなのですけれども、この舞台につ
きましては、先ほどの時点では、一体床があるだけの舞台をどのようにして組み立てて、そし
て道具をどのように装着するか、先ほど見ていただいた昭和 18 年の写真といいますのは、だ
いぶ調査が進んでから見つかったものなので、調査を進めている段階ではまだ分かっておりま
せんでした。東京都のあきるの市に菅生の舞台という、現在唯一組み立てられている組立式の
歌舞伎舞台があるのですが、その組み立てを見学し、組立式舞台というのはこういうものなの
だということを頭に入れて帰って、それから当時の舞台の様子を知る老人に、こういうふうな
感じだったのかということで話を聞きながら、いろいろ針金ですとか割り箸だとか、そういう
ものを地面に見立てた発泡スチロールに突き刺すなどして模型を作り、それで図面を起こして、
それを基に地元の人たちがいろいろ工夫を重ねて、組み立てを平成 9 年に実施しております。
実際に組み立てに関わった古老たちはもう亡くなっていて、全く手探りの状態で行いました。 
 こちらが組み立てる材木の、伐り出し作業の様子です。こちらは屋根に使う竹です。こちら
が 300 本程度ということで、大量に伐り出しております。現在は材木はもう保有しておりまし
て、竹だけ伐り出すということをしております。 
 まずどういうふうにしたかといいますと、最初に、地元の人はトリイと言っていますが、こ
のような形のものを 3列建てます。それでこの上に竹で屋根を組みます。高所での作業ですの
でとても難しくて、一番高いところは7メートルくらいなのでとても恐ろしいのですけれども、
みんなでこのように並んで縄をどんどんかけていくのはとても壮観です。竹の屋根を全部組む
とこのような状態になります。桟敷席とか花道のところに柱が 2本立っていますけれども、そ
の上に渡した横木を段違いにしておりまして、こちらの横木の上に竹が載るように、こちらの
横木の下に竹が入るようにして、竹を跳ね上げていくような形に装着しまして、真ん中を縛っ
ていくと、このように美しくアールを描くようになります。それで、できたものにコモをかけ
ます。昔はそれこそ昔のサイズのコモとかムシロなどをかけたらしいですけれども、現在はそ
のようなものはなかなか手に入りませんし、高価なので、この長い、畳屋さんが畳表の下に敷
く材料があるらしいのですが、それをこのようにかけていきまして舞台を作っております。雨
対策がいつも悩みの種なのですけれど、ブルーシートを上にかけて、下から見てはそのブルー
シートが分からないような形でやっておりましたが、今年は国民文化祭で雨でも実施しなけれ
ばならないというお達しがありまして、それで今回は、透明な農業用のビニールハウスに使う
ビニールをずっとかけるということを行いました。 
 床材については、明治 27 年生まれの古老によりますと、ひきっぱなしの板では衣裳が傷む、
それを非常に役者が嫌がったので、カンナがけをした板を使って舞台を作ったようだというよ
うな話をしておりましたけれども、このような舞台というのは、田舎の人たちは自分の家も自
分たちで作るような形でございましたので、こういう仮設のものを作るのはけっこうお手のも
のなのですね。自分の家にある農業で使うような長柄ですとか、そういうものを持ち寄ればこ
のような形のものまではできたと思います。このように出来上がったものに、お金をかけて集
めた道具を飾り付けることによっていかに歌舞伎舞台にするかということが、先ほど申し上げ
ましたことにつながってまいります。 
 これが舞台の前日くらいに、このような襖をはめ込んだりして準備をしているところです。
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このような道具につきましては、水戸城下ですとか、そういう町場で手に入れたものではなく
て、近隣の村にいる技術者が作ったものだということが分かっております。先ほど申し上げま
した幕につきましても隣村の紺屋さんですし、あとはチョボに使われている豪華な彫り物をし
たのも、現在は市内になっていますが、旧美和村の鷲子（とりのこ）というところに伝わる鷲
子彫の名人がいるのですけれども、その人の作だということが分かっております。 
 実際にその道具を飾り付けると、このように一応立派な歌舞伎舞台になります。これが昼間
の様子なのですけれども、夜はこのように提灯の明かりが非常に印象深く、一番こだわるのが、
舞台の前面のアールの部分で、これがいかに美しくできるかというのが今年の舞台の出来上が
り、仕上がりというもののみんなの評価の対象になった部分です。 
 このように復元したのが平成 9年ですけれども、それからつい先々週に行ったばかりなので
すけれども、今年の国民文化祭で行った公演まで、6回の組み立てと芝居の公演をやってきて
おります。その中で、どういうふうに道具等の保存活動をしてきたかというのをまとめたのが
こちらになります。こちらで見ていただきますと、平成 9年に、これは保存されてきた資材を
そのまま使って、半世紀ぶりに組み立てを行っております。そのときには、不足の床材などを
ある程度補給するということですとか、あとは伐り出した柱材を保管する、それと襖を入れる
箱などが大変に傷んでおりましたので、そういう保存するための箱を新しくするというような
ことで、現状維持の補修に止めております。襖なども、何重にも紙を貼って、その上に新しい
紙を貼っていまして、現在見えている絵がいったいいつの時代のものかというのは判別しかね
るのですが、それにつきましても、かなり近くで見ますと穴があいていたり破れたりしている
のですが、もうそれも一番影響力の少ない糊でペタッと貼るという程度の補修にとどめており
ました。 
 翌年に完全復活ということを目指して、この年に全国の地芝居サミットも開催させていただ
きまして、地元で西若座という地芝居の一座を結成するということを行いました。この後は毎
年組み立てるというのは大変に困難なことなので、3年に 1回組み立てを行おうということで、
平成 13 年、このときに第 1回定期公演ということで行っています。このときから、関わる人
たちを増やそうということで、地元の小学校に呼び掛けまして、子供歌舞伎を開始しています。
西塩子地区は先ほども申し上げましたように 70 戸くらいしかない小さい集落でして、この舞
台をもうずっとこの地区だけで持ちこたえるというのは難しいことであろうということは、こ
のときにもうすでに予想されておりました。ですので、平成 13 年から組み立てのボランティ
アというものの募集を開始したのですが、これは全くと言っていいほど人が集まりませんでし
た。その後、3年に 1回といいながら、補助金の絡みですとか、今回の国民文化祭のような形
で、13 年から次は 15 年に第 2回の定期公演、そして 18 年に第 3回目の定期公演、そしてま
だ 2年しかたっていないのですが、国民文化祭ということでまた 1年前倒しで行っております
ので、現在までにだいたい 2年に 1回ということで組み立てを行っておりまして、大変に地元
には負担になっているというのが実情になっております。 
 この中で、この 13 年の後、文化庁が行った「ふるさと文化再興事業」というものに手を挙
げて、けっこう潤沢な資金を手に入れることができまして、本格的にどのようにこの舞台を保
存していくか、そのようなことを考えるということができるようになりました。それで平成 13
年にはこの西若座が結成しましたので、演目に合わせた襖を作るということを始めたのですけ
れども、サイズにつきましては旧物と同じということで、襖については高さがたった 150 セン
チしかないというもので芝居を行いました。しかしこれでやってみますと、これがその平成 13
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年に行った時の写真なのですが、この襖が古いものをそのまま使っておりますが、役者たちが
この襖よりもはるかに頭が出てしまっているのが分かると思うのですけれども、180 センチも
ある身長の人ですと、それに下駄を履いて鬘をつけると、とうていこの 150 センチの襖では芝
居ができないということになります。回り舞台を回して後ろから登場したところなのですけれ
ども、このように、現在の人の体格にはちょっとつらい状態になっています。そこで資金を得
て、古いものはもう保存してしまって、新しいものを作っていくということに方向を変えたの
ですけれども、その中であまり昔のことに拘泥するのではなく、間口などはそのままなのです
けれども、先ほど申し上げましたように、この平舞台の奥行きにつきましては、2メートル 90
ということで大変に狭うございました。現在は照明をそこに置くとか、マイクを置くとかとい
うようなことがありまして、人が大きくなっているだけでなく、そのほかに資材を置くスペー
スなどがありまして、とてもそのスペースでは芝居がやりにくいということで、舞台の材料を
平成 15 年度に全く新しいものにしたのですけれども、そのときにもう奥行きは 2間として 3
尺広げるという形にしたり、襖に関しましても 180 センチの高さにしております。幅も昔のも
のは 60 センチ幅だったのですけれども、90 センチ幅にして、12 枚 1 組で舞台全体、現在は
6間に組み立てておりますが、6間全部に 12 枚立てればきっちり入るというような大きさに
しております。昔のものですと 4間しかないので、両端の 1間ずつは別の襖をこういうふうに
使うというような形をとらなくてはいけなかったのですが、現在はそのような形にしておりま
す。これがボランティアで参加してくれた茨城大学の学生さんを、それを利用するために回り
舞台で出して皆さんにご披露しているところなのですが、180 センチの襖ですとこのような形
に、まぁ鬘などを付けるとちょっと屈まなければいけませんけれども、だいたい余裕ができた
というようなことを見ていただければと思います。 
 これは最初から目論んだわけではないのですが、舞台の組み立てに関しましては、ボランテ
ィアを募集して、組み立ての技術ですとか、あとは人手不足を補うということをしなくてはい
けないだろうということが話には出ていたのですけれども、この舞台の材料を新しくするとい
うことにつきましても、ちょうど平成 15 年に全部新しい材料に置き換えたときの写真ですの
でとてもきれいになっていますが、組み立て以外に舞台の道具を作りますとか、そういうこと
にも人を巻き込むということが始まりました。それにつきましては、最初に襖を作るというこ
とを、ある程度資金が確保できてから専門家を招いて作るということを行うようになるのです
けれども、そのときにボランティアとして前から参加してくれた市内の高校の美術の先生が、
自分のところの美術部員をその絵を描くのに連れてきてもいいかということがありまして、ぜ
ひ手伝ってほしいということで、このように大勢で作業を行いました。これがきっかけとなり
まして、色々な道具を作ったりするのにもっと大勢の人の力を借りてもいいのではないかと、
またそれをすることで、地域の中だけではどうしても保存活動などが広がらないので、西塩子
の舞台を支える人の裾野をどんどん広げていくことができるのではないかというような発想
ができまして。例えばこちらは衣裳を縫っているところなのですけれども、地域の公民館で和
裁をやっている人たちに呼び掛けて衣裳を作ってもらいました。その衣裳につきましても、あ
る程度資金が確保できたときに、歌舞伎に使う特徴的な衣裳をちゃんと専門の松竹衣裳さんと
か、そういうところで誂えたものを見本にして、あとは日暮里などに布の買い出しに行きまし
て、和裁の心得のある方にこういうふうにこれで縫ってくださいと言うと、けっこう立派な衣
裳がちゃんとできるのですね。お金がかからなくて。 
 最終的にこういう材木とかについては、入れ替えることは簡単なのですが、道具の入れ換え
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で一番大変だったのが、一番古い道具である大幕だったのです。これにつきましては、地元の
人が綿の栽培から始めたという、そういう思い入れがあるものだったので、よく民俗芸能など
を見に行きますと、舞台の幕なんかを、昔のものを業者さんに頼んで全く同じデザインに作り
替えている、復元しているということがあるのですけれども、そういうふうな形ではなく、も
っと大勢の人を巻き込めないかということで、平成 14 年から平成の大幕づくりというプロジ
ェクトを行いまして、綿を栽培するところから始めまして、それで舞台の組み立てですとか、
役者さんになりませんかということでは手を挙げる方というのはどうしても限られてきてし
まうので、子どもでもお年寄りでも参加して舞台と関わりがもてるようにということで、この
綿の栽培のボランティアから募集をいたしました。 
 これがその結果できた、5年間、14 年から 18 年までかかったのですけれども、200 人以上
の方が関わってできた平成の大幕です。ここに寿老人がいて巻き物を広げているのですが、こ
この巻き物の中にそれに関わった団体ですとか個人の方のお名前を全部入れて、あ、ここに自
分の名前があるというふうに分かってもらい、また子孫の人たちが、ここに自分の親の名前が
あるとか、おじいちゃんやおばあちゃんの名前があるということで、長いことこの舞台に親し
みをもってもらおうということで、このような大幕作りを行いました。 
 こちらは一般の学生さんですとか、そういう人たちが参加している組み立ての様子です。こ
れは回り舞台の心棒を立てているところですが、この回り舞台につきましても新しく作って、
現在はこのような形になっております。 
 こちら、この衣裳ですが、これは寺子屋の春藤玄蕃が着ているこのような衣裳につきまして
も、三番叟に使っている衣裳を和裁の先生のところに持っていきまして、この形でこの布でこ
の衣裳を縫ってくださいということをお願いして縫って、このように、松竹衣裳さんには悪い
のですけれども、けっこうお安く遜色なくできていると思うのです。それと、この木戸なんか
につきましても、ボランティアで参加してくださっている大工さんに、図面を起こしてこのよ
うに作ってくれというふうにお願いして作ってもらいました。 
 こちらは今年の、ほんの 2週間ぐらい前の写真ですけれども、この赤いスタッフジャンパー
を着ている若い人たちが茨城大学の学生さんたちです。大変に生き生きと舞台の転換なども手
伝ってくれまして、学生さんたちにもいい影響があると、先生たちにも評判していただいてお
ります。 
 いろいろ発生する問題にどのように対処してきたかというのをまとめたのがこちらです。先
ほども申しましたように、この舞台を組み立てるというときに、どういうふうに組み立てるか、
また襖とかそういう操作方法というものが全く不明だったのですけれども、これにつきまして
はみんなでいろいろ考えることによって、かえって自由な発想があって、こういうことをしち
ゃいけないと言う人がいないので、現在色々な地方で行われていることを自由に取り込んで行
っております。これは相反するものだと思うのですけれども、この経験者がいなかったという
ことにつきましては現在、それほどの不自由を感じない状態になっております。 
 この資材とか道具のはげしい損傷、これは当初からひどかったのですけれども、これは組み
立てごとに傷みが進行しました。これは先ほど申しましたように、旧物は保存して新しくして
いくということで、今は解消しているのですけれども、今新しく作ったものもだんだんに傷ん
でいきますし、これも長年のうちには文化財ということになってくると思います。それでこれ
らの道具につきましては、使うことに意義があるという反面、使うことで傷んでしまうという、
大変に相反するものを常に抱えておりまして、大変に難しい問題だと思います。 
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 それから、新調するにあたっては先ほど申し上げましたように、時代に合わせて規模とか大
きさについては調整するという自由な発想をもってもいいのではないか。それとか、あとは資
金とか人手不足についは、これはだからできないではなくて、そういうことを逆手にとって、
かえって手間をかけて、お金もかかることもあるのですけれども、かえってそういう手間がか
かって大変じゃないかということを厭わずに、人を巻き込むという発想でやっていくことで、
これはかえっていい効果があるのではないかというふうに今思っております。それから、新調
するのにモノに込められた思いを現代に展開していく。ただ単にお金をかけて古いものを復元
するという形ではなくて、昔の人がこれを作ったときにこういう思い入れがあったろうとか、
こういうふうな古い道具にはみんなの気持ちが入っているのではないかということを現代に
翻訳するような形で、そのものを作ること自体、その活動自体に今の人の思いを込めていくと
いうようなことが、今後その道具をまた大事に使っていってもらう、これから長くこの舞台を
組み立てたり、公演をやるということに関して、つながっていくことなのではないかというふ
うに考えています。 
 では、簡単に今後の課題ということなのですけれども、無形の文化財に関わっているモノを
保存していくにはどうするべきかということに関しましては、これは無形の文化財というもの
を継承していく、それに尽きると思います。先ほどのお話にもありましたが、要らなくなって
しまうと、ビデオの中で保存しても、それについてはあまり役に立たないというようなお話も
ありましたけれども、実際にこれを続けていくということがやはりそのモノを活かしていく、
それを大事にしていったり、管理していったりというようなことに、結局はつながっていくの
だと思います。 
 でも、そこが難しいところで、昔は祭礼ですとか行事とかというのは、それをやらなければ
ならないという状況にあってそれを続けてきたという現実があると思います。それをやること
によって豊作を願うとか、地域に厄災が起こらないようにするというような、明確なそれを行
う目的というか、意味があったのです。それをやめられない理由というものがあったのですが、
そういうものが、現在はもうほとんど消滅してしまっていると思います。ですので、常に地域
の人々がその存在意義を見直していくという、このようなことをずっとしていかなければいけ
ないのではないかと思います。これというのは、時代によっても変わっていきますし、これを
常に見直して、これをやることで地域の人たちの精神的な部分に何か訴えかける。伝えるとい
うことではなくて、何かやらないと寂しいとか、こういうことで自分たちの誇りが持てるとい
うようなこともあるのですけれども、またそれをもとにして、経済的な効果があるということ
も現在は求めていかなくてはいけないのかなというふうには考えています。ただ、それを行う
においては、地元の人々の、それを行う人々の気持ちを置き去りにしないということです。そ
れを常に考えて、地域になくてはならない存在として位置づけ続けていくということが、その
モノの保護に結局はつながっていくのではないかというふうに考えておりますし、それがとて
も難しいところなのではないかというふうに、現在考えております。 
 以上が西塩子回り舞台の活用と保存の活動についての報告でございました。どうもありがと
うございます。 
 
司会 ありがとうございました。大変面白く聞きまして、私は最初に無形の伝承を考えること
から、逆にそこに有形のモノが不可欠であるということにだんだん気づくようになったという
話をしましたけれども、今のですと、逆にそのあるモノを残していったり、新調したりしてい
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くということが、それがきっかけになって、今度またそれを伝えていくという、無形的なその
地域の中での活動というのが編成されていくというのでしょうか、逆にそのモノを残すことで
伝承のプロセスという無形の側面がまた新たにできてくるという、やはりお互いに相互的な関
係にあるのだなということがすごくよく分かる発表でございました。 
 少しですけれども、今の石井さんのご発表に対して、この事例に関して直接的な言及でご質
問等ございます方は挙手をお願いいたします。 
 
内田幸彦（埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課） 埼玉県生涯学習文化財課の内田と
申します。大変参考になる話で、ありがとうございました。基本的な事実の確認だけをお願い
したいのですが、こちらの舞台の所有者がどなたになっているのか、それからどのような立場
の方がこの舞台の上にどういう立場でどのように関わっていらっしゃるか。その中で、資料館
さんをはじめとした行政がどういう役割を果たされているのかということをお聞きできたら
と思っております。よろしくお願いします。 
 
石井 まずこの所有者としましては、この調査がきっかけになりまして、西塩子地区全戸が会
員となりまして、西塩子回り舞台保存会というのが平成 6年にできております。その保存会が
所有者というか、管理者という形になっております。 
 それで、この西塩子の回り舞台の運営ですとか、実際にこの公演を行うという主体なのです
けれども、これに関しましては、西塩子回り舞台保存会ということになっております。ですの
で、自治体としましては、自治体の調査がきっかけとなりましたので、主に資料館を中心とし
た教育委員会の生涯学習課部局が中心になって、当日などには人員を配置したりしてお手伝い
とかはしておりますけれども、実際に活動しているのはあくまでも地元、というスタンスを自
治体としては大事にしたいと考えて、今まで活動しております。 
 活動資金につきましては、地域だけ、会費だけではとうてい無理で、1回の公演にはだいた
い 600 万から 700 万のお金がかかります。これにつきましては、当日もたらされるご祝儀の
お花といわれるお金が一部入っているのですけれども、その 600 万くらいの半分につきまして
は、実施する年に自治体から補助金という形で支出するという形を現在のところとっておりま
す。ですので、当初から、地元ではもう 50 年もやっていないので、自分たちだけで復活する
というのはとても難しいのではないかということが話に出ていたのですけれども、行政として
は地元主体でなければ続かないだろうということで、この、距離を置く、距離感の取り方がと
ても難しいという形で今までやってきております。これでよろしいでしょうか。 
 
内田 ありがとうございました。 
 
司会 ありがとうございました。それでは石井さんの発表をこれで終わりとさせていただきま
す。どうもありがとうございました。 
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報告 3 

長浜曳山祭における曳山の保存と修復について 
 ̶祭りのなかで曳山を活かしつづける方途̶ 

 
長浜市長浜城歴史博物館 橋本 章 

 
 
 
 
 
司会 3 つ目の報告といたしまして、長浜市長浜城歴史博物館の学芸員であります橋本章様よ
り「長浜曳山祭における曳山の保存と修復について」というタイトルでご報告をいただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。 
 
橋本 滋賀県の長浜市にございます長浜城歴史博物館で学芸員をしております、橋本でござい
ます。 
 本日は曳山祭、長浜には曳山祭という祭りがあるのですが、「曳山祭における曳山の保存と
修復について」、副題としまして「祭りのなかで曳山を活かしつづける方途」というタイトル
でお時間をいただきましてお話しさせていただきます。 
 長浜市は滋賀県の北部、通称湖北地方と呼ばれております地域にございます。ちょうど琵琶
湖が真ん中にありまして、その北東側に位置する町です。古くは豊臣秀吉、そのころは羽柴秀
吉といっていましたけれど、羽柴秀吉がお城を築城いたしまして、同時に町場が形成されて、
それ以降、町場を中心としたマチというのがずっと培われてきたのですが、長浜の曳山祭と申
しますのも、その町場を母体とした祭礼行事として行われております。 
 まず、お手元にレジュメがございますが、それの確認をいたします。全部で 6ページのもの
をご用意しました。ご確認いただきたいのですけれども、最初の 1ページ目がお話しさせてい
ただきます内容の次第でございます。それから 2ページ目に長浜の曳山祭の執行の次第を書か
せていただきました。3枚目のほうには、長浜の曳山祭の曳山の巡行経路と、それから曳山の
代表的なものの構造についての図面。そして 4ページ目には近年の曳山祭を巡る動きを略年表
の形で付けせていただきまして、あと資料の 5番、6番として、資料 5番のほうは長浜の曳山
祭に関する指定関係、それから 6番のほうは長浜の曳山祭に登場します曳山の一覧を付けてご
ざいます。ご確認ください。 
 祭礼の執行期間は毎年 2月から 4月までです。ただ実際に祭りが行われますのは 4月の 13
日から 17 日までの間で、2枚目の曳山の執行次第をご覧いただきたいのですが、その中で 13
日の最後に「十三日番」というのがございますが、そこから 16 日まで、この期間が曳山祭で
実際に曳山が稼動をしている期間になります。それ以外の部分は、曳山の準備でありますとか、
それから色々な諸行事があるのですが、そういったものが行われます。今回の祭りの話の中で
基本となりますのが曳山の山でございますので、そちらのほうについては 13 日から 16 日の
間に、実際は稼動するというふうにお考えいただければと思います。 
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 それから曳山の台数ですが、これは最後の 6ページ目、資料の 6番で対応していただければ
と思うのですが、曳山の台数そのものは全部で 12 基あります。ただ、別に長刀山というもの
が 1基ございます。これはその資料の 6番の一番上のところに付けているのですが、後で写真
をご覧いただこうと思うのですが、若干形状がほかの曳山と異なっております。地元でも曳山
といいますと、基本的にはこの 12 台を指して、そしてそれプラス長刀山という形で呼ばれて
おります。それから、この全部の山が毎年出るわけではありませんで、もともとは全部出てい
たのですが、最近は交代制になっております。12 基ですので、だいたい 4基ずつ、3年交代
で出るという格好になっておりまして、ここに書いておきましたように、舞台等を有するもの
なのですが、毎年 4基ずつが登場しています。ただ、長刀山に関しましては毎年出場するとい
う格好になっております。 
 そして執行される芸能ですけれども、地元では「子ども狂言」もしくは「子ども歌舞伎」と
いうふうに呼んでおりますけれども、若年の男児が演じます歌舞伎が、この 12 基あります舞
台を有するこの山で、毎年 4基によって奉納の芸能が演じられます。当然ですけれども、狂言
の背景のバックミュージックになります三味線でありますとか、太夫の語りですね、そういっ
たものが楽屋裏から語られて、それをもとに子どもたちが演じるという格好が曳山の上で演奏
されるものです。 
 それ以外にもう 1つあるのですが、いわゆる曳山は、出し物としては子ども狂言が舞台の上
で演じられますけれども、曳山は通常出る場合、巡行をする場合は別の音曲が流れます。これ
が地元では「シャギリ」と呼ばれていて、曳山囃子ですけれども、こちらが流れます。これに
ついても後でご説明いたしますけれども、曳山の構造物の中で演じられるシャギリと、それか
ら最近特に増えているのですけども、曳山の袖で、子ども山という小さな山があるのですけれ
ども、そういう山というか、そこで演じられるものとがございますが、一応、長浜の曳山で音
楽として奏でられるものが、三味線と太夫の語りとそれからシャギリという、この 3つになる
とお知りください。 
 それから曳山祭礼の執行組織であります。これは地元では「総当番」というふうに呼ばれて
いる執行総責任役というのがあるのですが、その総当番という組織がありまして、そこの下に
一応祭礼がどういう形で運営され、今年の祭礼はどうである、あるいは祭礼がどういう形で執
行されるのかということが基本的に決まってまいります。総当番の許可、というか総当番の了
解なしにすべての行事をすることはできませんので、そういう意味では総当番がすべての取り
仕切りをするという格好です。もちろん、その年出ます 4基の曳山のそれぞれの代表の方もい
らっしゃいます。その代表者になることを「負担人」と呼んでおりますが、その負担人の方々
が総当番の指示を受けながら、各山の差配をするという格好になります。組織としてはそうい
う格好で、総当番の山組、その山組の中に負担人以下、いろいろな役職があるわけですが、こ
れは挙げ出すときりがないのですけれども、若衆の組織でありますとか、あるいは曳山を動か
すときの采振りの組織でありますとか、運行に関するもの、そして子ども歌舞伎を執行するに
あたっての様々な役どころがついております。「その他祭典にかかわる役員」と書かせていた
だきましたのは、曳山の山組以外にも、この曳山祭というのを遂行するにあたっては様々役職
の方がいらっしゃいますし、色々な団体が協賛をかけておりますので、かなりの多人数を要し
ます祭礼行事でございます。 
 その他補助団体としまして、今挙げておきましたけれども、例えばほかにもいろいろあるの
ですが、長浜曳山祭協賛会みたいなものがございます。通常、祭礼行事をやりますのは、曳山
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を出します山組もしくはその山を持っておりますお町内という形になると思うのですが、それ
だけではとてもすべての運営をすることはできませんので、近年ですけれども、特に協賛組織
というものが働いております。市民に広く募金を募るということもその 1つでありますし、そ
れ以外にも様々な人的補助でありますとか、いろいろな確保をするために協賛組織もしくはほ
かの団体、市役所等々もあるのですが、そういったところが動いて曳山祭というのを執行して
おります。 
 それからもう 1つ、長浜の曳山祭の囃子保存会、シャギリ保存会というふうに呼んでおりま
すが、これについても後でご説明をいたしすけれど、そういった保存会の組織なんかも長浜の
曳山祭には欠かせない存在として関わっております。 
 先ほど 12 基の山があると申し上げましたが、長浜の曳山の基本的な形状はこういう形でご
ざいます。ここに役者が座っておりますが、これは長浜八幡宮というところで、実際に祭礼の
本日（ほんび）がスタートするのはここの場所からなのですけれども、その年の出番山であり
ます 4基の山が整列した状態でありますが、そこに見えるでしょうか、役者が座っております
が、ここが舞台になります。そしてこの後ろにつら幕と、その後ろに見送り幕がかかっている
のですが、ここの部分が、外から見えませんが楽屋になっていまして、この中に太夫と、それ
から三味が控えております。 
 それから上の形状部分を見ていただきたいのですが、ここは後でちょっとポイントになりま
すけれども、この長浜の曳山祭の曳山の特徴の 1つになります亭（ちん）と呼ばれる特殊構造
物、特殊構造物というのも変ですけれども、構造物が上に乗っかっております。非常に装飾が
派手、よく言えば派手、悪く言えばゴテゴテしたものなのですけれども、こういったものが乗
っておりまして、ちょっと今お客さんで見えませんが、この下の部分に下山（したやま）と呼
ばれる、曳山全体を支える車輪が付いた部分があります。後でもお話いたしますが、この下山
があり、舞台があって楽屋があって、そして亭が乗るという、層で見ると 3層構造ぐらいにな
ったものが長浜の曳山であるというふうに、とりあえずは認識していただければと思います。 
 全部揃いますとこないなことになりまして、これはお祭りの最終盤に当たります 15 日の夜
になるのですが、こういう形で、これは最近長浜市が合併をして大きくなりまして、その関係
で記念行事ということで、全部の山が出てくれたのですが、そのときに撮影した写真でござい
まして、このようにお旅所という広場があるのですが、そこにお旅の館がありまして、この中
に神輿が入っておるのですが、こういう形になります。全山、全十二基が並びますとこういう
風情になります。これが曳山の最後であります。 
 今日は触れませんけれども、通常長浜の八幡宮の祭礼という形で曳山祭は行われますが、八
幡宮の祭礼そのものは神輿渡御によって行われます。ですので、執行次第に書いてありますけ
れども、13 日には神輿の渡御があって、このお旅所までやって来る。そして、曳山の、ここ
で子ども狂言の奉納があるのですが、それが終わりますと、15 日の夜に神輿の還御があると
いうスタイルであります。ややこしい話ですが、全体としては同じなのですけれども、神輿の
祭りと曳山の祭りというのは、そういう意味では乖離とまでは言いませんが、別個のものとし
て、運営組織も別のもので行われております。 
 ちょっとこれは見にくいですが、全体の執行次第でございます。これは手元の 2ページ目の
長浜曳山祭執行次第というのをご覧いただければと思うのですが。先ほど申し上げましたよう
に、お祭りで曳山が動きますのは 13 日。実はもうちょっと前から少しずつ動かしてはいるの
ですが、13 日の十三日番と呼ばれるものですけれども、これはお宮さんまで行かずに、自分
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のところのお町内だけで曳山を出して、そこで試しに演技をすると言ったらいいでしょうか、
子どもたちの子ども歌舞伎を奉納するというものなのですが、十三日番からスタートをしまし
て、実際に八幡宮まで渡御をしますのは 14 日の登り山というところから始まります。そして、
14 から 15 日までは八幡宮のほうで曳山は一夜を明かしまして、そして 15 日の日には還御を
するという格好になります。 
 お手元の 3ページ目のところに資料の 2番としてお付けしておきましたが、こちらに曳山祭
の巡行経路というのが載ってございます。こちらに八幡宮がありまして、北側ですけれども、
ずっと東から西、東西に伸びます道路を通って、こちらのお旅所まで行くという格好になりま
す。もちろん、お町内はこの前後にたくさんありますので、そういうところから八幡宮に暫時
入っていくわけですが、八幡宮に入りまして、ここでの狂言奉納が終わりますと、出番山一番、
クジを取るのですが、クジ引きで順番が決まった山から順番に帰っていって、このお旅所を目
指す。ですから 15 日の本日（ほんび）というのは、八幡宮があってこのお旅所まで。そして
ここに何カ所か○印が描いてございますが、これはいわゆる席（せき）と呼ばれます。そこに
一八屋席とか米嘉席とか金屋席というふうに書いてありますが、桟敷席です。これは江戸時代
から明治、大正、昭和くらいの頃まではやっていたのですけれども、これは近在の有力商店が
その場所に桟敷を設けまして、そこに販売するなりあるいは自分の旦那衆をお招きして、そこ
へ座ってもらうという格好をして、子ども狂言を見せるという伝統があったのですが、その名
残りでして、その席があった場所で現在も曳山を止めまして、子ども狂言を演じるということ
をやっています。これは 6カ所ありますけれども、そのうち全部の山がこの場所でやるのでは
なくて、その年々に応じて、ここではどこ山とどこ山、ここではどこ山というふうに決まった
順番がございます。ただ、八幡宮と、それからお旅所では全山が狂言を奉納するというスタイ
ルになっております。 
 狂言の様子ですけれども、本当は映像をお見せするとよろしかったのですが、こういった形
です。こちらは三番叟といわれるもので、4つの山がクジを引きます。クジ取りをするわけで
すけれども、クジを引いて一番の山にこの三番叟というものが乗りまして、これは祭りの執行
を寿ぐという意味があるというふうにいわれておりますが、この三番叟が演技をします。その
後、子ども歌舞伎が演じられるという格好になります。ちょうどこの舞台のところで子どもた
ちが演技をします。今日は詳しくは触れませんが、だいたい子ども歌舞伎をする子どもたちと
いうのは 6歳前後の男の子、小学校の低学年の男の子たち、一番小さいのは小学校に行く前の
子どもたちで、色々な仕事の役職をこなしてやっていく。小さな子どもたちがやるものという
ことをご理解ください。 
 そして、これが先ほど申し上げましたが、楽屋裏で行われます太夫と三味線の様子でありま
す。楽屋の中で曳山のバックのほうでやりますので、本来は見えませんが、実はこれは後で申
し上げますが、この三役を育成する事業というのがあるのですが、そのときに育成事業で学ん
だ生徒たちの発表会みたいなものがありまして、その様子でございます。実際はこんな格好を
して、こんなふうに、4人もいないのですが、中で子ども狂言が行われる際に太夫と三味線が
演奏を行うという格好になります。 
 それからもう 1つ申し上げました、曳山に搭載されます曳山が巡行する際に奏でられる音曲
として、曳山囃子、シャギリというものがあります。シャギリの楽曲の構成はこういう形にな
っておりまして、両打ちの太鼓と締太鼓と、そしてここにありますのは笛とそれからすり鉦で
す。だから 4つの楽器が使われます。ただし、演奏は、笛は 1本を 1人でやって、すり鉦も 1



長浜曳山祭における曳山の保存と修復について 

33 

人が 1本をやるわけですが、太鼓は 1人でこの 2台をドラムスのように叩くという、ちょっと
特徴的な演奏方法です。こういう形です。ですからここに締太鼓を前に置いて、両打太鼓を右
サイドに置くわけなのですけども、このように置きまして演奏をするというスタイルになって
います。ですから、締太鼓は正面から叩くのですが、両打太鼓はスナップを効かせて横に叩く
という、横というか、サイドを叩くという、ちょっと不思議な叩き方です。私どもにとっては
不思議だなと思うのですが、長浜ではこれが当たり前なのですけれども、こういう叩き方にな
ります。そして、シャギリの笛の吹き方はこんな感じです。 
 あとで亭のお話をするときに申し上げますが、このシャギリというのは皆さんのお手元の 3
ページのプリントにあります曳山の構造で、屋根の上に亭というものが乗っかっていると思い
ますが、この中で演奏をします。非常に小さな部屋ですので、だいたい大人の人が 3人もいた
らきゅうきゅう詰めになるようなところなのですが、そこに上にあります太鼓 2つを持った人
が乗って、あと鉦の人と、それから笛を吹く人が 1人ずつ乗ったらもうほとんどいっぱいとい
う。だから、3人、若い子が、小さい子が乗ったら 4人という格好で演じられます。ちなみに
これは男の子ばかりがやっておりますが、最近ではこのシャギリ保存会ができたときには、女
の子もということで、女の子もシャギリ囃子に参加するというのが多いです。ただ、これは伝
統といえばそうなのでしょうけれど、いまだに山の上に女の子のシャギリの囃子の演奏者を乗
せてやるということは、基本的には認めていないという格好です。 
 曳山祭の色々なシーンをご覧いただこうと思うのですが、これは「裸参り」と呼ばれる様子
です。お手元の 2ページ目の曳山祭執行次第の 4月の 9日のところをご覧いただければと思う
のですけれど、ここに「線香番」と「裸参り」というものが書いてありますが、このうちの裸
参りの様子というものがこれであります。もちろんスッポンポンではありませんけれども、こ
ういうフンドシを着けまして、4月ですのでまだけっこう寒いのですが、寒いときにこういう
格好で、町内を出番山の若衆たちが「ヨイサ」というかけ声をしながら練り歩くという格好に
なります。ここの先頭に羽織を着た人物がいますけれど、この人物がちょっとこちらの人とは
違うのですが、基本的には各山の、それぞれの山の責任をとります「負担人」と呼ばれる方で
す。この方がお祭りの様々な側面に代表者として出てくる。手元に提灯を持っていますけれど、
この提灯が出てくると一応周りのものは従うというスタイルになっていまして、若衆がお酒を
飲みますのでけっこう荒れるシーンもありますけれども、ケンカの仲裁なんかの場合は、この
負担人の持っている提灯が効き目があります。これをもし破る、あるいは提灯を持っている負
担人にもしものことがある場合は非常にペナルティーを科せられるということになっていま
す。 
 それからこれは曳山に乗ります役者さんの夕渡りの様子です。曳山が 14 日に登り山で上っ
ていきまして、それから 15 日に帰っていくわけですけれども、その間、1昼夜あるわけです
が、役者さんはいったん戻り山に一緒に曳山に乗って八幡宮まで行った後、いったん家に帰り
ます。ただ帰るのではなくて、お練りをするわけです。それも、曳山の歌舞伎が演じられます
けれど、その歌舞伎の演目のスタイルで、衣裳を着けて化粧をして鬘をつけて、そのままのス
タイルで役者になりきって下がります。だから、荒事をする人間ならしかめっつらしく歩きま
すし、お姫さまならしゃなりしゃなりと歩く。言っておきますけれど、男の子です。当然です
けれども、男の子ですが、こういう姿をして歩くという格好になります。 
 祭礼組織の中で若衆というお話をしましたが、この左右に従っていますこの 2人の男性が若
衆で、この役者さんのお付きの若衆です。だいたい役者さんが朝早くから夜遅くまでこの歌舞
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伎をするために動きますけれども、彼らが動くに当たっての様々なマネジメントの仕事ですね。
そういったことはこの若衆の、それぞれの役者のお付きの者が務めます。この役者の手元に「お
かしばこ」というふうに呼んでいますけれど、中に何も入っていないのですけれど、たまに何
か入れている場合もあるのですけれども、こういうものを持って、この役者のお付きは私だよ
というふうな形で役に仕えます。 
 そして今日の本題になります長浜曳山祭の曳山のことについてお話をしておこうと思いま
す。 
 まず曳山そのものの構造と大きさについてなのですが、先ほど申し上げましたように、舞台
と楽屋、そして下山、それから亭からなります。構造としては下山の部分、下山の高さはだい
たい私の背格好でちょうど目の高さぐらいのところに舞台の床面が来ますので、1メートル 50
前後くらいは高さがあると思うのですが、それが下山。その上に舞台と楽屋が乗っていまして、
さらにその上に亭という屋根の上の 2階部分の構造が乗る。だから下山から含めますと 3層構
造になっております。 
 だいたいの大きさですけれども、お手元の 3ページ目の資料 3、曳山の構造図を見ながらお
話を聞いていただきたいのですけれども、だいたい間口、この楽屋に宝珠柱というのがあると
思うのですけれども、楽屋の舞台の宝珠柱から宝珠柱の間くらいが 2.8 メートルから 3メート
ル弱でございます。それから奥行きは、この楽屋の舞台の一番頭から一番後ろ、見送り幕をつ
ける手前のところまでで 5メートルから 6メートルくらい。高さが亭の一番上の部分、下山か
ら上がりまして 7メートルくらいという格好になります。全部で 12 基ありますので、若干の
大きさの齟齬はあるわけですが、1台形の変わった山がありますのと、それから長刀山はまた
別の構造をしていますので除外いたしますが、だいたいこの資料 3にあります、これは高砂山
（たかさござん）という山の図面ですが、高砂山の図面くらいの形のものですと、これぐらい
の大きさになります。 
 そして、当然曳山を飾ります懸装品というものがいろいろ出てまいります。まずは幕類です。
京都の祇園祭などでも見送り幕というのは非常に高価なものが飾られておりますけれども、長
浜の曳山祭にも重文クラスのもの2つを含めまして、見送り幕のほか、つら幕でありますとか、
舞台の袖幕でありますとか、色々な幕類が取り付けられております。それから曳山の様々な部
分ですけれど、露出する木の部分ですが、ここには塗りが施されているわけですけれども、そ
の上に飾り金具が付いています。これについては後で詳しくお話をしたいと思います。 
 そして今回のテーマになるかと思うのですけれど、曳山の修理と保存について。後でお話い
たしますが、長浜市には曳山博物館という博物館がございまして、そこに曳山を修理するため
の専門ドックがあります。その中に修理するための曳山を格納いたしまして、だいたい 1山修
理するのに 3年ぐらいかけるわけなのですけれども、ちょうど 4基ずつ交代で 3年ずつ出ます
ので、修理をして次の出番を迎えるというパターンをしております。それにドックを活用して
いるということです。 
 それから普段の保存でありますけれども、これは保存というか、ずっと江戸時代からの伝来
ものでありますけれど、山蔵と言われるものの中で、通常は曳山は保存をされています。 
 まず曳山の構造ですが、ちょっと鳳凰山（ほうおうざん）の写真と、それから猩々丸という
写真を出してみました。最後の 6ページのところに各曳山の一覧がありますが、このうち向か
って左にあります猩々丸というのは、若干ほかの山と形状を異にしております。ちょっと舳先
のようになっています、舟形のような格好になっておりまして、その分全長が長くなっている
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のですが、基本的には舞台を持ちまして、後ろに楽屋を持つというスタイルで、下山の上に乗
っている。ただ見ていただきますように、この山には亭と呼ばれる構造物が乗っておりません。
その違いがあります。 
 それから鳳凰山。これが長浜の曳山のよくあるパターンで、11 基の山のパターンと同じな
のですけれども、先ほど申し上げましたように、ここに下山がございまして、そしてその上に
舞台がある。その後ろに楽屋があって、亭が乗っているという格好です。ここに幕類がずっと
飾ってありますのと、それから柱の部分の周辺を見ていただければと思うのですけれども、飾
り金具というもので非常にゴテゴテといった印象で飾られているというのが曳山の特徴にな
ります。 
 それから、長刀山については今日は詳しく触れませんが、こういう形状のものです。長刀山
というのは巨大な太刀が乗っかっているのですが、三輪の、長浜の曳山の中では一番古い構造
物であるというふうに言われておるのですが、こういった形のもので、太刀渡りという行事が
ございます。こちらがその太刀渡りをしてきた若者の鎧武者たちの様子なのですが、腰に帯び
ている巨大な木製の太刀がありますね。それがここの上に乗っかっている太刀なのですけれど
も、これを腰に着けまして、鎧武者がお練りをするという格好になっています。 
 ちょっとくどいようになりますけれども、曳山の構造です。ここに下山がありまして、舞台
があって、楽屋があって、亭があるという構造です。これだけ見ていただければお分かりにな
るかと思うのですが、まずは 1つに、曳山を保存するといいましても、非常に部位も多岐にわ
たりますし、それから飾られている品物、あるいは曳山で行われる芸能であるとか、そういっ
た色々な局面がありますので、どこをどういうふうに、どこが欠けても曳山というものは成立
しません。その意味では保存というものが非常に多岐にわたるということは想像に難くないと
思います。 
 これが特に亭と呼ばれる構造物なのですけれども、外部から見ると非常にゴテゴテと装飾の、
ある意味非常にきれいなものが施されているのですけれども、中は基本的には人が乗るように
はできておりませんで、非常に狭っくるしいことになっております。この中でシャギリが行わ
れます。 
 そしてこれが下山の構造のアップでございます。長刀山は 3輪でしたけれども、長浜の曳山
は基本的には 4輪の地車タイプのものが装着されています。木部は木の 1本木をパーンと切り
ましてそれをくっ付けるというものなのですけれども、これはちょっと見にくいのですが、金
輪がはまっているのがお分かりいただけると思いますけれども、金輪をはめるという格好でお
祭りの執行が行われています。これは余談になりまけれども、曳山を曳くというのは非常に無
謀な話でありまして、文化財を年に 1回引きずり回して、ガリガリガリガリと引っ張るわけで
す。当然これは車輪といってもハンドルがありませんで、それで町中を直角に曲がるわけです
から、車輪に非常に負担がかかるわけなんですけれども、江戸の末期から明治の頭くらいにこ
の金輪をはめるという格好で車輪を保存するという形になってきたわけなのですが、それでも
非常に傷みが激しく、車輪を今後どうするかというのは曳山の各山組でも非常に問題になって
います。特に、この金輪をはめる技術というのが、長浜では基本的に大八車を扱っていたお店
がこの金輪をはめる技術を持っていたのですけれども、それがだいぶ前にそのお店が廃業され
てしまって、これをはめる技術がもうありません。というわけで、今後車輪が故障したときに、
あるいは耐用年数がもうとうに来ているのですけれども、今後どうするかというのがひとつ問
題になっています。 
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 これが各山の製造年代に関するものです。ちょっと細かいですので、お手元の資料の 6番を
ご覧いただけますでしょうか。これが各曳山の全部の山の一覧と、それからここの欄の部分に
2つありまして、本体の建築年と亭の建造年代というふうに書いてある部分があるかと思いま
す。実は亭というのはあと乗せであります。もともとの建造物としてはなかったものなのです
が、その後に乗っかってきた代物であります。 
 まず本体の建造年代をご覧いただきますと、分かっている範囲で一番古いものは明和 2 年、
1765年ですから、今から233年前であります。そしてそれ以降ですからだいたい200年前後、
もう曳山そのものの構造物としての年数はたっているということで、非常に古いものでありま
す。それがしかも年に 1回、もしくは 3年に 1回、ギシギシと町中を動かしているわけですか
ら、モノを扱うという点でいうと非常に問題があるだろうと思いますが、でもそういうもので
すから、これは仕方がないとは思います。 
 それから、プラスしましてこちらの亭の建築年代というのをご覧いただきますと、一番古い
ものでも、下から 3つ目の萬歳楼の享和 2年ですから、206 年前。この萬歳楼は造ったときに、
下山と亭とを同時に造っています。ですのでだいたい 200 年くらい前。基本的には本体があっ
て、その上に亭という新たな装飾物が乗っかったという格好で現在の曳山が出来上がっている
とご理解ください。 
 それからもう 1つ、ここに大工の名前というのがあります。ちなみにこの製造月日、あるい
は大工の名前とかいうのは、山組が持っております資料、古文書類ですとか、あるいはモノに
よってはなのですけれど、山そのものに墨書が見つかる場合があります。そういう形でこうい
うものが分かってきているわけなのですが、大工の名前に藤岡という家がたくさん出てまいり
ますが、これが長浜の曳山に関する基本コンセプトをつくり上げた大工の藤岡家という家柄で
ございます。だいたいその家が、分かっているだけでもほとんどその藤岡家が造っている。藤
岡和泉家と藤岡重兵衛家という 2つの流れがあるわけですけれども、その家のどちらかが、と
いうか藤岡家がこれを製造しているということがお分かりいただけると思います。 
 懸装品ですね、これは重要文化財の懸装品のほうですけれど、これは鳳凰山の見送り幕とい
うものですが、まず資料の 5 番のところに長浜の曳山祭の指定関係一覧をつけておきました。
真っ先にこの指定を受けましたのは見送り幕であります。有形の文化財、美術工芸品という形
で鳳凰山の毛綴見送り幕と、それからもう 1つ、翁山の見送り幕という、この 2つが指定を受
けました。それから、それに続いて曳山の諸行事が指定を受けたわけなのですが、見送りの保
存に関してはちょっとお話をすると大変なことになるのですが、まず今日のお話でさせていた
だきたいのは、長浜の曳山祭の曳山の装飾、もしくは本体の周囲に関するところです。まずは
飾りに関する部分ですけれども、アップにしますとこんな感じで見えます。構造物の一番先端
の舞台のところにあります、宝珠柱（ほうじゅばしら）という舞台の頭のところですけれども、
こういうもの。それから前柱（まえばしら）というところのアップですけれども、ここに施さ
れています金属の装飾部分、これを飾り金具というふうに呼んでおりますが、こういう金具類
が山にゴテゴテと付いております。これが曳山が動くとポロポロ外れてくるものも中にはあり
まして、僕らは後ろにくっ付いて拾って歩くなんてこともたまにあるのですが、そんなことが
あっても困るのですが、非常にものすごい装飾が施してあるというのがあります。これをずっ
と保存していかなければならない。もしくは破損した場合は修復していかなければならないと
いうことがあります。 
 そして曳山の構造なのですけれども、長浜の曳山の構造で特にそうなのですが、これが天井
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部分ですね、彫り物と飾り金具が施されていますが、前面から見ると舞台がこういう感じにな
ります。先ほど言いました前柱の部分がこうですね。そして天井の部分がこうなりますが、ち
ょっとこの絵を見てください。こういう形の装飾があるのですが、これは何かといいますと、
お仏壇なのです。長浜には浜仏壇といわれる伝統工芸品があるわけなのですけれども、いわゆ
る仏壇の製造技術というのがそのまま曳山に活かされている、というか逆なのですけれども、
曳山の装飾ですとか、構造品質とか、そういうものを仏壇に相互応用するかたちで、この長浜
の曳山というのは造られています。曳山は年にそんなに注文があるものではないですけれども、
仏壇はそれに比べると多少は注文があるものですから、要はこの仏壇製造技術を持っている人
たちの技能というのが、長浜の曳山を保存するにあたっては非常に重要なファクターになると
いうことです。 
 それから、これが先ほど申し上げました山蔵です。こういう形のものですが、資料の 5番の
ところをご覧いただいて、有形民俗文化財の県指定の部分に、上から 2番目のところですけれ
ども、長浜曳山祭の山車と、それから附として山蔵というふうに書いていますが、一応この山
蔵は、当然ですけれども、曳山を保存するための装置としての山蔵というものも保存の対象だ
ということで、県のほうで指定を受けております。当然ですけれど、この山蔵がなければ保管
もできないわけですから、こういったものの重要性というのもやっぱり認識されるべきだろう
と思います。 
 そして、先ほど申し上げました、曳山を修理するドックを持っております曳山博物館であり
ます。博物館はお客様もいるためにこういう幟なんかも立っております。平成の 12 年にオー
プンいたしまして、そろそろ 10 年を迎えようというものですが、その中の曳山のドックの様
子であります。ちょっとドック自体がそんなに大きくないので写真の引きがとれませんのでご
勘弁願いたいのですが、何せ全長 7メートルあります曳山をごそっと丸ごと入れまして、修理
をする。この曳山の博物館のドックがある以前はどうやって修理していましたかというと、山
蔵の中、もしくは山蔵からちょっと引っぱり出して修理をするという格好だったわけですが、
当然条件が悪いですし、ライトも当てなければならないということで非常にやりにくかったの
ですが、このドックを使うことによって曳山の修理が非常にやりやすくなった点はあるだろう
と思います。これが修理風景の 1つですけれども、分解をして修理をします。ちなみに長浜の
曳山ですけれども、構架組立式というふうになっておりまして、長浜仏壇と同じなのですけれ
ども、いわゆる釘をあまり使わない木組みでつくられております。ですので、機能的にはホゾ
を外していって山を分解する。これは修理の方針でもあるのですけれども、また当然釘は多少
使ってあるのですが、極力釘の部分はいじらない、抜かないという格好で、どうしても釘を抜
いてしまうと木部を傷めますのでこのホゾを外していって分解をして修理をするというのが
基本のスタイルとして行われています。 
 曳山を巡る指定保持関係は、あまり時間がございませんので資料の 5番をざっと見ていただ
ければと思うのですけれど、国に関わるもの、県に関わるものと挙げておきましたが、この県
の 3番目の部分がひとつポイントになろうかと思います。選定保存技術ということで、漆工と
金工品というのを申し上げます。 
 これがまず県の選定保存技術というものの中で採択をされました、飾り金具師の仕事の風景
であります。この人は辻清さんという方なのですけれども、この方の作業風景です。資料の 5
番の一番下に「選定保存技術（県選定）」ということで書いておきましたけれども、金工品と
漆工品。これは要するに何の指定かというと、曳山を修理するために必要な技術ということで
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す。先ほど言いましたこの技術者は、もともと長浜の仏壇の製作技術を持っていた方々なので
すけれども、それがイコール長浜の曳山の修復技術とも合致するわけです。その方々の技術と
いうのを保存して継承していくことで、曳山の修理ということを潤滑に行おうということで、
こういう選定技術の保存というものが行われています。もともと金工はもうひと方、それから
漆工もあともうおひと方がいらっしゃったのですけれども、亡くなられまして、現在はこの 3
名の方での技術保持ということになっております。 
 これがその工房での修復の様子と、それから実際に出来上った飾り金具を修理している現場
の様子であります。やっぱりモノを保存するといいましても、収蔵庫に放り込んでおくだけで
は万全というわけにはいきませんので、ある程度そういう保存技術が要ります。当然、その保
存技術そのものも現在どんどん失われていっているという現状ですので、それを何とかして次
の世代に技術継承という形で受け継いでいかなければならない。曳山を保存するということは、
イコールそういう人的な技術の保存ということも合わせて考えなければならないだろうとい
うふうに思われます。 
 最後に課題ということにつきまして挙げておこうと思いますけれども、先ほど申し上げまし
たけれども、曳山の保存技術の継承ということがまず挙げられます。それから、当然ですけれ
ども、曳山の執行等に関する人材の育成です。これは今日ちょっと時間がなくて申し上げられ
なかったのですけれども、特に子ども狂言をやる上において、バックにあります太夫とそれか
ら三味線、それからその子どもたちに狂言の振付けをする振付師。これを基本的に三役という
ふうに呼んでおりますけれども、こういう方々についても、できれば地元で育成をしていきた
いと考えております。振付師はなかなか地元での育成は難しいですけれども、太夫であります
とか三味線に関しましては補助金がありまして、年表にも書いておきましたけれども、平成元
年にふるさと創成事業で 1億円もらったというのがあったと思うのですが、その半分を使いま
して、この三役の修業塾事業というのを展開いたしました。それを現在も継続してやっており
ます。それを基金としてやっているのですけれども、やはりそういう人材を育成していかない
といけない。 
 それから、先ほどシャギリというお話をしましたけれど、そのシャギリについても、音曲と
曳山の囃子としてのシャギリも継承者がなかなかいませんので、子どもたちを中心にシャギリ
保存会というものを組織しまして、その中で継承をしていこうという動きをしております。 
 それから、これはあんまり文化財の関係者としては言いたくないですけれども、恒久的かつ
安定的な財源の確保ということです。それから何よりですけれども、祭礼を執行しながら文化
財を保護する方法の確立であります。3年に 1回、必ず曳山を引っぱり出してガチャガチャ動
かして、雨の中であろうが雪が降ろうが、あんまり雪は降りませんけれども、日中であろうが
やるわけですね、文化財級のものを動かして、引っ張り回して使いまくった後に収蔵庫の山蔵
に入れるわけですけれども、条件として非常によくないわけです。ただ、それをしないで山蔵
に放り込んでしまえば、それはもう祭りが死んでしまったことになりますので、そういった祭
りを執行しながら、なおかつ文化財としての曳山、そして曳山祭を保存していく方法というも
のを、我々も含めて考えていかなければならないなというふうに思っております。 
 少し時間が超過しましたけど以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 
 
司会 ありがとうございました。少し時間が延びていますので、そうしましたら橋本さんの発
表をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 
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報告 4 

江名子バンドリの製作技術の材料確保、 

保護するための取り組み 
 

高山市教育委員会事務局参事兼文化財課長 田中 彰 
江名子バンドリ保存会代表 保木 隆 

 
 
 
 
 
司会 それではこのまま最後の報告に移らせていただきます。最後は「江名子バンドリの製作
技術の材料確保、保護するための取り組み」ということで、高山市教育委員会事務局参事の田
中彰様、それから江名子バンドリ保存会の代表であります保木隆様にお願いいたします。 
 
田中 どうも皆さんこんにちは。岐阜県の高山市教育委員会の田中と申します。今日は江名子
バンドリの文化財のほうの担当であります私と、そして江名子バンドリの製作の保存会長であ
ります保木隆さんに来ていただいております。こちらが保木さんでございます。よろしくお願
いします。 
 最初にビデオを 5分くらい見ていただきまして、あと皆様方のお手元に配っております資料
に基づいて少し製作の方法とか、今まで高山市が取り組んできました内容について紹介をさせ
ていただきたいと思います。 
 高山市は今合併をいたしまして、平成 17 年に合併したのですが、日本一広い大きな市にな
っております。昨日もたくさん雪が降りまして、30 センチほど積もりました。交通事故もご
ざいますけれども、こちらのほうが羨ましいのですね、本当に雪も降らずに天気がよくて。日
本海側は大変で。 
 
（ビデオ放映） 
 「江名子バンドリ。これは昔の雨具の蓑のことです。ひと昔前までは、このバンドリは農作
業には欠かせないものでした。しかし、時の流れでこのバンドリも今は見ることができません。
この途絶えかけた江名子バンドリを保存・伝承しようと、平成 7年バンドリ保存会がつくられ
ました。このビデオはそのバンドリ作りを記録したものです。 
 「蓑着て笠着て鍬持って」と歌にまで歌われた蓑。ここ江名子では、この蓑のことをバンド
リと呼んできました。では貴重な文化財でもある江名子バンドリについてご紹介します。 
 江名子バンドリは江戸時代の初め、江名子の瀬戸ヶ洞に焼き窯を構えた陶工、加藤源十郎が
村人にバンドリ作りを伝授したのが始まりです。村人は加藤源十郎の功績を称えて、旧江戸街
道沿いの荏名神社の前に石碑を建てたのです。また、石碑の近くには加藤源十郎の墓があり、
今でもその墓を大切に守っています。 
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 バンドリという呼び名は、その姿形がムササビによく似ているところから、その名が付いた
といわれています。このバンドリは冬暖かく夏は涼しくて、農作業や山仕事などに大変適して
いました。 
 では、これからこのバンドリづくりをご紹介します。 
 初めに材料の調達からです。バンドリづくりに一番必要な材料は、ニゴと呼ばれる稲ワラの
穂先の部分です。良いニゴを採るには、稲穂の部分が長くて柔らかな稲が必要です。しかし現
在、一般に育てられている稲は、稲作の機械化に合わせて背の低い固い稲がほとんどなので、
ニゴ作りには適していません。そこで江名子バンドリ保存会では、ニゴ作りに適した昔ながら
の稲を探し出して栽培を始めました。現在栽培している稲は若葉 4号という品種で、ニゴ作り
には最も適しているといわれています。 
 桜の花が咲き始め、春本番です。苗床に蒔いたモミが芽を出し、すくすくと育っています。
きっと良い苗に育つでしょう。北アルプスの山肌に今年も雪形が現れる季節となりました。苗
も立派に育って、さあ、田植えです。田植えは今では田植え機で行いますが、良いワラをとる
ためには、苗を確実に田んぼに植え付け、稲が順調に育つようにと、昔ながらの手植えで行い
ます。誰からともなく懐かしいのんびりとした田植え歌が歌われて、のどかな田植え風景です。 
 昔、田植えの付き物に田植え餅がありました。この田植え餅とは田植えが始まると猫の手も
借りたいほど忙しくなるため、前もってきな粉餅やあんころ餅を作り、食事を準備する時間を
……」 
 
 せっかくおいしいところですが、まあ絵だけ見ていただいて、資料のほうに移りまして説明
します。 
 この江名子バンドリは雨具なのですけれども、これは現在使われていないわけです。しかし
ながらこの作り方そのものは、長持ちするように、3年くらいは使えるように、きちんとした
昔どおりの作り方で行っております。お手元にこういう資料があるかと思いますが、まず 1ペ
ージをご覧ください。 
 1 ページに写真がございますが、表と裏。これは表のほうですね。表はこんな感じで、そし
て裏はこういうふうにしてセパレートになっておりまして、2つ別々に織ります。繋げて着用
するときに便利なように繋がっておるのですが、作るときには別々に作ります。 
 そして 2 ページをご覧ください。加藤源十郎、これは窯を開いた人なのですが、源十郎焼き
というのが、現在はもう窯はないのですが、そういった作品が残っておるだけでございます。
その人が高山にこういう難しいバンドリの製作方法を伝えたということです。 
 4 番の江名子バンドリ作業及び行事日程というところがございますが、これは通常の水田の
耕作の仕方で、だいたいこの稲ワラの方はあります。ただ違うのは、その品種です。飛騨では
コシヒカリ、標高 650 メートルまではコシヒカリが作れます。それより標高が高いところは、
700 メートルくらいまではちょっと違う品種になりますけれども、このコシヒカリでは全然駄
目なのです。まだ短いと。それで若葉 4号という品種を作っております。これがある農家でず
っと昔からそれを作って、そして種があったということを聞き付けて、そういう若葉 4号とい
う長い長いワラを確保することができております。それと、除草剤は代掻きをしてから 1回だ
けやるようです。真ん中辺でまた除草剤をやらないと、稗などがたくさん出てくるのですが、
それをやらずに、除草剤はなしでやっております。 
 ここの日程の中で 6月、シナの木伐採とあります。普通の水田管理の間に、この 6月にシナ
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の木の伐採というのが入ってくるわけです。これは山からシナの木という、菩提樹の木なので
すが、それを伐採しまして、そして 6月ですと非常に樹液が多いときなものですから、そこで
皮を剥いで、そして冷たい水がある池のところに浸け込むわけです。それで 2カ月か 3カ月く
らい浸けっぱなしにして、そしてその樹皮のアクが抜けたところで樹皮を確保する。そういう
ような面倒な作業をしなければなりません。通常の水田の管理プラス、このシナの木伐採、そ
して樹皮の確保ということが出てまいります。 
 そして右下のほうにずっといきまして、稲刈りが 9月下旬に終わりますと、あとバンドリの
製作作業に入っていきます。11 月にはニゴ抜き。このニゴというのは、稲ワラがあって、そ
の穂があるほうのひと節分なのですね。稲ワラというのは節があるのですが、一番上のひと節
分、これをニゴといいます。それを抜き取る作業を始めるわけです。 
 次に 3 ページをご覧ください。3 ページはこのバンドリの実測図でございます。左のほう、
裏を見ていただきますと、裏の部分は約 80 センチで、丈は約 100 センチ。これは S、M、L
で言いますとＳサイズなんですね。一番小さいほうです。上の部分の編んであるヒモの数を数
えますと 11 本になります。ですから 11 本で編んでいくということです。こも板といいまし
て、そういう編む板があるのですが、そこにヒモをかけておいて、そしてこのワラのニゴの部
分ですね、ワラを置いて、そして編んでいく。11 本で編んでいくわけです。これがだいたい 5
尺寸法の方用。5尺といいますと、約 150 センチですね。江戸時代の方はだいたい 140 セン
チ台くらいですので、これで十分だということです。現代人にしますと、私がだいたい 165
ぐらいですので、これでは小さいわけです。それで、11 本で編んでいたのを 15 本で編みます
とＭくらいになる。そういう 15 本この縦糸がかけられる大きな「こも板」という編み機で、
無理すれば 15 本でＭが作れるということです。そして 6尺の方、180 センチですが、そうい
う大男用のものを作ろうとすると、18 本必要で、18 本縦糸を並べていく、そういったこも板
が必要だということです。現在はおおむね 11 本で、だいたいＳのものを作っております。特
注で、今年、15 本Ｍサイズ用のものを造っていただきましたけれども、現在でもそういった
大きさのものを作ろうと思えば作れるということでございます。 
 次、4 ページ。各部分の名称なのですが、図解にするとこうなるのですが、大編付とか大肩
とか、そして二番肩、三番肩、四番肩、五番肩、六番肩と背通、こんなふうな名称になってお
ります。下の部分は、ひも掛部分がチオとか、こういう名称になっております。編む回数なん
かもこんなふうに決まっておりまして、その編み板で編んでいくのですけれども、だいたい最
終的にはこんな形になるように、少しずつ加減をしながらこういう形にしていくわけです。普
通のムシロを編むのではないので、こういう形になるように工夫をしながら編んでいくという
ことです。 
 次の 5 ページをご覧ください。5ページはこの原材料です。（1）のワラ（ニゴ）は、ビデオ
で見ていただいたように、あのようにして若葉 4号を手で植えて、そして材料を確保いたしま
す。脱穀してモミだけは食用に回すわけですが、だいたい 1反当たり 7俵くらいしか採れない
のです。あまり採れないのですが。通常ですと 1反当たり 9俵から 10 俵、低いところですと
1反当たり 10 俵くらいはとれるのですけれども、この若葉 4号の場合は栄養分がワラのほう
に行ってしまって、実のほうにはあまり行かないので、反あたり 7俵です。 
 下のほうに写真がございますが、バンドリづくりの材料の写真が 2枚あります。写真の一番
左がニゴです。調整をして出来上ったニゴです。先ほど言いました、上のほうの穂の部分のひ
と節から引き抜くわけですが、引き抜いて、そしてひと節分ができますけど、そのひと節分の
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中でまだ葉っぱが付いていますから、その葉っぱ、ハカマと言うのですが、そのハカマを取る
作業をするわけです。そうすると、純粋な葉っぱなしのワラだけの丈夫な部分が残ります。こ
れがここに束ねてあるニゴになるわけです。途中、水に浸けておいてアク抜きをして、変色し
ないように、そしてまた色も漂白されてきれいな色になるように、そういった処置をして、完
成したものがこの写真です。そして真ん中がシナの木です。シナの木の樹皮。このシナの木と
いうのは丈夫なものですから、こういったシナの木で縄をなったり、あるいは肩の一番力の入
るところにこれを使ったりいたします。一番右の部分がシナのヒモ状にしていない部分です。
これをモサモサにしますと、真ん中のこの形になります。 
 右の写真ですが、縄類があります。縄はこのニゴでなったニゴ縄というのがございます。こ
れも丈夫です。普通の葉っぱの部分がある縄ですと切れてしまいますので、葉っぱを取り去っ
たもの、ニゴ部分だけで縄をないます。中ほどに麻縄の黒っぽいのがありますが、この染め方
もいろいろ技術がございまして、これは漆の葉っぱかクヌギの葉っぱを乾かして、1日鍋で煮
るんです。そしてそこへ鉄分の多い田んぼの土を入れて混ぜるのです。それに浸け込んで 1昼
夜置く。そうするとこういう黒っぽい、しかも藍色というか、少し青っぽいこういった色に染
まるようでございます。これは毎年作らなくても、ある程度作って溜めておけば 2、3 年分は
できるということです。麻はなかなか難しくて、麻の原材料を確保しようということで警察に
も届けたのですが、なかなか許可になりませんでして、こういうものを作りたいのだというこ
とで警察に相談に行ったこともあるのですが、そうしたら警察で怒って、そういう麻縄、麻の
こういった原材料を持って歩いてくれるなと。どこで栽培したか分からないようになるので持
ち歩いてくれるなということでございました。わりと厳しいものですが、今のところは確保は
されております。 
 この下のほうに、シナの木を伐採して、今から皮を剥くものがございます。こういった材の
皮を剥いて、それから冷たい水の出る池に浸け込むわけです。 
 次に 6 ページをご覧ください。6ページは加工です。 
 （1）原材料の加工で、Ａがワラ。先ほど言いましたとおりに、この写真は今ハカマを取っ
ているところです。葉っぱを取っているところです。そして下のほうの写真。このハサに掛け
てありますが、これがシナの木の樹皮です。一番外側は黒っぽい普通の木の皮なのですが、そ
ういうものは使わずに、中ほどのこういった白っぽい中皮を使います。こういうのを干します
と、ちょっと赤っぽい色に変色をするわけです。そうすると、バンドリを作るときに赤っぽい
こういったシナの木の色がちょうど混ざって、先ほど申し上げました麻縄の黒藍色に染まった、
そういう色合いが非常によくなるということで、こんなふうにして天日で干します。 
 次に 7 ページをご覧ください。（2）道具です。先ほど言いましたこも板、編むための板なの
ですが、それがこの写真にございます。刻みがあって、こういうところに縄を置くのですが、
こういったこも板で編んでいくということです。写真の左の中ほどにバンドリ石というのがご
ざいますが、このバンドリ石は巻き付けてあるのですけれど、その巻き付けてある縄が 1つ外
すととんとんと、少しずつ外れていくというものです。縄文時代の発掘をやられた方は分かる
と思いますが、石の重りというのがあります。4000 年前の遺跡なんかから出るのですが、石
の重りですね。石に輪っかを付けて 1つ縛っておくと、その輪っかを通してそのヒモをずっと
巻き付けておくと、1つ外すとポンと 1巻分が伸びてくる。そういう仕掛けがある石がありま
して、その石に 1つ輪っかを付けておく。そうすると少しずつ、どんどん乱暴に扱っても外れ
ずに、手で 1つ外すと 1巻分だけ伸びてくるという、そういう仕掛けのバンドリ石でございま
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す。 
 あとはニゴ抜き棒とか、ハカマ・葉っぱを取る道具がございます。道具としては本当に単純
でこのようなものでございます。編み手の色々な技術によって編んでいくより仕方がないわけ
です。道具としては簡単なものでございます。 
 その下の（3）編む。編み方は非常にややこしくて、結局この編み方が 1回習っただけでは
分からない。そしてまた、1年習えばできるかというと、またそれも 1年学んでもできんわけ
ですね。3年か 5年かかって、そしてここの部分だけマスターできると。10 年かかれば一人
立ちできるかと、そういう非常に技術的に難しいところがあるものですから、後継者育成とい
うのが非常に大きな悩みになっております。3年とか 10 年とか、本当に若い方、40 代、50
代の方がこのバンドリを編むところに来て、そして私は好きなのでちゃんとマスターしますと、
そういうふうにちゃんとおってくれるかどうか、そのへんが非常に難しいところでございます。
初心者講座をやって、年に 3回か 4回開いてやればいいかなということを思ってもいたのです
が、それだけではやはり編めないということで、そのへんが非常に悩みでございます。 
 次に 8 ページをご覧ください。着用した図がございますけれども、首折りとか、色々なこう
いう技術的な方法がございます。首折りというのは折り返していくわけですが。左の下の写真
は着用された、これが今日来ておられます会長の保木隆さんです。 
 9 ページをご覧ください。9ページに二十四日市と江名子バンドリということで写真があり
ますが、高山には二十四日市という大きい市があります。もともとは 12 月 24 日に、正月前
の暮れにこういった市がございました。近在の方々がいろいろこのバンドリとか、そして背桶
とか、あるいは草履とか、色々なものを作って、その 12 月 24 日に売って、そして正月用の
お金にしたわけです。そういう市があったのですが、旧暦の 12 月 24 日ですので、それが新
暦になりまして 1月ずれてしまったのです。実際にこういったものを作って売る 12 月 24 日
が 1 月 24 日になってしまったので、それで 1年ずれてしまったのです。ですから正月が済ん
でから二十四日市があるということで、そのへんが合わなくなっておりますが、実際の日にち
としては 1月 24 日が江戸時代で言う 12 月 24 日であるということです。 
 江名子バンドリは二十四日市で、去年まで売っておられました。今年は残念ながらなかなか
ちょっと売るものがございませんでしたので、参加することができなかったようですが、また
来年からは参加できるかなと思います。 
 そして最後のページ、10 ページをご覧ください。10 ページのＱ＆Ａの質問の 1 つ目です。
「バンドリを編むのにどれくらい時間がかかりますか？」、ここに「早い人で 1日半、普通で 2
日」と書いてございますが、現在はどうでしょうか、4日ぐらいかかるかなというところでご
ざいます。材質というか、織り方とか、編み方ですね、そこらへんの程度を落しておりません
ので、4日ぐらいかかって、2日から 4日くらいかかって丁寧に仕上げております。大正時代
ですと、かなり集落もたくさんございまして、記録によると 120 軒くらいの農家が 100 枚か
ら 200 枚くらい作っていた。売っていたのは三重県とか滋賀県とか、そして兵庫県、長野県、
愛知県、そういったところへ、岐阜県外のほうへも出していたようでございます。その人気の
秘密というのは、やはり丈夫であるということです。つまりかなり手間ひまをかけて、材料を
吟味して製作をしておりますので、その材料の良さが堅牢さに、丈夫さにつながっているとい
うことで評判が良かったようです。 
 その下の 11.便覧のところに、上江名子史跡保存会、そして江名子バンドリ保存会、この 2
つの保存会が書いてございます。このリーフレットは江名子バンドリのリーフレットなのです
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が、なぜその上江名子史跡保存会という名前があるかということなのですが、飛騨というとこ
ろは、特に高山は組織ということが重要でございます。組織をつくって、組織の中でその役員
の方が民主的にみんなに諮って決めて、ものごとを進めていく。継続のことは継続するのだと
いうことで決めておりますし、その年度のことはその年度で決めております。そのリードする
大将が誰かといいますと、現在は町内会長なのです。町内会長がすべての町内のことを決めた
り、そういった指導の力を持っておりますし、町内会長が責任をもってやるということです。
この江名子地区についても町内会というのがまず頭にありまして、その下にこの上江名子史跡
保存会というのがあるわけです。その下に江名子バンドリ保存会というのがございます。そう
いう関係で一応遠慮して上江名子史跡保存会というのを書いています。このことは傍から見る
と別にいいのではないかと、保存会をつくってただやればいいのではないかというふうに思う
のですけれども、そうではないのですね。昔、江戸時代に江名子というひとつの集落の中で盛
んであったバンドリ、そういったものはやはり町内のものであると。そういうところへ戻して
いかないと。保存会のメンバー十数人だけで好きなようにやっているとは保存会の方々も思わ
れたくないのですね。町内の中でのそういった市民権を得たいなということでございます。行
政のほうもそれに大賛成でございまして、ぜひ町内会長も含めて一緒にやってもらいたいと思
います。 
 十数年前だとなかなかうまいこといきませんでしたが、この頃何とか町内会のほうも一緒に
認識していただけるようになっております。やはり新年会とかそういうときに町内会長も呼ぶ
そうでございます。それで呼ばないと、町内のほうではあれは好きな人だけがやっておるので、
勝手にやっていればいいのだと、そういう話になるわけです。そういった工夫もしております。 
 そのほか、この江名子バンドリ保存会の活動でございますが、原材料確保ということが非常
に大変なのです。杉の木とか植林している木はありますが、シナの木を確保するのには、今な
かなか雑木林というのがないものですから、飛騨中のあちこち知り合いを頼って、シナの木の
あるところをお願いして、そして伐採をしてくるという状況でございます。見当をつけておる
ところがまだありますので、当面はいいようでございますが、今後はそういうシナの木を確保
するにはどうすればいいのかと、将来的には問題になってくると思います。 
 そして、若葉 4号とかこのワラについては、何とか保存会のほうの活動の中で確保されてお
ります。編み手のほうはだんだん高齢化が進んでおりまして、これもなかなか厳しい状況でご
ざいますが、どうすればいいのかと。なかなか後継者が入ってこられない、そういう問題がご
ざいます。3年も 10 年もかかるのなら、なかなかそばに付いていても邪魔にされたり、ベテ
ランの人はどんどんやっていくし、肩身の狭い思いをするのかもしれませんし、そのあたりが
非常に難しいところでございます。しかしながら、後継者がいないので、今後は消えていくの
かと、そういうわけにはいきませんでして、国の文化財に指定をしていただきましたし、これ
はどのようにしてでもやらねばいかんというふうに思っております。 
 先ほど申しましたが、高山市は合併しまして、ものすごく広くなってしまいました。もとも
と高山市の文化財の件数は二百数十件だったのですが、現在 935 件です。935 件の文化財件数
になりまして、見たことのない文化財がたくさんございます。高山地域の文化財は、私は文化
財に 30 年おりまして、だいたい全部見ました。だいたいどこにあるか、どういう状況なのか
全部つかんでいたのですが、いっぺんに 935 件になったら、ほとんど見たことがございません。
そして合併した町村は支所がございます。支所の職員に聞いても、そういう文化財がどこにあ
るのか分からんとか、そういう寂しい状況でございます。美術工芸品ですと、どこかの納屋の
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上のほうに段ボールに入れてワラと一緒に置いてあったりと、非常に寂しい状況がございます。 
 それで、江名子バンドリとは関係ないのですけども、そういった 935 件の文化財を今後どう
するのかということで、今年から 2カ年にわたって歴史文化基本構想というのを立ち上げてお
ります。それを、先ほど服部さんもおっしゃいましたけれど、文化財の今後について、5年ぐ
らいの計画ではやはり文化財は語れんので、県の歴史文化基本構想の中ではだいたい 5年、10
年、50 年、100 年くらいで考えようかなということで、そういう構想を今つくっております。
この江名子バンドリについても、行政側の考えですけれど、こういった無形の民俗技術をトッ
プに置いて、そしてそのほか、各町村では色々なヒノキ笠を作る技術とか、あるいはショウケ
イを作る技術とか、そういったもので無指定のものがございます。そういったものを再編成し
て、いろいろテコ入れができないかと、そういった構想に今向かっておる最中でございます。
そういった無形民俗のほうの連合会といいましょうか、そういう保存団体だけで連合会をつく
りますと、励まし合っていただいてできるのではないかなと、そういう構想も持っています。 
 高山は城下町、高山の町並みということで有名になっておりますが、長浜の例がございまし
たが、高山にも屋台の屋台組というのがあるわけです。その屋台組の中で町並み保存会という
のをつくって、その中で連合会をつくっております。お互いに屋台のことについても町並みの
ことについても、いろいろ競い合いながら、全体として町並み全体を守っていこうじゃないか
と、そういう結束、そして結集力になっておるわけです。それが行政を動かしております。 
 世界遺産のほうも、高山は町並みと屋台ということで提案をいたしました。しかしながら、
カテゴリー2ということで、祭りというのは無形のものだ、世界遺産の定義の中には入りませ
んからということで、残念ながらいいところには全然いっていないのですけど、しかしながら、
話がそれて申し訳ないのですが、こういった無形のものと有形のものとはやはり一体のもので
あると。今日来ていただいている江名子バンドリの保木さんについても、色々な集落の農村景
観も含めて、そしてこういったバンドリを作る技術、無形のもの、それを地元としてはそうい
う区別をしておりませんので、そういう意味で行政のほうも進めていきたいなというふうに思
っております。 
 江名子バンドリについてはなかなか材料確保から製作技術のちょっと高度なところがござ
いまして、今一番の悩みが後継者をどうするかというところにございます。以上で私の前ぶれ
の話は終わりまして、あと、せっかく保存会長の保木さんに来ていただいておりますので、何
かお聞きになりたいこと、質問をしていただいて、保木さんが答えるような形にできればとい
うふうに思いますので、後は俵木さんのほうによろしくお願いします。 
 
司会 ありがとうございました。今ご紹介いただきましたけれども、今回保存会長の保木さん
にもいらしていただいておりますので、田中さんから保木さんに皆様から何かご質問があれば
お答えしていただけるというのでご紹介をいただいておりますので、もちろん今の高山市の田
中さんへのご質問でも結構ですし、あるいは実際に伝承に関わっておられる保木さんに対して
でも結構ですので、皆様のほうから何かご質問があれば挙手をしてお聞きになられてください。
どうぞよろしくお願いします。 
 
宮田繁幸（東京文化財研究所無形文化遺産部長） 無形文化遺産部の宮田でございます。非常
に興味深くお話を伺いました。田中さんか保木さんかどちらでも結構なのですが、先ほど高山
の市で販売なさることもあると伺いましたけれども、現在の販売価格を御教えいただきたいの
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が 1点。それから、特にこれは作られる保存会の保木さんにお伺いしたいのですが、その価格
が 1年間を通した苦労に見合うものであるとお考えになっているかどうか。 
 どうしてこういうことを聞くかといいますと、基本的にこの生産技術が非常に厳しい状況に
なったのは、まずそれが実際の実用品としての現在の社会の中で需要が失われたということが
あると思うのです。新たにそういう工芸品といいますか、装飾品として現在売られていると思
うのですけれども、そういうものの価格とそれから労力、それがもし非常に釣り合うものであ
れば、今後はそういった工芸品といいますか、装飾品としての需要が見込めるという形で続い
ていく基礎になるのかなと思って、そういう趣旨の質問でございます。 
 
保木隆（江名子バンドリ保存会代表） なかなか難しくて、返答ができんと思いますけれど、
今現在のところは値段としては 2万円くらいです。金に換算すると、なかなか手間ひまのかか
るバンドリというもので、やはりそれ以上に高くすると二十四日市のときにお客さんがただ見
ていくだけということで、そういうこともありまして、会員の方々と一緒に相談はしておりま
す。そんなところなのですが、よろしいですか。 
 
司会 ほかに何かございますか。 
 
菊池健策（文化庁文化財部伝統文化課民俗文化財部門） 文化庁の菊池です。非常に聞きづら
いのですけれどあえてお伺いしますと、いま若葉 4号を栽培しているということでしたけれど
も、1年にどれくらいの面積に作付けをしているのか、どのくらいの面積に栽培しているのか。
それから、そこから収穫できるワラで、江名子バンドリがいったい何着ぐらい作れるものなの
かというのを教えていただければと思います。 
 
保木 若葉 4 号という品種で、米の生産者にはなかなか作ってはもらえないので、自分たちの
田んぼで現在 1反 5 畝です。その中でだいたい 10 枚ですね。それ以上はちょっと無理。それ
でまた、その 1反 5 畝の田んぼはやはり手間もかかります。そういうことで、一番の悩みは後
継者の悩みとそういったことです。 
 
菊池 どうもありがとうございます。その田はどなたかの所有なのでしょうか。それとも保存
会が持っているものでしょうか。 
 
保木 私の田んぼです。 
 
菊池 分かりました。どうもありがとうございます。 
 
司会 会長さん個人の田んぼですね。 
 
保木 それでだいたい 6俵から 7俵の米で生活をしておるわけでございます。 
 
司会 せっかくですから質問を継がせていただきますと、もし会長さんはご自身が会長でなく
なられたとしても、その田んぼはバンドリの稲を育てるために使ってもらうつもりですか。 
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保木 つもりはそういうつもりでおります。 
 
司会 分かりました。ありがとうございます。ほかに何かございますか。 
 
香川義美（株式会社テレビ神奈川営業局） 香川です、よろしくお願いします。ここに陶工の
加藤源十郎が伝えたといわれていますが、加藤源十郎はどこから伝えたのか、そのルーツとい
うものがお分かりになったら教えてください。ここに伝わる前にどこからこちらに来たのかと
いうことです。 
 
田中 加藤源十郎はたぶん美濃の陶工だと思いますので、現在の土岐、多治見あたりではない
かなというふうに思います。加藤源十郎は実際どこなのかという、そこまではちょっと調べた
ことがございません。 
 
司会 ちなみにこれは江名子のバンドリということで、江名子というのは 1つの集落の名前に
なりますでしょうけれども、この近辺で同じようなものを作られているところというのは現在
ないわけでしょうか。 
 
保木 今のところはありません。 
 
司会 そうですか。そうするとやはり江名子だけで見られるものであると。それは例えば、高
山市のほうではそういったものがかつてどういう分布状況にあったかとか、そういうことをお
調べになったりしたことはないのですか。 
 
田中 一応江名子の特産物ということで、門外不出という扱いになっておりました。その技術
を、嫁に出してもその技術は絶対に教えるなということがございました。江名子のほうではこ
のバンドリを作っておりましたので結構潤ったということです。それが今、現在後継者育成の
こととも絡みまして、全市的にそういったやりたい人を集めてやれば、ということにならない
わけです。やはり江名子特有のものですので、やはり江名子のほうで何とか後継者をつくって
いただいて、江名子のものとしてやってもらわないかんかなという事情がございます。現在の
ところはそういうことです。今後どういうふうになるのかはちょっと分かりませんが、そこら
へんちょっと会長さん、しゃべってください。 
 
司会 後継者をつくるということと江名子のものとして守るということの、会長さんご自身の
ご意見としては。 
 
保木 私は当年 74 歳になるのですが、ほかの会員の方もやはり 70 代で。若い人たちが目を
向けてくれん現状では、生活がかかってくるもので、そこでいろいろ思いがあるのですけど、
そこはもう何とも言えません。 
 
司会 当面は江名子の保存会で頑張っていかれると。 
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保木 そうですね、棺桶に入るまでは頑張りたいと思っております。 
 
司会 分かりました。こういったことはなかなか難しくて、特に民俗の場合は必ず出てきます
ね。その地域の中で受け継ぐのはもちろん理想的ではあるのだけれども、現代のこういった状
況の中で、特に過疎化が進むような地域で、このようなものを伝承していくというときには、
その地域というものをどういうふうに考えるのか、その中で文化というものを完結させたもの
としてとらえていくのか、それともやむを得ずというところもありますし、あるいは積極的に
外に開いたものにしていくということもあり得るのかという。なかなか簡単には結論がつけら
れませんけれども、江名子の場合は門外不出というのはすごいですね。そういった伝統があり
ますでしょうから、できるだけその伝統が守れるように頑張っていただければと思います。 
 これからまだ少し討議の時間がありますので、もし皆さんほかにもご質問があるようでした
らそちらのほうでお願いいたします。とりあえずこちらのご報告はこれで締めさせていただき
ます。保木さん、田中さん、どうもありがとうございました。 



総合討議 

49 

総合討議 
 
 
 
 
 
コーディネーター 俵木悟（東京文化財研究所無形文化遺産部） これから総合討議を始める
に当たりまして、本日ご報告をいただきました皆様、それからコメンテーターの方をお二方お
招きしております。その方々に大変申し訳ありませんが壇上に上がっていただきたいと思いま
す。服部さん、石井さん、橋本さん、田中さん、保木さん、お願いします。それから、コメン
テーターとして今回は國學院大學文学部日本文学科教授の小川直之先生、それから文化庁文化
財部伝統文化課民俗文化財部門の調査官の前田俊一郎様にお越しいただいております。合わせ
て壇上にお上がりいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 
 それでは総合討議の時間を始めさせていただきたいと思います。 
 まず初めに、本日お招きいたしましたコメンテーターお二方から本日のご報告 4件をお聞き
いただきましての感想、それからご意見等ございましたらぜひよろしくお願いしたいと思いま
す。そうしましたら、まず小川先生からお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたしま
す。 
 
小川直之（國學院大學文学部日本文学科教授） 小川でございます。私は今大学におりますけ
れども、前は神奈川県の平塚市博物館に長く勤めておりまして、全く文化財保護と関係ないわ
けではありませんので、今日のそれぞれの発表を聞いていて、皆さんよくやっていらっしゃる
なというのが大きな感想です。うまくいっている事例が報告されたのだろうと思いますが、現
実に今日のような内容まで持っていくためには、人に言えないようなご苦労もたくさんあった
のだろうと思いますし、またそれぞれの地域事情もありますから、そんな簡単なことではない
と思います。今日フロアに来ていらっしゃる方々も多くはそういう文化財保護の現場にいらっ
しゃる方が多いわけですから、色々な事情はよくお分かりになると思います。今日のご発表の
ようなところに持っていくというのはそんなに簡単なことではなく、人的にも資金的にもそこ
をどうクリアしていくのかとなりますと、やはり組織の中で仕事をしていくのはかなり大変だ
ろうと思います。あまり具体的な苦労話はされなかったのですけれども、お話の端々からご苦
労があるのだろうなということを思ったような次第であります。 
 今日のような問題、特に無形民俗文化財は人が支えているものですから、今日のバンドリの
話にもありましたように、後継者をどうするのかというのは、どこに行っても重要な問題で、
特にまた民俗技術の後継者問題というのは、非常に切実な切迫した問題としてあると思います。
私も博物館にいるときに、勤めていた市には船大工が 3人いたのですが、現役で動いているの
は 1人だけでした。川舟を造っていたのですけれど、この人が亡くなったらどうするのだろう
かと、海外の事情もいろいろ調べたり、市の嘱託の職員にして技術を継承してもらうようなこ
とも考えなければいけないのではないかとか、部内で色々な議論をした覚えがございます。こ
のへんは公と私といいましょうか、官と民との問題というのが大きく横たわっていることは確
かでして、そこのところを、民を公がどのようにバックアップするか、あるいはコーディネー
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トしていくのかというのは、やはり簡単なことではない。そしてそれぞれ地域事情があります
から、一律的にこうしなければいけないという議論では済まないだろうと思います。 
 今日コメントをしておきたいことが、2つございます。1つは、文化財保護というのはいっ
たい何のためにするのかということです。アプリオリに文化財が大事なのではなくて、なぜ文
化財というものが後世に受け継がれなければならないのか、何の目的なのかということは、常
に様々な文化財に関わる議論をするときに頭に置いておかなければならない。無前提に大事だ
というわけにはいかないわけです。法律があるから大事なんだ、無前提に大事なんだというこ
とではなくて、やはり何のために大事なのかということがまず大きな問題だろうと思います。 
 私がどう考えているかといいますと、その地域の文化創造といいましょうか、それぞれの地
域社会における文化創造力というものをどうやって継承発展させていくのか。そのときに文化
財指定が非常に大きな意味を持つのだ、というのが私の考え方であります。ですからアプリオ
リに文化財保護ということではなくて、やはりそれは地域の文化創造力を高めていく、将来も
っと豊かな文化の創造性を地域社会の中につくっていくのだということが、まず大きなことと
してあるわけです。 
 そのときに重要となる考え方は「地域」ということだと思います。今日のご発表はそれぞれ
の地域社会における代表的な文化を紹介してくださったというように理解ができます。代表的
な、という言葉はいろいろ議論が必要なところだと思うのですけれども、例えば京都市の村上
さんが来ていますが、海外で例えば京都というと通用するでしょう。日本と言わずに京都と言
ったら、例えばアメリカ社会でもイギリスでもフランスでもドイツでも、あるいは中国でも通
用するかもしれない。このことが何を意味しているのかということです。 
 服部さんが発表の中で言いましたが、ローカリティーというのが実はグローバル社会におい
ては極めて重要な意味を持つ。それは国家の枠組ということではなくて、例えば高山という文
化をアメリカの人たちが知っているとか、おそらく京都という例をとってみれば、それは不可
能なことではないわけです。長浜というのもそうだと思います。ですから地域社会という問題
は、ローカルな、何かに閉じこもった社会のことではなくて、もはやグローバルなところで地
域がどう勝負していくのかという視点を持つべきだと思います。ただ、日本の場合は、アイヌ
と琉球文化はちょっと別枠ですが、これを除きますと極めて同質的な性格を持っていますので、
今の議論というのはなかなか分かりにくいわけです。京都のようなところというのは、ある歴
史伝統を持っていますから非常に分かりやすいのですが。しかし、多民族国家ということを考
えていった場合、例えばお隣の中国は 57 の少数民族がありまして、中国の文化を語るときに、
「中国」という議論ではもう通用しないわけです。ここ何年かトン族の村へフィールドワーク
に出かけていて、中国では大変高い文化財保護の意識が、貴州省という経済的にも弱い地域で
あっても重要なものになっています。貴州省の貴州民族学院の大学院生も、今文化財の保護と
いうことに一番関心があるという実態を持っています。ですから、例えば少数民族国家のよう
なところは非常に分かりやすくて、国家を超えて、例えばトン族の文化とかミャオ族の文化、
しかもトンにしても南部トンと北部トンとは性格が違いますから、やはりそのレベルまで議論
が出てきています。ちょうど今年の 9月に行っていたときには、中国政府が無形文化遺産にト
ン族の文化を申請しようということで、いつもフィールドワークに一緒に行っている向こうの
先生はずっと中国政府に呼ばれていて、最後に空港で会っただけでした。1つの大きな問題と
いうのは今いいました「地域」です。日本ということを考えた場合、琉球とアイヌはそれで独
自性を持っていますから別にして、それ以外のところというのは、なかなかローカリティーで
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何かを出していくというのは、日本国民はピンとこないのかもしれません。だけど今日の話を
聞いていますと、やはり地域というのが非常に大きな意味を持っているのがわかります。やは
り、文化財の保護をしていくということは、いかに私たちが豊かな地域文化を語ることができ
るのかというのが第一なのではないかと思います。民俗文化財の場合は特にそういう性格が強
いということです。列島の中のそれぞれの地域で伝承されている文化、そこに重要な意味を見
つけて、国も指定をするし、都道府県もしていく、市町村もそういう思想でやはり指定をして
いくべきことなのだろうと思います。 
 ここではもっと様々な問題を議論しなければならないわけですが、今日は私はコメンテータ
ーとして大枠の話だけしか時間的にできません。まず、これと関連する問題は、知的財産法で
す。これをどういうふうに地域社会の中で文化財とからめて文化創造につなげていくのかとい
うことは、議論しなければなりません。具体的に商標登録や意匠登録していくというのは始ま
っていますので、ここをどういうふうに考えていくのか。議論が文化財レベルでは進まないと
ころですけれども、極めて重要な、今後の大きな問題の 1つだろうと思います。 
 2 点目は、民俗文化財の指定ということを考えてみると、今までどのような思想で文化財指
定をやってきたのかを考え直しますと、一言で言うとアルカイックなもの、アルカイズムがや
っぱり基底になっているといえます。つまり古風なものということです。柳田國男が初期の文
化財保護法に関わっているわけです。柳田國男とか折口信夫とか、そういう人たちが文化財行
政の最初のところで関わっているわけですけれども、古風なものがやはり文化財として相応し
いのだ、というような思想が根底に流れているわけです。 
 ところが、無形文化財とモノ、そしてその継承ということを考えた場合、アルカイズムとい
う思想だけで文化財保護ということが成り立つかどうか。特に継承といった場合にはです。古
風なものだから大事なのだというような説明で今まできたわけですけれども、おそらくそれで
は守りきれないのではなかろうかと思います。 
 そのことを非常によく示してくれたのが、石井さんの発表です。回り舞台。つまり、ある歴
史的な深度を持ったものは、文化財は文化財として、それは 1つのモデルとして、あるいは規
範として置いておいて、舞台を造りかえていく、新たなものを創造していくというような活動
が一方で行われているわけです。当然ながらここには古風ということだけではなくて、新たな
もの、現代のもの、例えば非常に物理的なといいましょうか、現実的に現代人の背の高さに合
うようなものにしていくことが行われています。これは当然ながら古風なものではないわけで
して、現代的なものとしてそれを造りかえていくということですけれども、これをやることに
よって伝承力が生まれてきている。確実に伝承力がそこに発生してきているわけです。綿を作
って綿を紡いで、機織りをやったかどうか分かりませんけども。機織りは大変ですからね。糸
取りも大変ですから、そんなに簡単に木綿から糸はとれませんので、そこはいろいろ大変なこ
とだと思います。 
 このことは、バンドリの例にも今後大きくのしかかってくる問題だろうと思います。非常に
固定的な技術と固定的な形のものを受け継いでいくということなわけですが、一方では田んぼ
を作って稲を作って、あるいはお話にありましたように、シナの木をどうするかという問題が
現実的に出てきているわけです。ここでは当然ながら、アルカイックなものだから大事なのだ
という発想だけでは、バンドリの技術、あるいはその文化を継承して将来に伝えていくことは
できないということを示しています。 
 ですから、規範と応用と言ったらちょっと言葉は適切ではないかもしれませんけれども、地
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域文化を考えていくときに 1つの規範とすべきものは、例えば歴史的な深度を持ったもの、そ
れはそれで守るべきものとして必要なことだと思いますが、それだけではもうどうにもならな
くなってきているのではないかということです。このことが何を意味しているかといえば、例
えばバンドリですと、苗を作って田植えをして、田植えをしているところでは田植え歌が伝承
されて、そして食文化、田植えのときの食事が映像で映されていて、結局バンドリ技術の継承
というのは、田植え歌と食文化、田んぼを作るということとからみ合わせて、そういうものが
一体化しないと、おそらくこの技術は継承していくことができないということがわかります。 
 回り舞台のほうも明らかなことでして、あそこで演ずることができるというところに意味が
あるわけです。そして茨城大学の大学生が関わってくれるということは大変いいことだと思い
ますが、今言ったようなことを非常に強く感じました。 
 それでどうするのかということですけれど、やはり今までの文化財保護法の枠、つまりカテ
ゴリーではもう対応しきれないというのがはっきりとしているのではないでしょうか。法改正
というか、法をもう一度、文化財保護法の中のカテゴリーをどうやって組み換えていくのかと
いうことを、具体的に考えられていかなければならないのではなかろうかと思います。つまり、
点として文化財が存在している、民俗技術もそうだし、有形民俗文化財もそうだし、すべて点
として捉えていました。だから、点をつなげていかなければならないということが、今日の話
の中では明確になったというのが私の感想です。 
 期待すべきなのは何かといいますと、やはりあるエリアの保全ということなのだと思います。
つまり点としてではなくて、複数の文化財あるいは関連文化財といいましょうか、そういうも
のをつないでいって一体化させていくということ。だから、これは有形文化財でこれは行事で
これが民俗技術だというのは、それはそれでカテゴリーとしてあるかもしれませんが、そのカ
テゴリーはあくまでも目安であって、やはりそういうものをいかにつないでいくかということ
が、これから重要な意味を持ってくるのではないかなということです。 
 略称ですけれど、歴史まちづくり法に関連して、文化財総合調査のモデル事業が全国 20 地
点で動いていますけれど、こういう新たな文化財調査、そして関連文化財ということを重視し
て、文化財の捉え直しが今全国的に進んでいて、こういうところで点としての文化財が横にど
うやって連結できるのだろうかということだと思います。 
 学ぶべき前例はないのかと言いますと、これはあります。例えばそれは何かといえば、いわ
ゆるグラウンドワークです。国土計画をどうしていくのかといったときに、全国各地でグラウ
ンドワークが動いておりまして、例えばこの一番近くだと三島の源兵衛川もその保全と活用と
いうことで、地域社会の人たちが源兵衛川という川の自然を取り戻す。きれいにしていくわけ
です。その活動の中でひとつの新しい、私は「水縁」、水の縁と言っていますけども、水の縁
による、新しい共同体ができてくるわけです。つまり、江戸時代からの、ひとつの共同体によ
って文化財の保全保護がなされて、継承されるのではなくて、例えばグランドワークの活動の
ようなものを見ていくと、中核になるものがあるわけです。ですからそれは川ですとか、湖で
すとか、あるいは用水路ですとか、色々なものがあっていいわけです。そういうものの中核に
文化財を置いて、新しい地域の共同体をつくっていくというような活動ができると、少し将来
が見えてくるのかなと思います。後継者問題もそういうところで考えられてくるのかなという
ことです。 
 ですから、文化財と言ったときに、あまりにも今までは江戸時代の村単位で物事を考えてき
ましたから、どうしてもそこに現代社会と合わないところが出てくるわけです。学ぶべきとこ
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ろは、歴史まちづくり法をどういうふうに展開していくのかというのが可能性をもっているわ
けですけれども、その中でヒントとなるのは、現在行われているグラウンドワークの活動です。
金沢の辰巳用水ですとか、三島の源兵衛川です。これは文部科学省の所管の活動ではないので
すが、そこが将来的には大きな意味をもっていくのかなというふうに思います。 
 もちろん、そういうものに携わっている人たちが、地域社会の中で新たな地域社会の再編成
というものを考えていくということが必要になっていきますけれども、やはりそうすることに
よって地域の文化創造力を高めていく。つまり、地域の文化創造力を高めていくときに、伝承
力というものを無視できないだろうということです。伝承の力ということでございます。まだ
まだ具体的には色々な難しい問題がたくさんあるわけですけれども、大枠では私のコメントは
以上の 2つだけ挙げさせていただきました。 
 
コーディネーター ありがとうございます。そうしましたら、続きまして文化庁民の俗文化財
部門調査官の前田さんのほうからコメントを頂戴したいと思います。 
 
前田俊一郎（文化庁伝統文化課民俗文化財部門調査官） 文化庁伝統文化課の調査官の前田と
申します。よろしくお願いします。 
 民俗文化財部門では 3 人の調査官で仕事をしております。私は真ん中に座っておりまして、
実は主任も今日このフロアに来ているので大変やりづらいのですが、コメンテーターを引き受
けさせていただきます。 
 今小川先生のほうから、大枠については非常に重要なお話があったわけですが、今日のテー
マである、無形文化財に関わるモノの保護ということで少し全体的な感想を述べさせていただ
きます。 
 無形の民俗文化財の伝承といいますと、どちらかと言うとこれまではモノではなくて、伝承
に携わる人のほうに目が向けられがちであった、ということがあると思います。人の問題です。
今日ご発表のありましたバンドリでも後継者の問題ということがあります。私は、実はこのバ
ンドリの指定を担当したのですが、高齢化が進んできている中で、皆さん一生懸命に伝承に取
り組んでいる、今後も伝承を何とか頑張ってやっていけるのだろうということで指定にもって
いきました。 
 このように無形の民俗文化財につきましては、どうしても後継者の問題、担い手の問題に目
が向けられがちだったのですが、今回のテーマはモノを中心に考えるということで、無形の部
分の中の有形の部分、そこからまた無形のものを見直していくという、非常に有意義な研究協
議会ではなかったかなと思っております。 
 それから先ほど小川先生のほうから、広く面で、これまでは点として捉えてきたもの面で考
えるべきだというお話がありました。最近、皆さんもご存じのとおり、文化財の総合的な把握
ということが言われてきております。これは建造物ですとか美術工芸品ですとか、民俗文化財
など、分野ごとに保護が行われてきた、そういうものを組み合わせて面的に保護をしていこう
という、そういう試みであります。 
 そして今事業が動いているわけですが、実は民俗文化財については、比較的文化財保護の草
創期から、かなり広い視野、と言っていいかどうか分からないのですが、有形と無形の両面か
ら保護を進めてきた唯一の文化財です。これは実は我々文化庁の中でもあまり知られていない
というのがありまして、唯一民俗文化財だけが、有形と無形の両面から、昭和 20 年代から保
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護を進めてきております。それはなぜかと言いますと、今日のご発表にも表れていたように、
民俗文化財の伝承にとっては有形と無形が一体である、切り離せないという保護の理念がある
からです。そうした意味からも、民俗文化財の伝承を考える上で有形と無形を両面から考えて
いく、そういうことをあらためて考えさせられた研究協議会ではなかったかなと思っておりま
す。 
 これが全体的な感想なのです。個々の発表者に関するコメントをここでお話していいですか。
あまり時間がないので質問も含めたコメントをしたいと思います。 
 まず服部さんの発表なのですが、年中行事の中のツクリモノということで、大変興味深く拝
聴させていただきました。冒頭で、民俗技術については生産関係を中心に行ってきているとい
うようなことがありまして、やや視野が狭いのではないかという指摘というか批判があったか
と思います。民俗技術については平成 17 年度から指定を始めておりまして、人々の生活に直
接関わるような生産生業、あるいは衣食住の分野を中心に指定、選択を行ってきております。
制度の施行から今年で 4 年目を迎え、3 回指定を行っておりまして 4 年目に入るわけですが、
徐々に範囲を広げながら、こういう年中行事の分野のものや祭りに関わるような、そういう民
俗技術についても指定を検討していきたいと考えております。 
 それからいくつかあるのですが、あと 1 点だけ。風流系のツクリモノの話がございました。
飾り物。私もこういうお祭りが好きなので、大変興味深く写真等を見させていただいたのです
が、基本的に風流系の祭りというのは、毎年作り替える、そのときの世相に取材したものを作
ることに大きな意味があると思います。毎年作り替えるようなものについて、その技術のどの
部分をどのように評価していくのかということについて、俵木さんからも最初に同様の質問が
あったかと思うのですが、もし補足的に何か考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 
 次に石井さんの発表ですが、これは先ほど小川先生がおっしゃったように、私も時代に合わ
せてモノをつくり替えていくということが非常に大切だと思いました。お配りいただいた写真
の中に、確かフスマ部分ですね、顔が隠れてしまっている若者の写真があったかと思います。
あの写真が、無形の中の有形部分をどう考えていくのかということに関して、非常に象徴的な
資料であるなと思いました。 
 これはほかの農村舞台の話なのですが、やはり今皆さん若者が背が高くなって体格がよくな
ってきているので、衣裳ですとか、大道具とか使えないわけですね。従来通りにいかない。そ
してつくり替えたいという要望があります。有形の指定がかかっているものはいいのですが、
無形の中の非常に現役性が強いものについては、実用性を重んじた、使い勝手を重んじた修理
新調ということが考えられると思います。これは保存と活用にどう折り合いをつけるかという
ような大きな問題にもつながってくると思いますので、この石井さんの発表に関しては、時代
とともにものを新しくつくっていく、必ずしも昔の形に拘泥しない、この辺は十分議論しなけ
ればいけないところだと思うのですが、そのあたりに無形部分の中の有形部分をどう考えてい
くのかについてのヒントがあるのではないかと感じました。 
 それから 3番目のご発表の橋本さんの長浜曳山祭です。無形の文化財の分野の中では祭礼が
非常に大きな位置を占めておりまして、その祭礼の中でも山・鉾・屋台というのは非常に大き
な構造物で、修理も大変ですしお金もかかります。我々も修理事業でかなりの部分をこの山・
鉾・屋台の補助に当てています。長浜に関しましては、祭りは国の指定になっておりまして、
曳山は県指定になっており、そして曳山の修理技術は選定保存技術ということで非常にうまい
仕組みをつくっていただいております。曳山の保護に関しては、先進的というか、成功例であ
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るなというふうに思って聞いておりました。 
 それから最後の田中さん・保木さんのバンドリですが、これも後継者をどうするのかという
悩みを繰り返しおっしゃっておられました。後継者の問題については、非常にご苦労があると
思いますが、原材料の栽培から取り組んでいらっしゃるということで、非常に先進的な取り組
みをなさっている地域であるなと思います。 
 あとひとつだけ感想なのですが、技術の伝承ということで、今我々文化庁でもかなり悩みな
がらというか、模索しながら指定、選択を進めているという現状でございます。いくつかの課
題があるのですが、このバンドリの映像資料を見せていただきながら改めて感じたのは、原材
料の確保という問題はもちろん不可欠なのですが、材料を切って揃えるとか、例えばバンドリ
でいいますとニゴ抜きという手間のかかる工程があります。写真でもございましたように、け
っこう大きな稲の束があるのですが、ニゴを取るとこんなに小さくなってしまうんですね。非
常に少ない量になってしまう。これだけでもかなりの重労働になります。それからシナの木の
内皮を剥ぐ工程があります。これも半年以上水に浸け込んだり、外で寒気にさらしたりと、非
常に手間がかかります。技術の伝承を考えた場合、製作の工程面だけにどうしても目がいくの
ですが、原材料を栽培してそれを加工して、作る直前の段階まで材料の準備をするということ
は非常に時間がかかるわけです。技術の伝承というのは、どうしてもその材料が揃っていて、
それを編んだり組んだりするなど、作るところにどうしても目が向けられがちで、その前段階
の原材料の確保と製作の間にある材料の用意という部分はけっこう重要なのですが、見落とさ
れがちなのです。そういう一連の技術の流れを踏まえて保護をしていかないといけないなとい
うことを、あらためて今日、バンドリの報告を伺いながら感じました。 
 私のほうからは以上でございます。 
 
コーディネーター ありがとうございます。そうしましたら、ここから質問に答えていただく
というコーナーにしようと思ったわけですが、早速、前田さんのほうからいくつかそれぞれの
ご報告者の方に質問がありましたので、簡潔にお願いしたいのですが、順にお答えいただけた
らと思います。ではまず服部さんへの質問に対して。 
 
服部 はじめに、今日私の発表は精神文化の部分ということでお話したと思うのですけれども、
飾るということに関しての精神文化というものが表出しているケースにどんなものがあるか
ということを民俗で捉えられないか、というのが今日の発表だったのですが、具体的にツクリ
モノの技術の評価といった場合に、一番はやはり今日話題になっているように、伝承されてき
たものでツクリモノの技術も伝承されて、そしてさらに向上していくというところに評価があ
るのではないのかと思うのですが、例えば地域の中に大工さんがいる場合、かなりそのツクリ
モノが大型化していくという傾向はあります。今日、「ひょうたんからこま」というのを見て
いただいたのですが、あれはただ陶器を積み上げているだけではなくて、実は後ろに木で組ん
だ土台があって、そこに竹を細く切りまして、下地作りをしてから、その上に和紙のようなも
のを貼ってハリボテを作って、そこに陶器を貼っていくということがあります。それを組み立
てられるのはやはり大工さんがその町内にいるからだということで、まさに町内力を結集して
いるということになるのですが、そういう技術はその町内では順番に伝承されていっています。
ですから、一度そういうものが固定化してしまいますと、ずっとその町内が優勝してしまうと
いうこともあるので、ほかの町内が面白くないというようなこともあるのですが。あと瓦に関
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しても、瓦職人さんがいるからやり始めたということも聞いていますし、そういった技術とい
うのは確かにあると思います。あと、どこの部分に何を使うのかということも、これは町内ご
との口伝ということになっていますので、ほかの町内は知らないところなのですけれども、そ
ういったことも工夫といいますか、技術になっていくと思うのです。今日は有形と無形は切り
離せないという話も出ましたが、ツクリモノのようなものを民俗技術で発表すること自体は、
やはり考えなければならない点もありますが、町内の中での技術伝承といった場合には、やは
り地域的な特色が出てくるということで、それを技術として評価したいというふうに考えまし
た。 
 
コーディネーター ありがとうございます。その問題はたぶん逆に言うと、ツクリモノの技術
は技術であることには間違いないのだけど、民俗技術として捉えられるのかと。それは逆に照
射すれば、行政側といいますか、そういった施策をする側が、では民俗技術というのはどうい
うものだと考えているのかという形で返っていくのではないかというふうに思います。 
 続いて石井さん、よろしくお願いします。 
 
石井 先ほどは、あまり昔のものにこだわらずに、いろいろ新しいものに作り替えているとい
うことをお話いたしましたけれども、具体的に見てみますと、回り舞台の部分などにつきまし
ては、もう相当ガタガタしておりまして、釘なんかも出ていて、使うのに危険な状態でした。
ですので、平成 9年の初めてきちんと組み立てができるかどうかという時点では、もともとの
ものを使ったのですけれども、次の年の時点で、もう新しいものを地元の人たちが作ってしま
ったのです。そのときに、その間口が 2間というのは同じなのですが、回転する盆の大きさを、
間口いっぱいになるように変更してしまいました。そういうものに関しましては、基本的に、
どういうふうに作り替えたらいいだろうと言われたときには相談に乗るというスタンスを、私
としてはとっておりまして、地元の人たちが自分たちで考えて、こうしたらいいのではないか
というふうに作ってしまったものに関しては、作ってしまったのでそれ以上何も言えないとい
うところはあるのですけれども、地元の人たちの自由な発想をそのまま活かしていっていいの
ではないかなというふうに、私は考えていました。 
 考古学の調査では、新しい施設を作ったりする前に、その遺跡を記録保存という形で発掘調
査して、報告書を出して保存して、その上に新しいものを作っていくわけなのですが、古い道
具はそれとしてちゃんと手を加えずに取ってあるし、その時点で聞けるだけのこと、どういう
ふうに使ったかというのは聞いたという形で、報告書も刊行しておりますので、それは昔そう
であったということできちんと記録したつもりです。それから先のことにつきましては、過去
に地元の人たちが考えて、そういうふうな舞台を作り上げたものであったので、これからも自
分たちがよかれと思ってこういうふうに工夫をした、こういうふうに作ってきたということを
大事にしたほうが、地元の人たちにとっても自分たちが作った舞台という思い入れがあって、
より強く継承していく力にもなるのではないかというように考えております。そのことについ
ては、舞台操作の上で支障が出たりしたときには、昔の人が考えた方法というのは、やはりこ
ういう意味があったんだね、というようなことを言ったりということはしますけれども、その
部分はカバーできる範囲は演出の中でカバーするような形にして、自由な地元の人たちの気持
ちというのを大切にするということで、今の舞台が出来上っているというふうなことがありま
す。 
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コーディネーター ありがとうございます。多分そういう意味では、先ほど小川先生がおっし
ゃったように、その地域の文化の創造力みたいなところというのは、そういうものがベースに
なっているのかなという気がします。 
 では橋本さんに対するご質問です。 
 
橋本 橋本です。私は何か褒めてもらってありがとうございます。国の担当の方から褒めてい
ただいたので、嬉しいなと思います。 
 それから訂正がありまして、私のレジュメの資料の 5ページ目なのですけれども、申し訳あ
りません、指定文化財とそれから選択というところがずーっと書いてあるページがあると思う
のですが、そこで指定のところにも「選択年月日」と間違って書いているのですが、それは「指
定年月日」の間違いですので、すみませんが訂正をしてください。 
 実はこのご指摘をいただきましたのは、滋賀県で長らく民俗文化財の関係のお仕事をしてく
ださいました長谷川さんなのですけれども、長谷川さんのお力によりまして、こういう仕組み
ができました。お祭りを指定し、それから山ですとか、そういう有形のものにも指定の網がか
かり、なおかつ保存技術に関しても県の選定ということを受ける。こういう仕組みをつくって
いただいて、お褒めにあずかるようなうまい仕組みと言っていただきましたが、これができた
のも県に専任のそういう技術をもった担当官がいたからだろうと思っています。ただ、逆に言
いますと、長谷川さんのもある意味技術なのですけれど、それを次に受け継いでくれる方が県
の担当の方にいらっしゃるのかどうかというのがとても不安なところであります。国から必要
な補助を引き出し、なおかつ地元を動かして、いわゆる補助事業を回していくというのも、あ
る意味で継承していく技術なのだろうと私は思うのですが、それが自治体の人員関係の如何に
よって失われてしまう技術なのです。そういう意味では、とても褒めていただいたのですが、
先行きが少し怖いなと今思っている次第です。 
 
コーディネーター そうですね。私もこれをご紹介いただいたときにすごく素晴らしいなと思
いました。前田さんのおっしゃったとおり、このテーマを設定したというのは、最近のいろい
ろ有形・無形という考え方のバックグラウンドがあったのですけれど、実は民俗文化財は、民
俗文化財といいますか、民俗資料ができた当初から無形と有形というのはかなり密着にセット
にして考えられていたというのは、私も知識としては知っておりました。  
 ただそれが実際にその具体的にどういう方法で実態に結びつくのかということで、今日ご報
告いただいたようなことでたくさん勉強になったのですが、私は今日、橋本さんの発表を見て、
さらに目からウロコが落ちたといいますか、県で選定保存技術まで選んでいるわけです。これ
は多分なかなか例がないことなのではないかなというふうに思っております。民俗のモノを修
繕するためにその選定保存技術が選ばれているということで、これは素晴らしいことではない
かなと思います。 
 最後のバンドリの方には前田さんからは直接たぶん質問的なことが出なかったと思います
ので、ここからフロアの方々からいただいたご質問に答えていただきたいと思うのですが。ま
ずいろいろ事実関係やその他のことで、皆さんに集まっている質問についてお答えいただきた
いと思います。 
 まず館山市立博物館の山村様から保木さんに、バンドリに用いるニゴを取り除いたワラはど
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うするのでしょうかと。さっき前田さんの話にもありましたけれど、ニゴの部分はすごく少な
いわけです。残りのワラはどうされるのでしょうかということなのだと思うのですが。 
 
保木 これは肥料にするわけなのです。あとは畜産の場合は飼料として買っていかれる方もあ
るのです。そういうふうで、全部捨てるというわけではないのです。 
 
コーディネーター よろしいでしょうか。それからもう 1つ、バンドリの、これは田中様、保
木様、多分お二人のお立場の違いで両方からのお答えがあるかと思うのですが、どちらでも結
構です。江名子バンドリに対する行政の支援体制などを教えてくださいと。これは付け加える
とすれば、ちょっといじわるな質問ですけれども、新たに近年国の指定になっているわけで、
国の指定になったということも含めて、行政的にどのような支援をしているのか、あるいは受
けているのかということでお話を聞かせてください。 
 
田中 国指定になる前から、1年に 25,000 円の補助金を出しております。基本的に活動費の
3分の 1を補助ということで、毎年 25,000 円出しております。国になったからということで、
もう少し上げたらというような話もあったのですが、財政のほうはなかなかそういうわけにも
いきませんでして、現行で今 25,000 円でございます。町内のほうからも、保存会のほうへは
多少補助金が出ることもございます。 
 それからもう 1つ、先ほどの小川先生の話の中で、2つ、近々の制度について紹介がござい
ました。高山は 2つとも取り入れております。文化財の総合的把握事業、これについては 20
と言われましたが、20 の中に高山市は入っております。935 件の文化財を今までのカテゴリ
ーではなくて、1つに括って、例えば無形民俗のほうで、あるいは伝統芸能のほうでとか、そ
ういう括りの中で総合的に今後 10 年、50 年という、そういう計画を立てようかなと。その中
ではこのバンドリのほうも、ある程度 1つに括った中で支援ができるのではないかなというふ
うに思っています。 
 もう 1 つ、国交省のほうですが、これは現在、100 ほど自治体が手を挙げておりまして、そ
の中で高山はようやく国交省との協議がだいたい終わった状況でございます。その中では歴史
まちづくり法の歴史的風致の概念というものが非常に難しくて、これについては高山はようや
く悟りを開いたということで、定義づけができましたので、あとは計画づくりがすごく早かっ
たのです。その歴史まちづくり法のこの定義、概念というのが、先ほど小川先生がおっしゃっ
たとおり、地域の精神性というのをすごく大事にする事業でございまして、国交省にしてはす
ごく珍しい事業だなというふうに思っております。 
 
コーディネーター ありがとうございます。もしよろしければ、私も気になったのですが、先
ほどご発表の中で、高山市の歴史文化基本構想というのに触れておられたと思いますが、今も
5年、10 年、50 年というスパンで考えているのだと、それが具体的にどういったことをする
構想であるのかということを、ちょっと教えていただければと思います。 
 
田中 何もかもしゃべっていいのかちょっと分かりませんが、文化庁の方は耳に栓をして聞い
ておいてもらいたいのですが、歴史文化基本構想、そして国交省の歴史まちづくり法、この 2
つはもともと出発は一緒でございました。去年の段階では一緒だったのです。歴史文化構想を



総合討議 

59 

まとめて、それを受けて国交省が事業化するといいなと、そういう方向で出発していたのです
が、なかなか文化庁のほうも色々な思いがあって、そしてちょっと歩調が合わずに、2年 3 年
かけて計画をつくると。国交省は待てないと、もう今年度の予算を組んでおりますので、国交
省は国交省で計画をまとめてもらって、国交省独自というか、その計画の中でまとめていこう
じゃないかと、そういうふうになっております。 
 基本的には文化財行政のほうは、文化庁の歴史文化基本構想というのがすごく良い計画でご
ざいますので、高山ではその構想を今立てかけております。基本的に 3本柱でいくつもりなの
ですが、1つは文化財の位置を地図に落すということと、今まで行政のほうで進めておりまし
た文化財の修理計画、そういったものを分野ごとにまとめ上げると、それを職員でやろうかな
と思っています。それが 1つ目。そして 2つ目は、町並みとか農山村集落についてひとまとめ
にして、外部委託してまとめたいなと。3つ目が民俗関係の精神性ということで、何のために
こういうものをやらないかんのか、考え方の精神性の分析ということで、これも委託をしてや
ろうかなということで、3本柱で今、歴史文化基本構想については今月からスタートしようか
なということで考えております。 
 
コーディネーター ありがとうございました。そうしましたら、皆様から集まったご質問にお
答えいただきたいと思うのですか、まず初めに具体的なレベルでの質問について振っていきた
いというふうに思います。 
 まず石井さん、よろしくお願いします。1つは仏教大学の鵜飼様から、西塩子の回り舞台の
貸し出しが行われていたということですが、モノだけを貸し出すのではなくて、組み立てる職
人も合わせて貸し出されるのですかと、また貸し出された先で同じような回り舞台が作られた
ということはあったのでしょうか。 
 
石井 その貸し出しにつきましては伝承の部分が多くて、実際にどのように貸し出しをされて
いたのかというような、具体的な資料というのはあまりございません。若衆金の貸し付けの帳
面がありまして、その内の 1冊だけなのですけれども、地名が書いてありまして、礼金の記載
がありましたので、それが貸し出した記録なのであろうという程度のものでございます。それ
で、古老に聞いたところによりますと、舞台の貸し出しというのは材木を含めた道具一式の貸
し出しということが基本なのでしょうけれども、幕だけですとか、チョボだけですとか、そう
いうような貸し方もあったし、それに貸し出しとなるとなかなか回り舞台まで貸し出すことは
なかったというようなことが、地元では言われておりました。 
 6 間、7 間とまで大きい舞台ということもまた、昔は荷車に積んで運ぶというようなことで
したのでしょうから、なかなか難しかったでしょうし、材木とか竹とかそういう素材について
は、地元にもこういうものが必要だということを事前に連絡をしておいて、地元で伐り出しを
しておいてもらったということです。あとは組み立てに関してとか、当日の舞台回しという、
その装置の転換とかそういうのに関しましては、西塩子から必ず何人かそういうものに熟練し
た人が付いていって、それでそういう仕事に当たったというふうに聞いております。 
 
コーディネーター 同じく石井さんへの質問を続けさせていただきます。京都市の村上様から、
石井さんのお仕事は大変なものと敬意を表しますということで、その上で、こうしたお仕事に
は相当なエネルギーを使われたと拝察しますが、そのきっかけとなった、あるいは推し進めた
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要因は何であったのか。これは石井さん個人がということでよろしいのでしょうか。それとも
こういった活動そのものを動かした要因ということでしょうか、村上さん。はい、ではどちら
でもということで。 
 
石井 はい。まず、この舞台の調査が始まったとき、実は私は正職員ではございませんで、嘱
託職員でしかございませんでした。ですので、その仕事だけやっていれば済んだので、調査に
力が入りましたし、自分自身も大変楽しかったということがあります。また、いろいろ調査に
あたりましては多くの方々にご協力もいただきましたので、この舞台は組み立てなくちゃ意味
がないよと、その方たちに多く言われたところもありまして、これはちょっとちゃんと組み立
てまでいかないと皆さんに顔が立たないというふうに思う部分もありましたし、あとは舞台を
調査して、地元の小学校の体育館に一部展示というか、一般の方たちもその調査の様子を見に
来るということがあったのですが、そのときにお年寄りの人たちが大変に懐かしがりまして、
自分が若いときにはすごくたくさんの人がこれを見に来て、今では考えられないように村が大
勢の人で賑わったのだということを、大変に目を輝かせて、自分たちが目が黒いうちにそうい
う姿をもう二度と見られないんだろうねというようなことを言っておりましたので、ああ、こ
れはそういう地域を元気づけるためにも組み立てということを実際にやってみなければいけ
ないのではないかと、それと、これが実際にどういう舞台に組み上がるのかという私個人の興
味もございました。 
 それと、私自身はそのまま歴史民俗資料館に勤務いたしまして、幸いなことに今まで一度も
異動せずにおりましたので、そういうことにずっと関わってこられたというような要因もある
のですけれども。あとは、先ほど小川先生がどうして文化財は大切にしなければいけないのか
というようなことをお話しされましたけれども、それは私が常に色々な人から突き付けられる
問題でした。江名子のバンドリの人や長浜の曳山みたいに、今まで連綿と皆さんが誇りをもっ
て続けてきたものじゃなくて、一度途絶えてしまったものですので、なくなってしまったこと
にも理由があるのではないかと。何でそれを今復活しなくてはいけないのだと、しかも、何で
もうそういう知識も何もない、歌舞伎だとか能楽だとかと言われてもその違いも分からないよ
うな自分たちがそれに関わってこの文化財の復活というものに当たらなくてはいけないのか
という質問は、常に西塩子の地区の人たちから突き付けられていました。そういうことをどう
して今やらなければいけないのかというのを自分の中で考える中で、西塩子の舞台と一緒に自
分自身もその文化財行政に関わる者、しかも研究者ではなくて自治体の職員としてどういうふ
うに、そういうことに、皆さんの質問に答え、住民の方々のためにプラスになるようにしてい
くのにはどうしたらいいかというのを常に考えながら、地元の人たちと一緒に勉強して今まで
やってきたというような思いがあります。 
 10 年もやっていると、組織もだんだんと疲れてきますし、私自身も疲れるので、一時はお
互いに疲れてもう勝手にしろというような状況のときもあったのですけれども、今となってみ
るともう腐れ縁という感じで、この後どういうふうになっていくのかというのはちゃんと見守
っていかなければいけないというふうな状況になっておりますし、地元の人たちも、これは止
められないのではないかと、自分たちが今までやってきたことに関して、ここまで皆さんに評
価していただけるようになったということに対して、自信をもってきているというふうには思
います。ですので、現在はそれをいかに継続していくかという、いかに復活するかではなくて、
そういう問題に切り替わって、先ほどお話をしたように、地域でやり続けていくためにみんな
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が納得する意味をどういうふうに見つけていくかというふうなことを、私自身もいろいろと考
えているというところです。 
 
コーディネーター ありがとうございます。それからもう 1つ具体的な質問として、石井さん
に。川崎市立日本民家園の木下様からですが、ここで簡単に答えることができるのかどうかち
ょっと分からないのですが、奈落の構造がどうなっているのかということと、それからその回
し手についてと、これは回し手がどういう人たちなのかということなのだと思うのですけれど
も。 
 
石井 はい。先ほど回り舞台の部分につきましては、すぐ復活して 2年目に新しいものに変え
てしまったというお話をしましたけれども、まず西塩子の回り舞台といわれるだけあって、舞
台が回るというところにやはり皆さんとても興味をもたれているのです。それで、明治 27 年
生まれのおじいさんに聞いたときには、その舞台の下に鉄の棒が下りていて、それに横棒が付
いて、それを 2、3 人で押して舞台を回したという、奈落ではそういうことだったのですけれ
ども、調査した時点ではもう上回し式、上の盆だけを紐をかけて引っ張って回すような形にな
っておりました。そのおじいさんの話を裏付けるように、中心の穴のところに新しい材木が詰
めてあったので、昔は心棒があったのだろうということは分かったのですが、その後保存会で
作ったものというのは、立派な樫の木の心棒を自分の山から伐り出して、もうとても立派な、
樫の木製の心棒の回り舞台に、現在ではなっております。ですので、よく舞台を回すところを
写真に撮りに入っていらっしゃる方がいるのですけれども、これが昔からこういう形だったと
思われるのはちょっと困りものだなと、私も常々思ってはいるのですけれども、地元の人たち
がよかれとしてやったことなので、それはそれでということになっております。 
 それで、回す人たちはもうそんなに回す力は要らないので、4人くらいで回しているのです
が、急に飛び入りで自分も回しをさせてくれと言って回している酔っぱらいの方もいますし、
それは地元の人たちが受け入れればそれはそれでというふうな形で行っております。 
 
コーディネーター ありがとうごさます。次に石井さんと橋本さんとお 2人どちらも同じよう
なことが言えると思うのですが、実際実践女子大の中村茂子様からで、お祭りや、または公演
そのものをしながら、一方で用具や文化財を保存する方法の確立というのは可能なのでしょう
か。つまり使いつつ守るということですね。これについて可能かどうかと言われるとまたいろ
いろ難しいと思うのですが、それぞれ簡潔にご意見をいただければと。 
 
石井 はい。先ほど申しましたように、古い道具に関しましてはもう全く使わないという形で
保存してしまったので、茨城県指定の文化財というものについては、現在は使わない形で保存
はできているということになります。今使っているものに関しては、大事に使ってもらうとい
うことで皆さんにお話ししています。 
 
コーディネーター 長浜の曳山の場合はいかがでしょうか。 
 
橋本 使いつつ守る方法ですか。私も大事に使ってくださいとしかよう言わんのですけれども。
しょうがないですね、これは動くものですし、回るというか、辻回しをするものですし、モノ



総合討議 

62 

ですから動かせば当然傷もつきますし、壊れますので。ただ、ではもう使わないで保存してお
けというわけにもいきませんし、祭礼としてもそれは生きているものですから、曳山というも
のが大事なものだという意識をもちながらも祭りをうまく執行していただきたいと。でも難し
いですね。それで堪忍してもらえませんか。申し訳ありません。 
 
コーディネーター そうですね。難しいというか、逆に言うと民俗文化財とはそういうものだ
と思うので。 
 橋本さんはちょっとそのままで、いくつかご質問が、というか橋本さんに一番たくさんご質
問がきております。ちょっと全部お答えいただく時間はないと思うのですが、2つ同じような
質問。八王子市の金子様、それから先ほどの仏教大学の鵜飼様ですけれども。では金子さんの
ほうの質問で代表させてもらいます。曳山の修理をドックに入れてローテーションで行ってい
るようですが、その順番は行政が選ぶ基準を決めているのか、それとも町のほうが決めている
のでしょうかということ。それから鵜飼さんのほうもそのドックについて、定期的な点検がそ
こで行われたりするのかどうかということです。 
 
橋本 はい。基本的には行政はお手伝いという格好ですので、曳山に関するあらゆることはす
べて、基本的には町の山組さん、文化協会とかいろいろな組織があるのですけれども、そうい
うところの方々が決定をしていきます。ローテーションも、ローテーションというか、次はど
ういう修理をしていくかというのも、そういう協議の中で決まっていきます。決まって、どう
いう修理をするかということが地元から上げられた段階で、そこから行政の仕事になります。
具体的にはこういうものをこういう形で次は修理をしたいとか、そういうことが上がったら、
それから、だいたいどのくらいかかるのか、どのくらい時間、どのくらいの費用がかかるのか
ということ見積もって、あとは国ですとか、県ですとか、そういうところと相談をして、決定
をしていくということです。 
 ドックに入っていく順番というのは、どうしてもそういう形で決まっていきますので、緊急
修理でドックに入るというのは基本的にはありません。たいがいドックにどこかの山が入って
おりますし、現在も月宮殿（げっきゅうでん）という山が入っていて、基本的に構架式の山で
すので、解体修理をします。ホゾ組みを外していって修理をしますので、いったんバラしてし
まうともうドックの中はその山の部材で占拠されてしまう格好になりますので、そこはその期
間中はその山がドックで修理をするという格好になります。 
 
コーディネーター ありがとうございます。それから長野市立博物館の細井様から、曳山博物
館の建設の経緯についてということと、それから曳山の修理の費用の負担はどこが負うのか、
行政の補助はどれくらいであるのかということです。 
 
橋本 はい。曳山博物館の建設の経緯についてお話をするのは非常に難しいのですが、基本的
には地元の山組の要望というのが第一です。山組というか保存団体の要望というのが上がって
いて、長年来の懸案ではあったのですが、そういった形で曳山の文化というものを、博物館と
いうのは修理をするためだけのものではなくて、普及啓発活動であるとか、あるいは曳山で行
われます芸能全般の伝承とか保存とか、それからそういったことを広く皆さんに知っていただ
くということも全部機能としてありますので、そういった中心組織がほしいというのは山組さ
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んもしくはその曳山の保存各団体さんのご要望にはあったのです。そういうのが出ては消え、
出ては消えしていたのですけれども、それを何とか市のほうで受け止められるような状況が来
ましたので、そろそろ来年ですか、開館 10 周年を迎えるのですけれども、そういった形の、
ある意味では非常に政治的な判断も入っていたのは確かなのです。そこまで言うとちょっと僕
も何とも言えないことなのですが。 
 修理の費用とか分担等に関しましては、先ほども申し上げたとおりですけれども。全体の山
によって、どこをどういうふうに修理してほしいかという山組さんの要望がありますね。そう
いうヒアリングという形で受けますけれども、そしてこういうものを作ります、修理してくだ
さいという要望が上がりましたら、それに関してだいたいの費用の概算を出します。そして、
そこから県のほうへいって、県のほうから国のほうに要望という形で上がっていくというシス
テムになるのですけれども、だいたい修理の総額が決まった段階で、その約半分が国の補助と
いう形になります。その残り半分のうちを県の補助と市の補助と、そして地元負担という形で
割り振っていくわけなのですけれども、当然台数がその修理によっていくらかかるというのが
変わってきます。大規模な修理をする場合もありますし、もうちょっと抑えられるという場合
もありますので、費用の総額とかそういうものが変わってきます。ですから、修理を決めるの
にだいたい 2年ぐらいの期間が要るわけなのですけれども、前々年くらいからヒアリングを始
めていって、国に上げて、国からオーケーの許可をもらって、はじめてゴーサインが出るとい
う格好になります。 
 
コーディネーター それからまだまだ橋本さんに来ているのですが、茅ヶ崎市の教育委員会の
須藤様から、いくつか質問いただいているのですけれど、全部取り上げている時間がありませ
んので、ただ非常に良い質問といいますか、興味深い質問です。まず、1つは、文化財保護行
政と博物館活動というのはどのように連動しているのか。つまり展示や調査、研究、教育、普
及として行っている部分と、その文化財保護として行っている部分というのはどういうふうに
連係しているのかということです。もう 1つ、これもなかなか興味深いことだと思うのですけ
れども、こういったものを継承していくときは、行政だけではなく、保存会でもなく、一般の
市民という人が重要なファクターになってくると。その博物館とか文化財とかに興味のない市
民を含めてどういうふうに取り組んでいくかということで、何か考えていることがあればとい
うことです。 
 
橋本 まず博物館と文化財保存、保護の関係性についてということなのですけれども、私のお
配りしたレジュメの年表というか、年暦の中にもあったと思うのですけれども、例えば『長浜
曳山祭総合調査報告書』というのが平成 8年でしたか、つくられています。これは曳山祭に関
する曳山の構造ということを含めまして、それから各山組が持っている古文書資料、そういっ
たもの、それから当然民俗行事としての曳山の祭りの執行次第とか、そういったものをすべて
総合的に調査したものです。そういう調査には博物館の学芸員ですとか、そういう人員がいろ
いろ関わってくるわけですけれども、修理をしたり、あるいは曳山の保存をしたりしていくた
めには、やっぱりその曳山の、例えばモノにしてもそうですけれども、来歴というのを絶対に
知っておく必要があるのです。どういう形で修理が行われてきたのか、あるいはどういう形で
建造されてきたのか、もし分かるなら部材はどういうものであったのか、あるいはどういう修
理年暦があるのかとか、そういったことを全部、古文書ですとか、そういう調査をしていかな
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ければ分かりませんし、逆に言うと、そういう歴史的な変遷であるとか、民俗調査とか、そう
いうものを経る中で曳山というものをより深く理解できますし、修理や保存に関するアドバイ
スもしやすくなるだろうと思うのです。 
 そういう意味では博物館の仕事、博物館の学芸員たちが取り組む仕事とか、当然外部の先生
方にも調査をしていただくわけですけれども、そういうコメントとか、そういう意味では博物
館の関われる部分が大きいと思います。それから、博物館は最近は一般の方々あるいは学校等
との連携という形で学芸員が様々な講演を開いたりしますけれども、そういった活動の中で曳
山の民俗文化だとかそういうことを取り上げて、例えば、市内の小中学校の生徒さんを相手に
解説講座を開くであるとか、そういう活動もしております。当然、曳山の山組の子たちは曳山
祭に関わるわけですけれども、そうでない子たちも、生徒さんたちも、曳山祭というのが長浜
市の文化財としてあるんだよということを知っていても、それがどういうものかというのは小
さい子は分からないわけです。そういう子たちに対していろいろお話をしてあげることによっ
て、子どものころから地元の文化財であるという形で認識を深めてもらうというのも、博物館
が曳山祭に対するアピールの活動としてはできるだろうと思います。 
 それは 2 番目の質問とも関わってくるわけなのですけれども、曳山祭というのは、現在曳山
祭博物館が曳山文化協会という財団法人の指定管理になっていますが、この財団法人曳山文化
協会というのは、曳山の山組さんだけではなくて、ほかの様々な方々が理事として入っておら
れます。やはり山組さんだけではそういう活動はすべてできませんし、一般のより広い理解が
あってはじめて曳山祭というものが保存されて補修もできますし、あるいは執行運営をするこ
とができるわけです。ですから、そういう全市的な組織を挙げてやっている。これからあとは
補足になりますけれども、曳山祭をするときというのは非常に資金がかかるわけなんですけれ
ども、私は長浜市に住んでいますけれど、毎年曳山祭が近づくと、寄付をお願いしますという
封筒がポストに入っています。そういった形での参加というようなこともやっております。 
 
コーディネーター ありがとうございます。それから秋田栄養短期大学の平様からですけれど
も、ちょっとここで答えるのは難しい質問かなと思います。これもいくつかあるのですが、申
し訳ありません、全部は取り上げられませんが、まず 1つは、全国に曳山の行事はたくさんあ
りますが、長浜の曳山祭はどういう伝承のもとに始められたのかということ。これはかなり壮
大な民俗学的なご質問になるので、簡潔にお答えがあればと。もう 1つは、見送り幕が有形文
化財に指定されていますが、いずれも 16 世紀ベルギー製ということです。この見送り幕はど
のような経緯で曳山祭で使用されるようになったのでしょうか。 
 
橋本 長浜曳山祭そのものの伝承というレベルになりますと、豊臣秀吉がご登場になります。
太閤秀吉さんがまだ太閤になる前に長浜城の城主でございまして、そのときに子どもが生まれ
たと。子どもが生まれたのでそのことを祝って、町の人たちにお金を配ったと。町の人たちは
その配られたお金をもとに豪華な曳山を造って太閤の子どもの成長を祈ったという伝説です。
これはあくまでも伝承でございまして、曳山の構造の先きほどの年代表がありましたけれど、
あれを見ていただくと分かりますように、もっともっと時代は下がりますし、いわゆる町場と
いうものが形成されるのが, 
秀吉が城下町をつくったときですから、そこから町衆というのが自治組織として確立していく
にはもうちょっと時間がかかっただろうと思いますので、曳山祭がダイレクトに秀吉のときに
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造られたというのはないだろうと思います。 
 ただ、秀吉は曳山祭が推参いたします長浜八幡宮に対しては補助をしています。それは為政
者が寺社に補助をするというものと同じラインだと思うのですけれども、そういった形でたぶ
ん長浜の八幡宮の祭礼の復興みたいなことが図られたのだろうと思っておりますが、そういっ
た関係で長浜祭としては確かに秀吉の補助があって成立していっただろうと。ただ、曳山の成
立年代がその伝承にマッチするかどうかというのは、今のところペンディングかなというふう
に思っています。 
 それから、見送り幕に関してなのですけれど、お配りしましたプリントの資料の 5番のとこ
ろにあるのですけれども、有形文化財の 1番のところに重文として 2件挙げておりますが、特
に鳳凰山の飾り見送り幕の毛綴のところに書いてあるのですけれど、付けたりとして飾り金具
が 16 個、その下に売上文書というのが付いているのですね。文化 14 年 3 月という日付が付
いているのですけれども、このときにどうも買っているようなのです。売り買いをしたという
結果が残っていますので、実はこのころというのは長浜の町が糸産業で非常に隆盛だったころ
なのです。このときに、金にものをいわせて買ったのだろうということかなと、私は理解をし
ております。 
 
コーディネーター ありがとうございました。ここから服部さんに対する質問がけっこう来て
いるのですが、その多くが文化財とか、先ほど来話題になっている民俗技術ということに関し
てのかなり本質的な質問ですので、基本的には服部さんにご質問しますが、もしほかの方々で
もご意見があれば、ちょっと意見を戦わせていただきたいと思いますが。 
 まず 1 つは滋賀県教育委員会の長谷川さんからです。民俗技術の継承者は技術だけを受け継
げばそれでいいのかと。つまり例えば、さっき服部さんの発表の中に学芸員が習っていますと
いう話が出てきたけれども、それでよいのかと。民俗である以上その地域の人から後継者が生
まれないと民俗技術にならないと思うが、ということです。 
 
服部 おっしゃるとおりだと思います。今日の中では七夕馬のことだったと思いますけれども、
組織化できるような場合、例えば保存会を持てるような場合というのは、そういった地域の中
で継承するということが比較的可能になっていくと思うのですけれども、例えば今日挙げたよ
うな茂原市の例、また宮城県の例を挙げましたけれども、詳しくは説明しませんでしたが、そ
ちらのほうも伝承者は 3人とか、そういった状況になっています。 
 その中で、伝承の担い手を考える場合に、また地域のことを一番身近に考えている人を相談
相手とする場合、やはり地域の博物館というのは大きな力をもっているというふうに思ってい
ます。というのは、全国的に一緒かどうか分かりませんけれども、博物館の場合は比較的学芸
員さんに異動がないので、ずっとその地域で地域文化のことを教育活動の中で扱えるというふ
うに考えています。これは宮城県の例で挙げたのですけれども、地域の人と接して、これはど
うしても伝えたいものだと判断した場合に、学芸員自信が継承できる技術であるならばという
ことで、その技術を身につけたというふうに聞いています。 
 先ほど保木さんのお話を聞いて、どうしてもこの地域の中だけでその民俗を守りたいという
場合はそのような手立てというのは多分とらないと思います。ただ何とかしたいという気持ち
に対してどう応えるかといった場合に、やはり地域博物館の学芸員さんの力は非常に大きいの
ではないかと思いましたし、石井さんの話も伺って、こういう方だったら本当に私も地域の住
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民だったら信頼して何でも相談したいというように思いました。そういう中で、今回取り上げ
ました方は県立博物館の学芸員の方だったのですが、現在は学校現場に戻っていらっしゃいま
す。お話をしている中で、今は学校の生徒たちにこれを伝えていきたいというお話もされてい
ました。そう考えたときに、地域の中での伝承ということにつながっていくのではないかなと
思っています。 
 途絶えたものをまた復活させたいということが先ほどありましたけれども、その場合に、ビ
デオではなかなか難しい。そのときに学芸員の方であったとしても、できる人がいるというこ
とはやはり継承に大きな力になるのではないかということでご紹介させていただきました。気
持ちの上では、もちろん地元の方の力によって継承していくのが一番だというふうに思ってい
ます。 
 
コーディネーター はい、ありがとうございます。実はこれは前々回のときに伝承技術をテー
マにしてやってときにもかなり出た話題であったのですが、民俗技術というのは、すべてでは
ないですけれども、確かに現在はその地域で伝えられているといっても、例えば生業であると
か、行事とかであるように、その地域ぐるみでその技術を伝えているというのと、必ずしもそ
うではない場合とがある。つまりその地域の中のある特定の人であるとか、特定の集団、職人
的な技の場合ですね、そういった集団が担っているという場合がある。そういうものの場合だ
と、地域の中で再生産されなくても、逆にその技術を同じような同業の職業的な集団が受け継
ぐというような場合もあって、単純に地域の中だけでうまく回すというだけでは捉えきれない
のではないかという意見があったのを、今、ちょっと思い出しました。 
 このへんはかなり難しい話で、先ほどまさに保木さんが返答にちょっと戸惑っていたのもそ
ういうことだろうと思うのですけれども、もちろん、地域の中で伝承者が出るのが一番望まし
いと。かといって、ではそれを待っていて無くなってしまうのがよいかというふうに考えたと
きに、どのような判断をするのかというのは、最終的には誰が判断するのでしょうということ
を考えないといけないというふうに思います。 
 それから同じくこれも重要な問題で、埼玉県の内田様からですけれども、1つは先ほど私も
指摘したのですが、こういった民俗技術というよりもやはり風俗慣習として捉えたほうが自然
ではないでしょうかということで、これは技術というものをどうやって捉えるかというのは、
単に誰が考えるということではなくて、こういった無形の民俗文化財の保護行政に関わる多く
の人が自分のこととして考えなければいけないことだと思います。 
 もう 1 つ、広く分布する生活技術を仮に指定するのだとしたら、保護団体の特定等、どのよ
うにしたらよいのか。つまり、今も言いましたけれども、技術というのは必ずしも 1つの、例
えばムラ的な中に必ずあるのではないわけです。広く面的にそうした技術が伝えられている場
合もある。そういったときに、保護団体の特定等をどうしたらよいかと。それから七夕馬を例
にすれば、民俗技術として捉えるなら、関東から東北にかけて分布する七夕馬のみではなくて、
各地のほかの民俗行事などで作られ、使われる植物製の馬全体の中で七夕馬を位置付ける必要
があると思いますが、ということですが。服部さん、お答えになれますでしょうか。 
 前の質問はもしかしたら、むしろ前田さんあたりに答えていただけるかと。つまり広域的に
もたれている民俗技術の場合、どういう保護団体の特定等の方法があるか。あるいはその典型
的な製作技術というのを、きちんと明確にする方法がどういうふうに考えられるかということ
ですけれども。 
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前田 最初の質問のほうにお答えします。日本列島を見渡したときに広域的に分布する技術と
いうのがあると思います。これは民俗技術だけではなくて、祭り等の風俗慣習とか民俗芸能も
同じことでして、広く分布しているのをどう押さえるのかというのは非常に難しい問題です。
これまでの保護の歩みの中では、比較的広域的に分布しているものは、指定ではなくて選択と
いう制度で対応してきました。記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択制度とい
うのがあります。この制度で広く押さえて、きちんと調査を行っていただいて、その中で最も
典型的なものを選び出すことができるならば、その物件を指定していくという方針をとってき
ております。ただし民俗技術の場合、非常に難しいのは、祭りとか民俗芸能の場合は保存会組
織がすでにあります。というより、保存会がある場合が多いです。ただし、民俗技術の場合は、
組織的に必ずしも伝承されてきていないということがありますので、もし典型的なものが分か
ったとしても、組織化をしなければいけないという問題があります。 
 バンドリを指定させていただくときも、すでに集団的に文化財として残そうという意思のも
とにある程度やっていただいていたと、いうことがありますので、我々もその辺は安心して指
定することができたのですが、文化財として意識せずやってきたものを今度は文化財として価
値づけて守っていくというときには、一から組織化を図らなければならないということがある
わけです。そういう意味では、広域的に分布しているものをきちんと調査した上で、例えば典
型的なものが見いだされるならば、伝承の拠点をどこに置くかという、そういうことも含めて
十分に考えた上で、最も伝統的な形を、伝統的な形というのは随分難しいのですけれど、集団
的に伝えていってくれるような組織化を図って保護していくことになるかと思います。 
 
コーディネーター 後者の質問は服部さんのほうからお答えいただきましょうか。七夕馬を、
その他いろいろな植物製の馬全体の中で、全国的なそういった伝承の中で位置づける必要があ
るかと思いますが、ということです。 
 
服部 七夕馬に限ってということですか。 
 
コーディネーター ここでは七夕馬を民俗技術として捉えるならば、という例示ですけれども。 
 
服部 そうですね。民俗をどう考えるかという問題になってきてしまうと思うのですけれども。
これは答えになるかどうか分かりませんが、私は民俗学をやってきまして、フィールドワーク
を大事にしてやってきているのですけれども、それぞれの地域で実態を把握した場合に、やは
り違うということが民俗学で位置づけることだと思っていますので、この茂原市大芝の場合に
はほかの七夕馬とは異なった装飾性の高い技術というものを用いて、しかも市で売るという性
格がある中で位置づけられるということで、やはりほかとは一緒に考えられないということで、
今回発表をさせていただきました。ですからほかのものと一緒にということは私にはちょっと
考えられないのですけれども、何かまたほかに新たな考えがあるのでしたら、逆に教えていた
だきたいなというふうに思っています。 
 
コーディネーター 民俗技術に限らず、民俗文化財を指定するときというのは、有形にせよ無
形にせよ、いろいろ似たようなものが各地にある中で、最も典型と思われるようなものを選び



総合討議 

68 

だすというのが、1つの何かを文化財として指定するときに、それを選び出す方法というふう
になっているわけで、その典型というものをどういうレベルで、またどのような手続きでこれ
が典型的であるというふうに見いだすのかというのは、これも民俗技術に限らず、私たちみん
なが考えていかなければいけないことかなというふうに思います。 
 それから、これは服部さんの七夕馬と、それから江名子のバンドリと両方についてなのです
けれども、せっかくですからバンドリの保存会の方もいらっしゃっていますので、お答えいた
だければと思うのですが。細見様からで、材料の減少や後継者の不足について、例えばほかの
材料を使うというようなことは考えていないのかと。先ほど、稲ワラについては自分たちで植
えているということでしたけれども、例えば木の皮を採る、そういったものが、もしその木が
手に入りにくいのであれば、ほかのものを使うということを考えられるのでしょうかというこ
となのですが。 
 
保木 今のところはやはりシナはシナ、麻は麻、ニゴはニゴという材料は、ほかのものを使う
ということは考えてはおりません。もしそういった材料を提供してくだされば喜んで使わせて
いただきます。 
 
コーディネーター ありがとうございます。あるうちはそれでやるのが当然ですよね。ただ、
本当に手に入らなくなったときにどうするのかというのは、またちょっと別のレベルの問題か
と思いますが。 
 それからこれは、これも先ほどの地域の中での伝承云々という話と関わってくるのだと思う
のですが、同じ質問の中で、例えば後継者の不足を解消するために、博物館での講座であると
か、あるいは何か学校の総合学習などでの取り組みを有効と考えておりますか、ということな
のですが。 
 
田中 保育園とか学校にはバンドリの作り方はちょっと教えていませんでして、縄ないとかそ
ういうものの作り方は、もう保存会のほうで積極的に毎年やっておられます。そうすると、そ
の江名子地区の学校ですから、こういうことをやってみたらということで、そういう種を蒔い
たことはあるということで、非常に効果があるのではないかなというふうに思います。それと
さっきの材料がなくなったらというときには、やはり国の文化財ですから、それは高山市を挙
げてどのような支援でもせにゃいかんな、というふうに思います。 
 博物館のほうは、私は歴史民俗資料館の館長も兼ねているのですが、そこまでやらなくても、
今保存会がしっかりしているし、当面は博物館のほうとしては、今のところは考えておりませ
ん。 
 
コーディネーター ありがとうございます。それから服部さんへ最後の質問。今日の報告の中
で、確かに事例は興味深いものではありますが、その文化の継承というのと、例えば観光資源
開発が混同される危うさを感じられましたと、行事の変容はどこまで認められるのでしょうか、
ということですが。特に飾り物の場合などは、ある意味では初めからある程度観光的な意図が
あって行われているものなのでしょうかね。 
 
服部 実は今日、観客と作り手が入れ代わりながらと言ったのは、外からの観光客というのが
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あまりいないということが、自分で行ってみて分かったからなのです。どうしてそんなに熱狂
性があるのかというのが私の関心だったのですけれども、やはりその地域の中で競い合うこと
によって、お互いが作り手であり、観客でありという中で盛り上がっていく。競い合うことで
地域の結びつきが強くなっていくというのを強く感じたので、観光資源というにはちょっとこ
れは当てはまらないのではないかと思いますけれど。ただほかの文化財の中でも観光資源と民
俗というのはこれからも考えていかなくてはいけない問題だと思いますので、これには当たら
ないかもれませんが、問題としてはあるかと思います。 
 
コーディネーター そうですね。私もときどきそれを思うのですが、民俗の現代的な条件とい
うのを考えるときに、すぐに観光、観光というふうに結びつけられて、それは確かに重要な問
題なのですけれども、実はいうほど観光化されてもいないというのが正直な印象でして。ちょ
っと自分のことになりますけれども、私は岡山県の備中神楽という神楽をずっと調べていたの
ですけれども、備中神楽というのは神楽の中でも観光化された神楽の代表例のように語られて
いたのですけれども、私がずっと向こうに行っていたときに何度も見にいって、もちろん観光
客が集まる場所はありますけれども、一般的な荒神祭なんかで行われている神楽に観光客が来
ていることなんてほとんどないんです。地元の人ばかりなんです。それでもやはりそこでは何
かしらかの熱狂もあるし、彼らの積極的な取り組みもあるので、それを単純に観光と一言で言
ってしまうと、それで逆に問題が見えなくなっているところがあるのではないかなということ
もあります。 
 それから、これはご報告者に対してではなくて、文化庁様に対して東北の阿部さんからです。
民俗技術の保存に関してですが、実際に需要がない民具、民具というか民俗技術でしょうね、
需要がないと見なされる民俗技術、しかし技術としては重要と考えられる事例はどうしていく
のでしょうか、と。例えばその映像記録だけで、映像記録を撮るということだけでよいのか、
あるいはこれは文化庁がということでしょうが、その作ったものを買い上げなどしていくこと
ができるのかと。 
 今ここにいる文化庁の方というのは前田さんになると思うのですが。 
 
前田 買い上げというのは正直なところまだ検討はしておりません。ただ、最終的にはどうし
ても続かないということでしたら、記録保存に尽きるのだと思います。需要がないというのは
本当に伝統的な技術全般に言えることだと思いまして、需要があっても、ただそれだけでは、
技術が継承できない。先ほど服部さんの発表の中で、技術のレベルの設定という話がありまし
たね。レベルを変えると技自体が矮小化してしまって、作られる製品自体も変わってしまう。
そして、それを作る技術自体も変わってくるということがあって、そのニーズに合わせ、例え
ば、本来民芸品でないものが民芸品になることで作る技自体も変わってしまうことがある。ニ
ーズに合わせたからといって、必ずしも本来の技が守れるわけではないというような、需要と
いうことに関しては非常に難しい問題があります。我々が文化財として技術を保存していくと
きには、やはりその伝承者や地域が、ちょっと無責任な言い方かもしれないのですけれども、
商業ベースとか、技術を大きく改変させてしまうような需要ということとは切り離した形で、
自分たちの文化財として守っていくのだという、そういう伝承意欲のもとに活動している、ま
さに今日ご発表いただいた江名子バンドリの方々がそうなのですが、そういう地域を当面は応
援していこうと考えています。 
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 技の伝承ということは我々も非常に悩みながら保護を進めてやっておりますが、4つぐらい
課題があるのではないかと思っています。1つ目は安定的な技術の伝承をどうするのかという
ことです。組織化、伝承の拠点や基盤をどこに置くかということも含めてです。先ほど行政と
博物館の連携という話がありましたが、博物館の中にそういう保存会の事務局を置いたり、学
芸員や市民学芸員、そうした活動を応援する人たちと連携しながら技の継承を図っていっても
らう。博物館に伝承の拠点を置いて、技術の継承を行うというのも 1 つの方法かと思います。
それが安定的な技術の継承をどうするのかという問題。2つ目に、さきほどお話しした技術レ
ベルの維持をどうするのかという問題があります。3つ目はその技の公開をどうするのかとい
うことです。祭りや芸能というのは、1年に 1回必ず巡ってくるものなので、公開の場という
のがあるわけなのですが、技術というのはニーズがなくなってしまうと、それを発揮する場が
なくなってしまうということがあります。それなので、民俗技術については、技術を発現する、
発揮する場を設けていく必要があるのではないか、そういうふうに考えています。公開の場で
すね。4つ目が、原材料の確保の問題です。 
 需要ということについてのご質問だったのですが、そのことに関連して 4つほど技術の伝承
に当たっては課題があるのではないかと考えておりましす。文化庁のほうも、ニーズがなくな
った技術の保護については課題であると認識しております。 
 
コーディネーター ありがとうございます。 
 
小川 ちょっと関連していいでしょうか。 
 
コーディネーター はいどうぞ。 
 
小川 1 つだけちょっと関連する事例を挙げますと、西角井先生は審査をしてくださっていま
すのでご存じだと思いますが、私どもの大学で地域の伝承文化に学ぶコンテストというのをや
っています。高校生が応募してくるのですが、例えば栃木県の栃木農業高校という高校には、
大変熱心な先生がいて、栃木の麻づくりを何とか学校で生徒たちに教えたい。そのときに、そ
の地域の学校の近くの農家がみんな麻づくりをやっていたものですから、そういう人たちに協
力してもらって、高等学校は農業高校ですから畑を持っていまして、そこで麻づくりからすべ
てやって、製品づくりまで地域の伝承者に教えてもらいながら、かなり高度なものまで作れる
ようになっています。かつてこういうものまで作っていたんだという資料があると、それに挑
戦するんです。それでパテントを取るんです。特許を、高校生が。 
 こういうふうな事例も実はありまして、需要がないというのは、例えば可能性としては需要
を作れる可能性があるわけです。あるいはそれが知的財産と結びついて、特許として申請して、
その高校の財産になっていくという例も民俗技術にあるわけでして、やはり有賀喜左衛門さん
が民具のことを説明する時にその技術についても述べておられるわけです。現代技術を支えて
きたものは何かと言えば、それは民具の伝承技術ということです。そこのところを頭の片隅に
置いておくべきだということです。ですから需要がないというのは何かというと、それは日本
のもっている基礎技術というものをどういうふうに考えるかという問題が一方にあるわけで
す。ワラをどうやって細工するのかというのは、当然ながら材料が変われば、その細工の技術
はほかのものに転用できるわけでして、そういうところでの柔軟性というのはもっておかない
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と、過去の狭い世界の中にすべて閉じ込めるような議論になってしまうわけです。 
 ですからそこは、ちょっと声を大にして言いたいのは、現実的に高校生がやっているという
ことです。大学だってそういう時代です。今、大学が存続できるかどうか、ものつくり大学は
ありますけれども、大学の中で例えば民俗技術を生産からすべてやるようなコースや学科があ
ってもいいはずなんです。おそらく、将来的にはそういうことも具体化してくる可能性もあり
ます。民俗技術については、これが日本の基礎技術なのだということです。 
 例えば、韓国がこの円高でウォンが安くなって非常に困っていて、経済状況が悪いわけです
けれども、韓国は基礎技術が十分に育ってないわけです。モノを組み立てる技術はありますが。
ですから日本の非常に強いところというのは、そのモノをつくる技術というのが在地に伝承技
術として非常に広範に存在していて、そういうものをひとつの土台として文明というのが成立
してきたわけですから、そこのところをやはり一方で施策として考えておかないと、文化財が
非常に狭い過去に閉じ込めたものになってしまいます。それでは何にもならないというのが私
の意見です。もっと開かれた世界に広げるためには文化庁の方もどうしたらいいのという、そ
このところを行政ではなくて、もう少し大きなところへ出していっていただけると、可能性が
でてきます。そこに賭けたいということです。栃木農業高校の話だけをしたかったのですけれ
ど、ちょっと話が大きくなりました。 
 
コーディネーター ありがとうございます。需要というのはあるものではなくて、需要そのも
のはつくられるものでもあるわけで。例えばもしかしたら民俗技術が文化財の対象になったと
いうのだって、そういった新しい価値、ちょっと民俗に対して価値という言葉を使うのはまた
いろいろ問題があるのですが、何らかのその新しい可能性に目を開かせるという効果を期待し
て、というところもあったのではないかというのが私の邪推かもしれませんが、そういうもの
になってくれたらよいなあという意図があったのではないかと思います。 
 実際、例えば先ほどのバンドリの例でも、ある程度は実用的な商品としての価値は失われて
しまったかもしれないけど、今でもやはりそれを工芸品的な意味で買い求める人がいるわけで
すから、その民俗技術が伝わっていく 1つの方法として、是非はともかく、そういうことがす
でにあるのではないかというふうには思います。 
 すみません、もうそろそろ時間が迫ってまいりまして、もともとモノの話だったのですが、
何か 2つの方向に話が収斂していると思っています。1つは民俗技術というものをどうやって
考えるかということですね。これはまだかなり新しいカテゴリーで、我々もみんなで考えない
といけないし、文化庁さんのほうからも民俗技術はこういうものなのだということをどんどん
発信してほしいということ。その中で、民俗というものがどういう意味をもつのか、あるいは
その民俗の母体としての地域というのがどういう意味をもつのかというのは、民俗技術が視野
に入ってきたことで逆に何というか、問い直されているのではないのかなという印象はありま
す。そういうのは民俗ではないですかとか、地域の中でこうしないといけないというのは、言
われるともっともだと思うのですが、そのときにその人が話題にしている民俗とか地域という
のが、果たして現状に即しているかとか、その民俗を考える人皆に共有されている概念である
のかということをもう 1回考え直す。そういう意味では例えば小川先生が最初に言いましたけ
れど、文化財というカテゴリーをもう 1回再編したほうがいいのではないのかということです
ね。それもそういった可能性の中に含まれるかなと。これは文化財行政の中で働いている私が
言ってはいけないことなのかもしれませんけれども。 
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小川 さきほどの総合的な文化財把握のモデル事業ですが、菊池さんがおられて私より非常に
詳しいわけですけれど、要するに 1つの自治体でなくて、複数自治体の連合体を認めているわ
けです。複数自治体の連合体での文化財調査を認めているわけでして、その議論としては将来
的にはそういう方向に今、動いているかもしれません。1つの自治体の中で完結するのではな
くて、複数自治体が共同して、文化財をどういうふうに考えていくのかということです。です
から、複数の県にまたがるようなとか、そういうふうな視野も必要ですから、地域をどう捉え
るかといった場合に、あまり固定観念で捉えてしまうと、文化財が非常につまらないものにな
ってしまう、閉鎖的なものになってしまうという思いなのですね。 
 
コーディネーター ありがとうございます。そういう意味では、こちらには多く、おそらく地
方自治体で文化財行政に関わっておられる方がいると思うのですけれども、やはり 1つ具体的
に良いやり方は、周辺市町村とか都道府県とかとの連携、情報交換や連携というのをどんどん
深めていってもらいたい。その市町村なり都道府県の中だけで完結する文化財行政ではなくて
という、こういったところがそういった出会いの場になればいいなあと思っています。 
 もう 1 つはすごくはっきりと浮かび上がってきた問題は、モノの保護ということもそうなの
ですけども、無形民俗の伝承というのに一番足りていないものは人だという感じがしまして、
その後継者とか、それをやってくれる人がどれだけ残れるか。そのときにそういった人がどう
いう資格をもつべきであるのかといったようなことについては、またあらためて考えてみなけ
ればいけないかなというふうに思います。 
 だいたい時間になりましたので、あとは皆さん個人的にご質問のある方は発表者の方を捕ま
えていただいて、それぞれ情報交換等していただければと思います。 
今回の協議会はかなり具体的な事例も多く、また問題提起も多く、充実したものだったと思

います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。では皆様、どうもありがとうございま
した。 
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★ 民俗技術  → 生産技術 

          → 生活技術 …… 七夕馬、ツクリモノ 
 
２ 七夕馬製作技術の継承（個人による継承） 

（１）七夕馬の民俗学的な位置づけ 

現在では竹飾りに集約されているように見られる七夕習俗だが、かつては、まだ現在で

も地域的な特色をもつ七夕習俗があり、「七夕馬」もその一つの習俗である。 
「国民生活の推移を示す典型例」として認められるが、七夕習俗の諸相を知らなければ

それを認識できない。 
（２）七夕馬の分布 

埼玉、千葉、茨城、福島、宮城、高知など、北関東から東北にかけて顕著に分布 
（３）千葉県茂原市の七夕馬の特色 

①六斎市で販売された七夕馬は収入源であった。 
②七夕馬の製作が特定の村落や家に特化されるとともに、その形態に他との差別化が進み、

七夕馬作りが、いわば職人化していく過程を見ることができる。 
ａ 材料  マコモ、ヒメガマ、小麦藁、スゲ、シュロ、アオギリ、マダケ 
ｂ 技術  マダケからフサカザリを作る。道具は自家製。 

（４）七夕馬の技術継承の問題と検討 

①伝承者の高齢化 → 博物館の体験学習では限界 
インターネット配信やＮＰＯとの連携 
ｅｘ）・愛知県教育委員会生涯学習課文化財保護室 

「文化財保護とＮＰＯとの協働のあり方」（2006.9.1） 
・（NPO）無形民俗文化財アーカイブズ 
・民俗芸能・郷土芸能．ＣＯＭ 

②材料の確保が困難 → 団塊の世代への呼びかけ 
           ｅｘ）・川崎市立日本民家園 民具製作技術保存会 
              ・只見町 県立博物館と連繋して、住民参加による民具調査

③特化した技術が継承の足かせとなる → 継承のレベルの設定、分業化 
 
３ 祭礼のツクリモノに関する継承（集団による継承） 

（１）ツクリモノの民俗学的な位置づけ 

風流系ツクリモノを視野に入れた新たな「飾り物研究」への視点 

（２）福井県あわら市（旧金津町）の「本陣飾り物コンクール」 

①総社金津神社の祭礼（7 月上旬）に関連して行われる。祭礼では、氏子の範囲である 18

地区の中、16 地区を３ブロックに分け、各ブロックに「ヤマバン」がいて、山車の巡行

を行う。 
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ａ 古区、六日区、東区、新区、榛ノ木原区 

ｂ 中央区、水口区、天王区、新富区 

ｃ 春日区、八日区、脇出区、上八日区、下八日区、十日区、坂ノ下区、 

②「本陣飾り物」コンクールの内容 

ａ 商工会が主催、本祭りの前日に行われる。 

ｂ「本陣飾り物」は、先の 16 地区に旭区、稲荷山区を合わせた 18 地区で製作。 

ｃ 地区ごとに本陣を構え、趣向を凝らした「本陣飾り物」で競う 

ｄ あわら市長賞、商工会長賞、県観光連盟賞、議会議長賞、県連合会長賞 

③本陣の位置と各地内のカザリモノの内容（使用した日用品） 

 

 

 

 

 

ａ 新   区 章竜（瓦） 

ｂ 榛ノ木原区 イヌワシと野ウサギ（包丁、鎌、スプーン） 

ｃ 古   区 銀シャチ（アルミ缶上ぶた） 

ｄ 六  日  区 ひょうたんからこま（陶器一式） 

ｅ 十  日  区 立体！あわら市市章（樹脂製カップ） 

ｆ 八  日  区 議員さん勝って兜の緒を締めてネ（台所用品） 

ｇ 下 八日 区 北陸新幹線「あわら温セントピア駅」（トレイ、紙コップ、割箸） 

ｈ 坂 ノ 下区 鯱（スプーン、ナイフ、ヘラ） 

ｉ 稲 荷 山区 いなりやマンモス（紐） 
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ｊ 上 八日 区 義経の忘れ物（籐、竹製品） 

ｋ 脇  出  区 缶なづ神社 缶鳥居 ワッショイ！（ビールの空き缶） 

ｌ 春  日  区 創作のモリゾー・キッコロ（スポンジ、タワシ、トレイ、プラスチッ

クスプーン） 

ｍ 中  央  区 スター・ウォーズｉｎあわら（漆器） 

ｎ 天  王  区 新生マンモス（タワシ、ホウキ、紙コップ） 

ｏ 水  口  区 鯱鉾（ＣＤ、ステンレス皿、扇子） 

ｐ 新  富  区 ネプチューンオオカブト（漆器） 

ｑ 旭      区 「モリゾー」と「キッコロ」（台所用品類） 

ｒ 東      区 ２０万年の疲れを癒す湯のけむり（箸、漆器、園芸用品） 

 

（３）島根県出雲市（旧平田市）平田町の「一式飾競技大会」 

①平田天満宮の祭礼に関連して行われる。 

 天満宮から寺町の一式飾りのヤドまで、御輿の巡行とともに、４歳までの子どもも巡行

する「オタビ」が行われる。 

②「一式飾競技大会」の内容 

ａ 7 月 20 日から 22 日まで。 

審査員による投票の結果は 7 月 20 日の 18 時から表彰式が行われる。一般の人気投

票は 22 日 16 時まで受け付けている。 

ｂ 氏子の範囲から 10 町内が参加。 

ｃ 地区ごとにヤドを構え、趣向を凝らした「一式飾」で競う 

ｄ 特選（出雲市杯）、準特選（出雲市議杯）、準特選（平田商工会議所会頭杯）、アイデ

ィア賞（出雲観光協会会長杯）決定。 

③ヤドの位置と各町内のカザリモノの内容 
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ａ 宮西町  ガンバレ日本（陶器） 

ｂ 宮ノ町  悟空、宇宙へ迷う（陶器） 

ｃ 市 場  篤姫－さらば桜島（陶器） 

ｄ 元 町  協賛飾り（陶器） 

ｅ 北本町  遠山金四郎（陶器） 

ｆ 東本町  くさなぎのつるぎ（陶器） 

ｇ 栄 町  シンクロ（陶器） 

ｈ 寺 町  弁慶 大慈橋の願行（陶器） 

ｉ 西 町  刃傷 松の廊下（陶器） 

ｊ 南本町  太神楽（陶器） 

ｋ ひらた蓬の会 ディズニー・ファンタジー（キッズグッズ） 

◎常設展示：弁慶と牛若丸、かぐや姫、恵比寿、桃太郎、ゲゲゲの鬼太郎、チャップリン、 

国引き、藤娘、浦島太郎など 

 

④保存会の活動 

ａ 平田一式飾保存会 顧問 1名、会長 1名、副会長 2名、理事 18 名、幹事 2名 

ａ 展示機会の充実 一式飾常設館、平田本陣記念館、常設展示 

ｂ 保存会だよりの発行 

ｃ 「ＫＡＺＡＲＩ 日本美の情熱」展の出展 

ｄ 後継者育成 

ｅ 賛助会員（一口千円） 

 

⑤カザリモノ継承の要因 

集団ごとの競技性 

全員参加と文化創造 

継承維持の組織拡大が可能 

単なる商店街のイベントではない 

 

まとめ 

①特色ある地域文化を継承する「思想」の下に手だてがある 

②文化財保護は誰のために、何のためにあるのか 

③ローカリティがグローバリティであるという発想 

④民俗学の立場では、学問的に民俗の分布や実態は明らかにしてきたが、保護継承は地

域活動の中での位置づけはしてこなかった → 文化資源としてとらえることに否定的 

⑤国立博物館が民俗技術の展覧会を開催する 
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西
塩

子
の

回
り
舞

台
の

復
活

と
活

用

茨
城

県
常

陸
大

宮
市

常
陸

大
宮

市
歴

史
民

俗
資

料
館

石
井

聖
子

1

内
容

１
「
西

塩
子

の
回

り
舞

台
」
の

概
要

２
舞

台
復

元
か

ら
今

日
ま
で
の

資
材

・
道

具
等

の
保

存
活

動

３
今

後
の

課
題

2

１
「
西

塩
子

の
回

り
舞

台
」
の

概
要

•
回
り
舞
台
の
つ
い
た
組
立
式
農
村
舞
台

・
保

存
さ
れ

て
い
る
の
は

床
材

と
道

具
の

み
・
柱

な
ど
の

材
木

や
屋
根

と
す
る
竹
は

組
立

て
ご
と

に
伐

り
出

し
て
使

用
→

使
用

後
売
却

・
舞
台
の
貸
し
出
し
可
能
→
損
金
で
村
内
金
融

・
人
形
・
歌
舞
伎
両
用
の
舞
台
（
フ
ス
マ
絵
・
サ
イ
ズ
、
徳
島

県
の
人
形
道
具
と
相
通
じ
る
）

・
常
設
舞
台
よ
り
規
模
が
大
き
い

•
江

戸
時

代
後
期

の
道

具
も
残

っ
て
い
る

・
文
政
６
年
『
仲
摩
諸
道
貢
控
帳
』の

記
録

3
4
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5

調
査

部
分

実
測

図

6

隣
の
玉

川
村
に
貸

し
出

し
た
西

塩
子

の
舞
台

（
昭

和
１
８
年

）

西
塩

子
の

回
り
舞

台
付

属
文

書
の

一
部

7
8
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9
10

当
地
方
の
フ
ス
マ
（
門
井
の
舞
台
道
具
）

11
12

上
／

西
塩

子
の

回
り
舞

台
平

面
図

左
／

文
化

・
文

政
期

の
江

戸
市

村
座

一
階

平
面

図
（
『
歌

舞
伎

事
典

』
平

凡
社

よ
り
）
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13

西
塩

子
の

回
り
舞

台
の

組
み

立
て

14

15
16

公
演

当
日

の
西

塩
子

の
回

り
舞

台
（
平

成
１
３
年

）
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17

夜
の

西
塩

子
の

回
り
舞

台
（
平

成
１
８
年

）
２

舞
台
復
元
か
ら
今
日
ま
で
の
資
材
・
道
具
等
の
保
存
活
動

•
平
成
３
～

４
年

歴
史
民

俗
資
料
館

に
よ
る
舞

台
調
査

※
５
年

報
告
書

刊
行

•
平

成
６
年

保
存

会
結

成
町

有
形

民
俗

文
化

財
に
指

定
•

平
成

９
年

保
存

さ
れ

て
き
た
資

材
・
道

具
を
使

っ
て
の

半
世

紀
ぶ

り
の

組
立
て

復
元

公
演

※
不

足
の

床
板

補
充

柱
材

の
保

管
フ
ス
マ
箱

等
の

新
調

現
状

維
持

の
補

修
に
留

め
る

•
平
成
１
０
年

回
り
舞
台

部
分
新
調

し
総
二

重
と
す
る
。
フ
ス
マ
立
新
調

※
盆
の
直
径

２
間

に
復

活
公

演
全

国
地

芝
居

サ
ミ
ッ
ト
開

催
西

若
座

結
成

•
平

成
１
１
年

茨
城
県
有

形
民
俗
文

化
財
に
指
定

•
平

成
１
３
年

演
目
に
合

わ
せ

た
フ
ス
マ
制

作
始
め
る

※
サ

イ
ズ
は

旧
物

と
同

じ

組
立

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募

集
開
始

第
１
回

定
期
公
演

子
ど
も
歌

舞
伎
開
始

ふ
る
さ
と
文

化
再

興
事

業
に
採

択
（
～

１
５
年

）
•

平
成

１
４
年

平
舞

台
・
花

道
・
二

重
・
回

り
舞

台
の

材
料

を
一

新
し
て
平

舞
台

の
奥

行
き
も
２
間

と
し
、

フ
ス
マ
の

サ
イ
ズ
も
大

き
く
し
て
新

調
、
水

引
幕

・
衣

裳
・
カ
ツ
ラ
等

購
入

（
～

１
５
年

）
平

成
の

大
幕

作
り
開

始
→

旧
物

は
保

存
へ

関
連

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ

の
参

加
者

の
増

加
（
フ
ス
マ
絵

描
き
、
大

幕
の

た
め
の

綿
作

り
等

）
•

平
成

１
５
年

第
２
回

定
期
公
演

•
平

成
１
６
年

（
財

）
東

日
本

鉄
道

文
化

財
団

よ
り
事

業
支

援
受

け
る
（
～

１
８
年

）
歌

舞
伎

特
有

の
衣

裳
等

の
購

入
・
幕

の
染

色
費

用
・
記

録
映

像
製

作
に
充

当
５
町
村

合
併
に
よ
り
常
陸

大
宮

市
誕
生

•
平

成
１
８
年

第
３
回

定
期
公
演

平
成

の
大
幕

完
成

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
衣

裳
作

り
、
茨
城
大

学
と
の
連

携
に
よ
る
大

学
生
の

組
立
参

加
•

平
成

２
０
年

第
２
３
回
国

民
文

化
祭

い
ば
ら
き
２
０
０
８
に
お
い
て
地

芝
居

公
演

開
催

18

19

旧
物
の
フ
ス
マ
を
使
っ
た
舞
台

新
し
い
サ

イ
ズ
の

フ
ス
マ
を
使

っ
た
舞

台
20

道
具

の
新

調
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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21

問
題

に
ど
う
対

処
し
て
き
た
か

•
経

験
者

の
不
在

組
立

て
方

や
操

作
法

不
明

⇔
自

由
な
発

想

•
資

材
・
道

具
の
は

げ
し
い
損

傷
（
組

立
て
ご
と
に
傷

み
進

行
）

旧
物
は

保
存
し
、
新
調

す
る

•
旧

資
材

・
道

具
新

調
に
あ
た
っ
て
の

配
慮

時
代

に
合

わ
せ

て
規

模
・
大

き
さ
を
調

整

資
金

や
人

手
の

不
足

を
逆

手
に
と
っ
て
人

を
巻

き
込

む

モ
ノ
に
込

め
ら
れ

た
思

い
を
現

代
に
展

開
す
る
（
活

動
に
意

義
付

け
を
行

う
）

22

３
今
後

の
課

題

活
動
を
継
続
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と

地
域
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
位
置
付
け
続
け
る
。

↓

常
に
地
域
の
人
々
が
存
在
意
義
を
見
直
し
て
ゆ
く

↓

無
形
民
俗
文
化
財
に
お
け
る
モ
ノ
の
保
護

23
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第３回 無形民俗文化財研究協議会 

「無形文化財に関わるモノの保護」 

 

長浜曳山祭における曳山の保存と修復について 
－祭りのなかで曳山を活かしつづける方途－ 

 
橋本 章（長浜市長浜城歴史博物館学芸員） 

 
平成 20 年 11 月 20 日（木） 

於．東京文化財研究所セミナー室 
 
１．長浜曳山祭の概要 
   ①．祭礼執行期間･･･毎年２月～４月（うち４月 13 日から４月 17 日までが祭礼日） 
   ②．曳山の台数･･･全 12 基（舞台等を有するもの。毎年４基ずつ出場） 

･･･長刀山１基（毎年出場） 
   ③．執行される芸能･･･子ども狂言（歌舞伎） 附 三味線・太夫 
   ④．その他歌舞音曲･･･シャギリ（曳山の囃子） 
   ⑤．曳山祭礼の執行組織･･･総当番・各山組（負担人）・その他祭典にかかわる役員 
   ⑥．その他補助団体･･･長浜曳山祭協賛会・長浜曳山祭囃子保存会ほか 
 
２．長浜曳山祭の曳山 
   ①．曳山の構造と大きさ･･･舞台・楽屋・下山・亭からなる三層構造 

･･･間口 2.8ｍ程・奥行 6.0ｍ程・高さ 7.0ｍ程 
   ②．曳山の懸装品･･･見送り幕ほか幕類・錺金具等 
   ③．曳山の修理と保存･･･曳山博物館修理ドックの活用・山蔵での保存 
 
３．長浜曳山祭をめぐる指定・補助関係 
   ①．国にかかるもの･･･有形文化財・無形民俗文化財・選択無形民俗文化財 
   ②．県にかかるもの･･･有形文化財・無形民俗文化財・選定保存技術 
   ③．地元の保存団体･･･財団法人長浜曳山文化協会 
 
４．長浜曳山祭の保存に関する今後の課題について 
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長浜曳山祭執行次第 
２月１日 

（初寄り）  その年の出番山４基の狂言執行を決定する。 
２月 20 日頃より 

（稽古）   祭礼当日に執行される狂言（歌舞伎）の稽古は、子供たちが春休みに入

る頃から始められる。 
４月１日 

（総寄り）  祭礼関係者全体で、祭の内容を最終的に決定する。 
４月９日 

（線香番）  曳山の祭り全体を統括する総当番が、狂言の演目の長さを線香の燃える

長さで計り確認する。 
（裸参り）  この日から 12 日まで、各出番山の若衆が集って午後８時過ぎから褌に晒

姿で町内を練り歩き、八幡宮の手水場等で水垢離をして祭の無事執行な

どを祈願する。 
４月 13 日 

（起し太鼓） 御幣迎えを前にして、早朝に町内の人々を太鼓で起こして回る。 
（御幣迎え） 午前７時、八幡宮から各出番山に授かる御幣を迎えに行く。 
（神輿渡御） 午前８時半、神輿が八幡宮からお旅所まで渡る。 
（くじ取り式）午後１時、八幡宮神前で狂言執行の順番を決めるくじを引く。 
（十三日番） 夕刻より各山組の曳山舞台ではじめて本衣裳を着ての狂言執行。 

４月 14 日 
（登り山）  各町で狂言を執行後、昼過ぎより四番山から順に八幡宮へ曳山を曳行。 
（夕渡り）  午後７時、衣裳を着けた役者らが八幡宮から各町へと練り歩く。 

４月 15 日 
（起こし太鼓）朝渡りの準備のため、早朝に町内を起こして回る。 
（春季例祭） 午前７時に八幡宮にて執行。 
（朝渡り）  午前７時より、衣裳を着けた役者らが各町から八幡宮へと練り歩く。 
（太刀渡り） 長刀組が、自町から八幡宮までを尻からげした力士を先頭に鎧武者が徒

歩渡りする。 
（狂言執行） 午後９時半、「翁招き」の後に一番山から順に神前にて狂言奉納。その後

各山はお旅所に向かいながら途中四ヶ所で狂言を執行する。 
（神輿還御） お旅所での狂言執行が全て終わった後で神輿が八幡宮へと向かう。 

４月 16 日 
（後宴狂言） 各山組が自町などで狂言を執行する。 

４月 17 日 
（御幣返し） 午前 8 時、各山組が御幣を八幡宮へ返しに行く。 

資料１ 
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長浜曳山祭・曳山巡行経路および子ども狂言執行位置 

 
 
 

長浜曳山祭・曳山の構造図 
 

 

資料２ 

資料３ 
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近年の長浜曳山祭をめぐる動き 

年 （西暦） 月 事項 

昭和４２年 1967   
この年、長浜市民有志が長浜曳山祭協賛会を結成し、この年の祭

りから募金活動がはじめられる 

昭和４６年 1971 ５月 
曳山祭の山組の若衆を中心に囃子保存会が結成され、シャギリの

曲を楽譜にする作業や子供たちへのシャギリ指導がはじめられる 

昭和５４年 1979 ２月 長浜曳山祭の曳山行事が国の重要無形民俗文化財に指定される

    ３月 
市民の代表者を含めた長浜曳山祭保存会がつくられ、曳山祭の

保存や継承や発展を図ることとなる 

昭和５７年 1982 １月 市「博物館都市構想」が提起される 

昭和５８年 1983 ４月 
長浜市制４０周年記念事業として市立長浜城歴史博物館が開館

する 

昭和５９年 1984 ３月 長浜市が「博物館都市構想」を策定する 

昭和６０年 1985 ３月 
長浜曳山祭の曳山が山蔵とともに滋賀県の有形民俗文化財に指

定される 

平成元年 1989   

この年、全国の自治体でおこなわれたふるさと創生事業について、

長浜市ではうち五千万円を基金として曳山祭の子ども歌舞伎の三

役（振付・太夫・三味線）修業塾事業を開始する 

      この年、長浜市が曳山博物館基本構想を策定する 

平成２年 1990 ３月 三役修業塾開講（週１回）。太夫と三味線の育成が始まる 

    １１月 曳山博物館建設検討推進委員会発足 

平成４年 1992 ３月 

長浜曳山祭の曳山の修理をおこなう技術として浜仏壇の製造・修

理を手掛けている塗師や錺金具師の技が、滋賀県選定保存技術

に選定される 

平成６年 1994 ３月 新・博物館都市構想が策定される 

平成８年 1996 ３月 『長浜曳山祭総合調査報告書』が刊行される 

平成９年 1997 １１月 ゆう壱番街商店街が「長浜ゆう歌舞伎」を特設舞台で披露する 

平成１０年 1998 １２月 曳山博物館の起工式が行なわれる 

平成１１年 1999 ４月 
曳山博物館の運営母体となり、曳山祭の保存と伝承とをはかるた

め、財団法人長浜曳山文化協会が設立される 

平成１２年 2000 １０月 
曳山博物館が開館する。以後翌年の出番山となる４基が収蔵・展

示され、祭りの直前に交代するようになる 
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指
定
年
月
日

名
称

員
数

所
有
者

時
代

備
考

重
文

工
芸
品

S
2
4
.5
.3

長
浜
祭
鳳
凰
山
飾
毛
綴

　
附
　
鍍
金
飾
金
具
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
6
個

　
　
　
 売
上
文
書
（
文
化
1
4
年
３
月
）
・
・
・
・
・
・
１
通

　
　
  
 売
上
文
書
（
文
化
1
4
年
３
月
８
日
）
・
・
・
１
通

１
枚

鳳
凰
山
組

（
曳
山
博
物
館
等
寄
託
）

１
６
世
紀

ベ
ル
ギ
ー
製

重
文

工
芸
品

S
2
4
.5
.3
0

長
浜
祭
翁
山
飾
毛
綴

　
附
　
鍍
金
飾
金
具
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1
6
個

１
枚

翁
山
組

（
曳
山
博
物
館
等
寄
託
）

１
６
世
紀

ベ
ル
ギ
ー
製

員
数

所
有
者

時
代

備
考

１
３
基

１
３
棟

各
山
組

江
戸

備
考

備
考

備
考

保
持
者

辻
清

樋
口
昭
祐

渡
邊
信
雄

曳
山
漆
工
品
修
理

選
択
年
月
日

S
4
5
.6
.8

名
称

長
浜
曳
山
狂
言

記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
（
県
選
択
）

選
択
年
月
日

名
称

保
護
団
体

S
3
2
.1
2
.1
9

曳
山
金
工
品
修
理

記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
（
国
選
択
）

保
護
団
体

長
浜
曳
山
祭
文
化
財
保
護
委
員
会

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
（
国
指
定
）

選
択
年
月
日

名
称

長
浜
曳
山
祭

長
浜
曳
山
祭
文
化
財
保
護
委
員
会

選
定
保
存
技
術
（
県
選
定
）

認
定
年
月
日

S
6
0
.3
.2
9

　
　
　
　
長
浜
曳
山
祭
の
山
車

　
　
　
　
　
附
　
山
蔵

選
定
保
存
技
術

H
4
.3
.3
1

H
4
.3
.3
1

H
4
.3
.3
1

住
所

長
浜
市

長
浜
市

長
浜
市

保
護
団
体

S
5
4
.2
.3

長
浜
曳
山
祭
の
曳
山
行
事

（
財
）
長
浜
曳
山
文
化
協
会

有
形
文
化
財
（
美
術
工
芸
品
）

有
形
民
俗
文
化
財
（
県
指
定
）

選
択
年
月
日

名
称

種
別
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資
料
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山
組

組
名

構
成
町

①
本
体
建
造
年

②
亭
建
造
年

大
工
名

長
刀
山

長
刀
組
（
小
舟
町
組
）

小
舟
町
・
舟
片
原
町
・
中
鞴
町

伝
・
元
禄
1
2
年
（
１
６
９
９
）

伝
・
藤
岡
甚
兵
衛

高
砂
山

宮
町
組

宮
町
・
片
町
・
金
屋
新
町
・
金
屋
町

･北
裏
町

延
享
２
年
（
１
７
４
５
）

文
化
１
３
年
（
１
８
１
６
）

②
藤
岡
和
泉
藤
原
安
則

諫
皷
山

御
堂
前
組

東
御
堂
前
町
・
西
御
堂
前
町
・
十
軒
町

安
永
３
年
（
１
７
７
４
）

文
政
元
年
（
１
８
１
８
）

①
藤
岡
和
泉
藤
原
一
富

翁
山

伊
部
町
組

南
伊
部
町
・
北
伊
部
町

・
三
津
屋
町
・
北
出
町

明
和
２
年
（
１
７
６
５
）

文
化
１
３
年
（
１
８
１
６
）

①
藤
岡
和
泉
藤
原
一
富

②
十
兵
衛

青
海
山

北
町
組

東
北
町
・
中
北
町
・
袋
町
・
知
善
院
町

・
郡
上
片
原
町
・
郡
上
町
・
鍛
冶
屋
町

宝
暦
５
年
（
１
７
５
５
）

文
化
２
年
（
１
８
０
５
）

①
藤
岡
和
泉
長
好

②
藤
岡
重
兵
衛
安
道

鳳
凰
山

魚
屋
町
組
（
祝
町
組
）

東
魚
屋
町
・
中
魚
屋
町
・
西
魚
屋
町

文
政
1
2
年
（
１
８
２
９
）

文
政
1
2
年
（
１
８
２
９
）

常
磐
山

呉
服
町
組

上
呉
服
町
・
中
呉
服
町
・
下
呉
服
町

・
西
北
町
・
北
片
原
町
・
中
片
原
町

・
南
片
原
町

明
和
７
年
（
１
７
７
０
）

文
政
元
年
（
１
８
１
８
）

寿
山

大
手
町
組

大
手
町
・
大
谷
市
場
町

天
明
２
年
（
１
７
８
２
）

①
藤
岡
和
泉
藤
原
利
盈

春
日
山

本
町
組

東
本
町
・
西
本
町
・
横
町

孔
雀
山

神
戸
町
組

神
戸
町

文
化
1
2
年
（
１
８
１
５
）

萬
歳
楼

瀬
田
町
組

瀬
田
町
・
横
浜
町
・
箕
浦
町
・
大
安
寺
町

・
紺
屋
町
・
八
幡
町

享
和
２
年
（
１
８
０
２
）

享
和
２
年
（
１
８
０
２
）

①
藤
岡
重
兵
衛
安
道
・
安
則

②
藤
岡
重
兵
衛
安
道
・
安
則

月
宮
殿

田
町
組

上
田
町
・
中
田
町
・
下
田
町
・
南
新
町

天
明
５
年
（
１
７
８
５
）

嘉
永
３
年
（
１
８
５
０
）

①
岡
田
惣
左
衛
門
重
貞

②
藤
岡
重
兵
衛
光
隆

猩
々
丸

舟
町
組

上
舟
町
・
下
舟
町
・
稲
荷
町
・
十
一
町

安
永
３
年
（
１
７
７
４
）

①
藤
岡
和
泉
藤
原
一
富

長
浜
曳
山
祭
の
曳
山
一
覧
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長
浜
曳
山
祭
に
お
け
る
曳
山
の
保

存
と
修
復
に
つ
い
て

－
祭

り
の
な
か
で
曳

山
を
活

か
し
つ

づ
け
る
方
途

－

第
３
回

無
形
民
俗
文
化
財

研
究

協
議

会
「
無
形

文
化
財

に
関
わ
る
モ
ノ
の
保
護
」

橋
本

章
（
長

浜
市
長

浜
城

歴
史
博

物
館
学

芸
員

）

１
．
長

浜
曳

山
祭

の
概

要

①
．
祭

礼
執

行
期

間
･･
･毎

年
２
月
～
４
月

（
う
ち
４
月

13
日

か
ら
４
月

17
日
ま
で
が
祭

礼
日
）

②
．
曳

山
の

台
数

･･
･全

12
基

（舞
台

等
を
有

す
る
も
の

。
毎

年
４
基

ず
つ
出

場
）

・
長

刀
山

１
基

（
毎
年
出
場
）

③
．
執
行

さ
れ
る
芸
能

･･
･子

ど
も
狂

言
（
歌
舞
伎
）

附
三

味
線

・
太

夫

④
．
そ
の
他
歌
舞
音
曲

･･
･シ

ャ
ギ
リ
（
曳
山
の
囃
子

）

⑤
．
曳

山
祭
礼
の
執
行
組
織

･･
･総

当
番

・
各

山
組

（
負
担
人
）

・
そ
の

他
祭

典
に
か

か
わ

る
役

員

⑥
．
そ
の
他
補
助
団
体

･･
･長

浜
曳
山
祭
協
賛
会

・
長

浜
曳

山
祭

囃
子

保
存

会
ほ

か

長
浜

八
幡

宮
に
整
列
し
た
４
基
の

出
番

山
記

念
事

業
と
し
て
全

曳
山

が
出

場
し
た
時
の
様

子
（
お
旅

所
に
て
）
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曳
山
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
子
供
狂
言

太
夫
と
三
味
線

曳
山
囃
子
（
シ
ャ
ギ
リ
）
の
楽
器

97

資料3（橋本）



シ
ャ
ギ
リ
を
演
奏
す
る
様
子

裸
参
り
の
様
子

夕
渡
り

２
．
長

浜
曳

山
祭

の
曳

山
２
．
長

浜
曳

山
祭

の
曳

山

・・
曳

山
の

構
造

と
大

き
さ

曳
山

の
構

造
と
大

き
さ

①
．

①
．
舞

台
・楽

屋
・
下

山
・亭

か
ら
な
る
三
層

構
造

舞
台

・楽
屋

・
下

山
・亭

か
ら
な
る
三
層

構
造

②
．

②
．
間

口
間

口
2
.8

2
.8
ｍ
程

・
奥

行
ｍ
程

・
奥

行
6.
0

6.
0
ｍ
程

・
高

さ
ｍ
程

・
高

さ
7.
0

7.
0
ｍ
程

ｍ
程

・・
曳

山
の

懸
装

品
曳

山
の

懸
装

品
①
．

①
．
見

送
り
幕

ほ
か
幕

類
見

送
り
幕

ほ
か
幕

類

②
．

②
．
錺

金
具
等

錺
金

具
等

・・
曳

山
の

修
理

と
保

存
曳

山
の

修
理

と
保

存
①
．

①
．
曳
山
博
物
館
修
理
ド
ッ
ク
の
活
用

曳
山
博
物
館
修
理
ド
ッ
ク
の
活
用

②
．

②
．
山
蔵
で
の
保
存

山
蔵
で
の
保
存
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猩
々
丸

鳳
凰

山

長
刀
山
（
右
）
と
太
刀
渡

り
の
鎧
武
者
（
上
）

曳
山
の
「
亭
」
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下
山

の
構

造
（
上
）
と
車

輪
（
右
）

①
藤

岡
和

泉
藤

原
一

富
安

永
３
年

（
１
７
７
４
）

舟
町

組
猩

々
丸

①
岡

田
惣

左
衛

門
重

貞
②

藤
岡

重
兵

衛
光
隆

嘉
永

３
年

（
１
８
５
０
）

天
明

５
年

（
１
７
８
５
）

田
町

組
月

宮
殿

①
藤

岡
重

兵
衛

安
道

・
安

則
②

藤
岡

重
兵

衛
安
道

・
安

則
享

和
２
年

（
１
８
０
２
）

享
和

２
年

（
１
８
０
２
）

瀬
田

町
組

萬
歳

楼

文
化

1
2
年

（
１
８
１
５
）

神
戸

町
組

孔
雀

山

本
町

組
春

日
山

①
藤

岡
和

泉
藤

原
利

盈
天

明
２
年

（
１
７
８
２
）

大
手

町
組

寿
山

文
政

元
年

（
１
８
１
８
）

明
和

７
年

（
１
７
７
０
）

呉
服

町
組

常
磐

山

文
政

1
2
年

（
１
８
２
９
）

文
政

1
2
年

（
１
８
２
９
）

魚
屋

町
組

（
祝

町
組

）
鳳

凰
山

①
藤

岡
和

泉
長

好
②

藤
岡

重
兵

衛
安
道

文
化

２
年

（
１
８
０
５
）

宝
暦

５
年

（
１
７
５
５
）

北
町

組
青

海
山

①
藤

岡
和

泉
藤

原
一

富
②

十
兵

衛
文

化
１
３
年

（
１
８
１
６
）

明
和

２
年

（
１
７
６
５
）

伊
部

町
組

翁
山

①
藤

岡
和

泉
藤

原
一

富
文

政
元

年
（
１
８
１
８
）

安
永

３
年

（
１
７
７
４
）

御
堂

前
組

諫
皷

山

②
藤

岡
和

泉
藤

原
安

則
文

化
１
３
年

（
１
８
１
６
）

延
享

２
年

（
１
７
４
５
）

宮
町

組
高

砂
山

伝
・
藤

岡
甚

兵
衛

伝
・
元

禄
1
2
年

（
１
６
９
９
）

長
刀

組
（
小

舟
町

組
）

長
刀

山

大
工

名
②

亭
建

造
年

①
本

体
建

造
年

組
名

山
組

曳
山
を
飾
る
幕
類
の
様
子
（
上
）

鳳
凰
山
見
送
り
幕
（
右
・
重
文
）
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曳
山

の
錺

金
具

宝
珠
柱
（
左
）
と
前
柱
（
上
）

曳
山

の
舞

台
（
右
）
と
そ
の

天
井
（
上
）

長
浜
の
伝
統
工
芸
・
浜
仏
壇
の
作
品

山
蔵

（
青
海

山
）
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曳
山

博
物

館
（
正

面
）

曳
山
博
物
館
内
部
の
修
理
ド
ッ
ク
（
右
）
と

修
理

の
様

子
（
上
）

３
．
長

浜
曳

山
祭

を
め
ぐ
る
指

定
・
補

助
関

係
３
．
長

浜
曳

山
祭

を
め
ぐ
る
指

定
・
補

助
関

係

・・
国

に
か

か
る
も
の

国
に
か

か
る
も
の

①
．

①
．
有
形
文
化
財

有
形
文
化
財

（
見
送
り
幕
・
重
文
）

（
見
送
り
幕
・
重
文
）

②
．

②
．
無
形
民
俗
文
化
財

無
形
民
俗
文
化
財

（
曳
山
行
事
）

（
曳
山
行
事
）

③
．

③
．
選
択
無
形
民
俗
文
化
財

選
択
無
形
民
俗
文
化
財

（
狂
言
）

（
狂
言
）

・・
県

に
か

か
る
も
の

県
に
か

か
る
も
の

①
．

①
．
有
形
文
化
財

有
形
文
化
財

（
山
車
・
山

蔵
）

（
山
車
・
山

蔵
）

②
．

②
．
無
形
民
俗
文
化
財

無
形
民
俗
文
化
財

（
曳
山
祭
）

（
曳
山
祭
）

③
．

③
．
選
定
保
存
技
術

選
定
保
存
技
術

（漆
工

品
・
金
工
品
）

（漆
工

品
・
金
工
品
）

・・
地

元
の

保
存

団
体

地
元

の
保

存
団

体
①
．

①
．
財
団
法
人
長
浜
曳
山
文

化
協
会

財
団
法
人
長
浜
曳
山
文

化
協
会

県
選

定
保

存
技

術
（
金

工
品

修
理
）
の

技
術

保
持

者
の

作
業

風
景
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曳
山
の
修
理
風
景

４
．
長

浜
曳

山
祭

の
保

存
に
関

す
る

４
．
長

浜
曳

山
祭

の
保

存
に
関

す
る

今
後

の
課

題
に
つ
い
て

今
後

の
課

題
に
つ
い
て

曳
山

の
保

存
技

術
の

継
承

曳
山

の
保

存
技

術
の

継
承

曳
山

祭
執

行
等

に
か

か
る
人

材
の

育
成

曳
山

祭
執

行
等

に
か

か
る
人

材
の

育
成

恒
久

的
か

つ
安

定
的

な
財

源
の

確
保

恒
久

的
か

つ
安

定
的

な
財

源
の

確
保

祭
礼

を
執

行
し
な
が

ら
文

化
財

を
保

護
す
る
方

法
祭

礼
を
執

行
し
な
が

ら
文

化
財

を
保

護
す
る
方

法
の

確
立

の
確

立
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第 3回無形民俗文化財研究協議会 アンケート集計結果
 

参加者総数 101  アンケート有効回答数 75 
   アンケート有効回答率 74.3% 
     
参加者内訳   参加者所属  
①一般参加者 93  ①行政関係者 61 
②事例報告者 5  ②保存会関係者 2 
③コメンテーター 2  ③研究者 24 
④司会・コーディネーター 1  ④その他 14 

 

アンケート結果     
(1)-3 所属（複数回答あり）   (2) この協議会に参加して  
①行政関係者 50  ①非常に有意義だった 44 
②保存会関係者 2  ②有意義だった 28 
③研究者 14  ③参加する必要はなかった 0 
④その他 7  ④無回答 3 
⑤無回答 2    

 

①行政関係者 
67% 

②保存会関係者 
2% 

③研究者 
19% 

④その他 
9% 

⑤無回答 
3% 参加者所属 

①非常に有意義 
59% ②有意義 

37% 

③参加する必要なし 
0% 

④無回答 
4% この協議会に参加して 
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(3) この研究協議会に出席して有意義だったと考える理由 

（非常に有意義だったと回答したもの） 
• 無形民俗文化財の中で有形物の扱い方については、着目されることが少ないということも確
かであり、それに対するアンチテーゼとして、有形から無形民俗を見つめ直すという今回の
試みは有意義であったと思われる。 
 各発表に含まれていた、伝承の問題、後継者の問題については、今後において深刻な状況
に至る可能性もあるだろうが、それに対応するための方法論について模索する貴重な機会に
なった。すなわち地域性に根ざした協力関係というものへの着目と実践が今後の文化財保護
の核になるように考えられよう。 

• 文化財、民俗、有形無形について、本質的な議論が出たと思う。成功例うまくいっている例
を多く教えてもらえた。 

• 文化財の協議会に初めて参加させていただき勉強になりました。 
• 後継者の育成問題にかかわって、博物館で伝承するのかなどもう一度問題がハッキリしたか
ら。 

• 現場で博物館活動、文化財保護行政を執り行っている中で、無形文化財を含め、地域での保
存継承が課題となっている。次世代に指定文化財のみならず、無形のくらしの記憶や民俗行
事、芸能についての今後を考えるヒントを得る、マクロな視点を得る機会となった。 

• 毎回、各地から、具体的な活動例が紹介されることは、何より参考になります。最後にある
程度時間をとって総合討議があり、第一線の先生方のご意見を伺えることも、すばらしいと
思います。 

• かねてから無形に関する用具の問題に関心があり、各地の事例を聞くことができ、参考にな
った。 

• 行政の立場から様々な事例が発表され参考になった。行政のかかわり方を聞くことができた
ことが参考になった。 

• 今、無形民俗文化財で問題となっていることに対する、様々な事例を知ることが出来たため。
後継者不足はどこもひっぱくした問題ではあるが、そこに議論が集中しないところも良かっ
た。こういった会は具体的な対応策はなく、地域で考えるしかないのに、そちらにばかり議
論が集中しがちである。 

• 現場においてどのような実践があり、課題があるのか、具体的に知ることができた。ただ「無
形民俗文化財とモノの保護」というタイトルに相応しい内容に絞っていただきたかった。全
体的に民俗技術、無形の文化財についてのこと（保存）に話題が流れがちで、そこに関わる
『モノ』についてより多くのことを学びたかったのでやや物足りなかった。 
 材料の確保や現代にあわせた材料の選択などは興味深かったが、現場では常にその判断̶
対応が求められているわけで、その辺りもっと詳しく事例をうかがいたかった。 

• 無形民俗文化財に関するモノの観点には、個々の発表にあったような多様さがあるというこ
とを改めて考えさせられました。 

• 無形民俗文化財におけるモノの重要性が新たな視点とともに理解することができたので。 
• 2 年連続で研究協議会に参加させていただきました。毎年業務に関連のあるテーマがあり、
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期待しています。 
• 長年地域の文化財行政にたずさわった人の発表は、説得力があった。 
• 現実にたずさわっている仕事における問題点が、他地域において持もたれ、努力されている
こと。また、日常には眼の前のことで眼いっぱいですが、大きな視野に立ち、民俗文化財保
護行政の問題を考えさせられました。 

• 報告者全員が自信を持って発表していたこと。 
• 民俗技術についての全国の先進的な文化財保護の取り組みを具体的に聞くことができ、参考
になってとてもよかった。民俗技術をさらに深く考えていくキッカケになった。 

• 実践的な取り組みを直接お聞きする事ができた。行政が経済的にも人間にも積極的に良い距
離で関って保存・発展していくことを知る事ができました。無形文化財の伝承のあり方を考
えさせられました。 

• 民俗芸能関連の発表のみだと思っていたが、広範な話題で、現在の職務や調査研究に非常に
参考になったので。 

• 毎回、大変勉強になり、ありがたく思っております。発表と併せて、質問される方のご発言
により、各地域の状況などを知ることもでき、有益な情報交換の場ともなっています。当町
でも残していきたい民俗技術（桜箕づくり）がありますが、主要な技術保持者が亡くなられ
てしまったため、どのように残していくか、また技術も大変難しいため、教室等で伝授する
ことも考えましたが、ついてこれず、後継者がいません。今のうちに何とかしたいのですが、
まだノーアイディアです。今後、色々試考してみたいと思います。 

• いろいろな事例について、当事者から話を聞くことができ興味深かった。自分自身もいろい
ろ考える機会をいただき有意義とした。 

• 民俗芸能や祭礼など無形文化財は、伝統技術の保存継承とわかち難く結びついていることが
わかった。また民俗文化を現代に生かすためにはその継承が不可欠であり、各事例の発表に
より、工夫のあれこれ、また問題点をうかがえたので。 

• 民俗文化財の今後のあり方について、課題がわかった。仕事の状況が参考になった。文化財
のカテゴリーの再編について、課題がわかった。 

• 今は高岡市となっているが、福岡町の『つくりもんまつり』が本陣飾、一色飾と同様に民俗
文化財として見ていく事が出来るのではないかと思った。 

• 民具製作技術の保存、廻り舞台の活用など、現在の仕事に直結する課題について学ぶことが
できた。 

• 有形-無形というカテゴリーと現場での実践のズレに関心があって参加しました。先進的な事
例に多くを学びました。 

• 地芝居の伝承の問題から、西塩子と曳山について、かねてから興味があった。組立舞台の伝
承と、曳山の修復のお話から、民俗芸能（ソフト）を支えているハードの問題を知ることが
できました。 

• 無形民俗文化財と有形民俗文化財の関連について、現場で悩むことが多かったが、実践され
ている事例の報告が大変参考になりました。 

• 各地域の民俗文化財の実態に即した問題点が知られるため。 
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• 各地域の「無形民俗文化財」のモノの保護が、よく発表され、具体的でよく理解できた。 
• 関係各者の有機的な関与の必要性の強化への取組みの実際。 
• 研究者、行政関係者以外に多数の方々に集っていただき、今回のような内容の公開を深くの
ぞみます。よい勉強になりました。 

• 具体例が色々聞けて良かった。有形がテーマでしたが、無形と一体であるということ、共通
する課題が多く見えました。小川先生のお話も頭をやわらかくしました。 

• 無形民俗文化財の保護へのとりくみは伝統芸能へのとりくみにも通じるものがあり参考にな
りました。 

• 無形民俗文化財を伝承していくための諸用具確保の重要性と、困難さをあらためて知らされ
たような気がします。また、民俗技術の継承者を育てるためには、大変に長期間を要するこ
とも知ることができました。 

• 小川先生のお話が大変参考になりました。今後の国、地方両方の動向を見つつ、財団の活動
の参考にさせて頂きたいです。 

• 4 人の報告者があげられたが、それぞれかかえている問題点と成果の事例の多様な展開があ
り面白かった。地域の伝承者のあり方が民俗文化財のありようを示唆しているように思われ
た。 

• 伝承活性化のむずかしい「技術」の問題をとりあげ、わかりやすい事例報告だったから。た
だし、もう少し苦労話というか、ネガティブな面も聞いてみたかった。 

• 様々な意味での民俗技術の捉え方がある事等、非常に勉強になりました。 
• 各地の事例を興味深く聞くことができました。ありがとうございました。これからも続いて
ゆきますことを切に願っております。 

• 貴重な各地域の活動の実態を大きな視点から見直すことができました。 
 
（有意義だったと回答したもの） 
• 無形民俗文化財の保存に対する後継者育成と財源確保の問題は保存に関わる者にとって共通
の課題です。先進地の取組と、そこから見える問題点を知り、さまざまな立場からの意見を
聞くことで、今後の業務に参考にできることがいろいろ見つかりました。 

• 具体的なお話が聞けて良かったです。 
• 民俗技術のお話が大変参考になりました。 
• 様々な状況下の中での民俗芸能、技術芸能・継承についてのお話が、直接合致はしなくとも、
私たちの市の中にある獅子舞に万灯飾りなどの伝統の保護へ、いくつもの示唆をいただくこ
とができた。継続的な出席をしてゆきたい。 

• 文化財指定の意義・目的について考えさせられた。 
• 事例を細かく知ることができたのは良かったが、全体的な印象は、(b)と(c)の中間ほどであろ
うか。無形民俗文化財に使用される有形の保存については、もっと様々な問題があるのでは
ないか。今回のテーマは、はじめてのことであるので、問題の洗い出しが必要なのではなか
ったかなという気がした。 



アンケート結果 

120 

• 民俗文化財保護に対する具体的な考え方を現行法にとらわれず考える良い機会となった。地
元の取り組みの具体例はやはり参考になる。関わった方々の熱意に感化される面がある。 

• 無形民俗文化財を保護・継承していく上で人が果たす役割がいかに大きいのかということを
改めて認識することができた。また、直接に取り組んでおられる行政関係者等の事例を聞く
ことができ今後の参考になった。 

• 保存・保護をおこなう事例報告だけの感があった。どの事例も成功事例的な報告で、問題そ
のもの（継承する・させる、保護する・させる立場ごとに何が問題となっているのか）につ
いての具体的な問題となる事例がもっと聞きたかった。（エナコバンドリの製作そのものや、
七夕馬の作成も含め） 

• やや問題の焦点がボケたかもしれない。 
• 例えば、茂原の七夕馬などは、儀礼そのものの保存ではなく、七夕馬の作成技術だけを不特
定多数の人に広める意義のようなものは、どこにあるのか、といった部分に解説があるとさ
らに良かったと思う。 
 行政的な民俗へのアプローチ方法について、指針となるものがこの研修会位なので、毎回
有意義と感じます。県単位でもあるとよいのですが。" 

• 単なる感想ですが…民俗文化財はだれのために保存するのか。研究者のためではなく、地元
の人たちのために、なのだと思う。地元がのぞまないのに負担をかけて保存させようとする
のは行政のエゴ、研究者のエゴになりかねない。そのことを常に意識し、謙虚でありたいと
思う。たしかに多くの技術が失われていくのは惜しい。が、廻り舞台のように新たな価値づ
けがされない限り、伝承は難しい。これを仕方ないとするか、新たな価値づけを模索してあ
がく（努力する）のか、かかわる人、一人一人の生き方が問われているのかもしれない。“需
要は作るもの”かもしれません、たしかに。 

• 民俗文化財のとりわけ有形部分の保護は重文の保護に比べて歴史が浅く、修理・保存手法が
まだ確立されておらず、各地でもさくしているのが現状である。その意味で今回のテーマは
地方にいる者にとって切実な問題であった。 

• 「モノ」の保存が問題となっているため、参考となった。 
• 常陸大宮市の事例発表はとくによかった。やはり、「組織」としての対応は必要であろうが、
「個」の力というものもそれ以上に力がいるとおもわれる。 

• 4 事例報告ともわかりやすい説明でよく理解できた。事業内容も文化財的に貴重なものばか
りで興味深かった。技術の伝承は、長期計画が必要で単年度主義の行政ではむずかしいもの
が多いので、高山市のような「～の構想」のような 5～10 年の計画を作る必要性を強く感じ
た。 

• これまで無形についてのテーマであったが今回はそれを支える有形のものについて一体化し
て考えている必要性があると思いよいテーマでした。 

• 各地域で実際に活動している人々の生の声を聞けたことが、興味深かった。 
• 全国各地の取り組みが非常に参考になった。 
• 今回、西塩子、長浜と二つの保存会とのつきあいがございまして、存知ている事も多かった
のですが、地元での工夫の仕方、又、これからの伝承の考え方等率直な現地の状況を知るこ
とが出来参考になりました。 
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• 無形民俗文化財に関わるモノの保護というテーマでは、有形文化財に比べ、利用・作成・保
護が、より一体化した保護を考える機会となった。 

• 年中行事で目にしていた大蛇、門入道、アボヒボ、ドンド、ボンデン、七夕馬、墓ハシゴ、
高灯ろうなどが、民俗技術として考えられていたことにホッとした。今後とも、ぜひこのモ
ノについて調査を展開してくださることを願っています。 

• 無形民俗のとらえ方がある程度理解できた。 
• 無形文化財保護の現場の方々のお話を直接伺うことができ、非常に興味深く思った。 
• 町村合併の中での独自文化を守るための考え…。 
• 民俗技術について深まった。集団伝承の仕組みを作る必要性を感じた。 
• 各発表者のご意見、参考になった。が、後継者の不足の問題に関しては、明確なものが出て
こない。小川先生の伝承力の話も、少しわかりにくかった。 

• 都市における民俗技術調査中によく言われることであるが、今は息子がやっているから和（桐）
タンスつくりはつづくが、道具を作る職人がいなくなり、直しながらタンス作りをしている
など、各種伝統技術をもっている方たちから要請をうける。材料もしかりである。今日は原
材料作製からとりくみ報告があり、興味深かったが、都市部では困難であり、如何にしてい
ったら良いのだろう。 
 
 

(4) 今後この研究協議会で取り上げてほしいテーマ 

• 既に廃れてしまい、今日において伝承されていない無形民俗文化財を再び甦えらせる方法、
復活させる方策について論じ合うことを望む。 

• 東文研の研究領域ではないかもしれまでんが、多種多様な文化財を扱っていく中で、ミュー
ジアムマネジメント、エコミュージアム、文化財保護行政といった多様なスタンスからの現
代の文化財が抱える課題に対する、連携を考えるシンポジウム的なもの、研究会のようなも
のを催していただければと思います。 

• ユネスコ無形文化遺産について。 
• 映像記録、報告書等の活動について（作成することが目標でなく、作成後、どのように活用
するのか）。 

• 「変容」の許容範囲について。 
• 無形民俗文化財の調査研究法（民俗文化財を評価する方法として）。無形民俗文化財の記録方
法（何を視点にどのような方法で記録するか）。無形民俗文化財の公開方法。 

• 民俗技術分野の現状と課題について。無形遺産としての食文化財について。 
• 無形民俗文化財の断絶と復活について。断絶については、なぜ継承できなくなったかという
原因究明、復活については、どうして復活し、その目的や理由の究明。 

• 工業の熟練技術 
• 日本と海外（アジア）の民俗文化財伝承の比較。 
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• 途中で中断してしまったり、なくなってしまったお囃子や獅子舞などを復活させていく場合
の成功したケース（取り組み）の具体例について。 

• 後継者の育成、また後世への継承を考えると、民俗技術も含め無形民俗の特化や閉鎖的な面
を克服しなければならない面もあると思います。それらを超えて一般化した事例があればお
聞きしたいと思います。 

• 無形文化財を残してゆくための意義付けに、今どのような事由が有効か。 
• 日本人の心性について（精神性）。 
• 民俗文化財の地域性について。（例）全国に様々な「笠」があると思うが、その分布は？ そ
の相違点は？ どことどこが類似しているか？ その理由は？ 笠のルーツは？ どの笠が
古いのか？ 等々。 

• 民俗文化財指定は、後継者問題がセットで語られるが、技術の伝承・継承の好例に学ぶ機会
を作ってほしいと思います。後継問題について問題点を共有する場の必要を感じています。 

• 全国の芝居小屋の保存について。 
• 各地域の「無形民俗文化財」の保護と伝承の諸問題とその「文化資源」「観光資源」としての
活用の諸問題。 

• ①地域の伝承と行政の関係について（時代や状況の変化にともなう）。②地域を越えた伝承支
援者のかくとくについて。③民俗技術の文化財指定について" 

• お水取りや花会式など声明という音楽の側面ばかりとりあげられ、文化財として未指定な仏
教法会などを今後どのように考えていくか討議していただきたい。 

• 民俗技術の記録方法（手法）のマニュアル化について。 
• 無形民俗文化財は、歴史まちづくりに生かせないのか？歴史まちづくり法は国指定の有形・
記念物・伝建・民家というものを核として、ということですが、国の無形民俗文化財を核と
して（山鉾など）城下町のまちづくりを考えることがあっても良いとも思うのですが…。 

• 仏像を含めた周辺行事など。 
• 保護・活用に関する行政の役割。継承のレベルの設定の問題（服部氏報告より）…。どの程
度のものを、どこまで保存することが文化財の保護と言えるのか。 

• 獅子舞や古くから行われている盆踊りにともなう「唄」の保存・伝承。 
• 落語芸能 上方落語など特化したテーマでお話をきいてみたい。観光化される伝統芸能につ
いて。（町づくりと無形文化財）。 

• 聞き取り記録の有効な保存方法と活用方法について。 
• 後継者を養成するさまざまな取り組みを紹介してほしい。とくに、学校教育の場で継続的に
取り組んでいる事例を紹介してほしい。また、学校教育の場で習い覚えた子どもたちが卒業
してからも保存会等に加入し、続けているのかそうでないのかを伺いたい。 

• 文化財保護行政と民俗文化財。 
• 制度論。 
• 民俗文化財担当者はつらい立場だと思うのです。どれもこれも継承がむずかしいという話ば
かりで、具体的テーマ案はないのですが、元気に、前向きになれる、そのようなネットワー
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クを作れるような場を作ってほしいと思います。 
• 職人の材料入手が困難になっている。今までより広い範囲で残されている材料生産者を捜さ
ねばならない。そうした材料供給者情報の交流会、情報持寄り会があればよい。また職人も
減少の一途のため、職人情報の交換会もあればよい。 

• 獅子舞用具等の「モノ」の修理と保存に関して。また、特に獅子舞用具類（頭、太鼓等）の
年代観に関して。 

• 民俗芸能の公開について。地元で続いている伝統的な（祭礼行事等での）公開以外の○○大
会などの公開について。その事例報告や課題について。 

• 民俗行事の継承について（単に保存でなく行事として続けていくむつかしさなど）。記録と啓
発との関連をどうするか。現在進行中の映像や記録データの具体が出来たら発表会や研究会
をお願いします。 

• 現在進行形で行われている無形民俗の、現在の伝承者の生活に合わせた改変や変形を、文化
財として考えるときどのようにとらえるべきか。 

• 民俗技術のテーマはもう少しやって欲しい。 
• 限界集落における無形民俗文化財の対処方法（無形民俗が廃絶ことに対する、対策はないの
か）。 

• 後継者育成をどのようにして行ったらいいのか？。地域の保存と後継問題など。高齢化で地
域がきえるなかでの文化の継承？。観光資源の文化財の活用についての問題は？" 

• 民俗音楽の伝承。 
• 全国の講中について消滅合併のなかでの、江戸であれば富士講・大山講をどのようにとらえ
ていったらよいのだろうか、例示と今後の姿など。 

• 後継者（若い人）を集めるには。 
• 全国の「曳山」行事の分布。「農村歌舞伎」の舞台の分布 
 
 
(5) その他の要望 

• 博物館法について学芸員の養成、レベルアップがうたわれている中で、東文研のような機関
が役割を担い、市町村ではむずかしい研修研究会を今後積極的に行っていただき、市町村で
できないことを補完していっていただきたい。 

• つまらないことですが、コート等を置く場所があるとありがたいです。 
• 小川教授の意見は大変興味がありました。国の文化財のあり方は変えて行く必要があると感
じました。是非、具体的な一つの類例をあげて、それについての地域性の研究などやって頂
ければありがたい。 

• 当館はたおり教室はその技術と知識を継承する活動を行っていますが、館蔵資料を使用して
います。なるべく当時に近い形を目指していますが、部分的に現代のひも（市販品）などを
使ってしまうことによって、資料を傷めたりする危険があり、課題となっています。これを
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解決するにはひもを藁製にするなどより本来のかたちに近づけなければならないわけですが、
材料の入手やそこまで自分たちが復元・継承していくべきなのか教室の講師たちも悩んでい
ます。ひとつの民俗技術をつたえるのにモノは必要であり、そのモノを生みだす、使ってい
く為にも多くの民俗技術が必要とされているのだと感じます。 

• 東京以外での開催も企画してほしい。 
• 長浜の話はとくに参考になりました。市にもどったら事務に役立てたいと思います。また西
塩子の回り舞台も仕事上のヒントをいただきました。良い研修になりました。 

• 複数回での開催をお願いします。 
• 多くのことで勇気付けられる会合でした。是非引き続き開催お願いします。 
• 大変有意義な協議会でした。また機会がありましたら、参加してみたいと思います。 
• 長浜や西塩子などの伝承に不可欠な実技伝承者（他地域の民俗芸能伝承者や歌舞伎実技者）
も参加できるようなかたちが実施できないだろうか？ 

• 民俗文化を考えるとき、極論すれば芸能は文化の食物連鎖の頂点にある。芸能がきちんと伝
承されるためには、習俗も行事も技術も伝承されていなければむずかしい。たて割りの議論
ではなく、ひとつの「芸能」をときほぐして、支えるものを重層的に検証していくことが必
要なのではないか。 

• プログラム 10:40～から俵木氏より趣旨説明がございましたが、ぜひ文章化してください。
良い内容ですので、聞き流すのがもったいなく思いました。 
 午前 2 報告、午後 2報告の合計 4本の各論より、東京文化財研究所がタイムリーに無形民
俗文化財の保護をめぐってかかえておられる問題や現状を総括的に論じていただけますと、
我々のような県市町村での取り組みのはげみになると思います。毎年つみ重ねることで毎年
の記録になるのではとも思います。 

• 現地での見学会なども出来たらと思います。 
• 発表中心の研究協議会も意義あることとは思いますが、何回かに 1回ぐらいは実演なども取
り入れた研究協議会にしていただければと思います。 

• 里神楽やお囃子などは、地域で祭礼時に演じられていますが、保存会なども一定量市内にあ
りますが、これからはどの程度行政で保護すべきものなのか、など悩みます。行政で共通し
て、ここをこの程度やっておくべき、といった調査や保存などの参考になるような題材があ
ったら示していただきたい。 

• 当協議会はいつも最後の討論が有意義ですが、今日も聞き応えがありました。 
• お願いですが、この集会のタイトルが～協議会となっています。協議会とは組織であり、「協
議会研修会」とか～協議会「研究会」などの名称にしていただけないでしょうか。行政の出
張とすると分かりにくいです。 

• こういった協議会のお知らせをできるだけこれまでの参加者まで届けてほしいです。 
• 文化財としての資産を観光文化として活用はどこまでゆるされるのか？。観光資源としての
文化財の露出とそれを守っていくことの位置づけは？。文化財行政とメディアの役割は？。 
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第3回無形民俗文化財研究協議会 参加者 
 

芦葉 抄苗 茅ヶ崎市教育委員会生涯学習課 
阿部 武司 東北文化財映像研究所 
安齋 順子 くにたち郷土文化館 
飯島 満 東京文化財研究所無形文化遺産部 
石井 聖子 常陸大宮市歴史民俗資料館大宮館 
石垣 悟 文化庁文化財部伝統文化課 
板垣 時夫 白岡町教育委員会生涯学習課 
今井 功一 戸田市立郷土博物館 
入江 宣子 日本民俗音楽学会 
上野 智子 東京文化財研究所無形文化遺産部 
鵜飼 均 佛教大学 
宇田 哲雄 川口市立文化財センター 
内田 幸彦 埼玉県教育局市町村支援部 生涯学習文化財課 
埋忠 美沙 早稲田大学演劇博物館 
榎 陽介 福島県立博物館 
大熊佐智子 野田市教育委員会生涯学習部社会教育課 
大島 建彦 東洋大学 
大杉絵美子 財団法人ポーラ伝統文化振興財団 
大津 忠男 茨城県立歴史館 学芸部 
大薮 裕子 東村山ふるさと歴史館 
岡山 哲朗 高岡市教育委員会文化財課 
小川 直之 國學院大學文学部日本文学科 
小野 一之 府中市郷土の森博物館 
香川 義美 株式会社テレビ神奈川営業部 
柏村 修 神奈川県教育委員会教育局生涯学習文化財課 
加藤 幸治 和歌山県立紀伊風土記の丘 
加藤 稔也 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 
金子 征史 八王子市教育委員会生涯学習スポーツ部文化財課 
菅野 泰久 船橋市郷土資料館 
城井 智子 （社）全日本郷土芸能協会 
菊池 健策 文化庁文化財部伝統文化課民俗文化財部門 
菊池 理予 東京文化財研究所無形文化遺産部 
城所 恵子 神奈川県民俗芸能保存協会 
木下あけみ 川崎市立日本民家園 
木原 善和 八千代市文化伝承館 
栗田 香穂 （財）ポーラ伝統文化振興財団 
古川 実 青森県教育庁文化財保護課 
小西 沙和 東京文化財研究所無形文化遺産部 
小林 裕美 千葉県教育庁教育振興部文化財課 
坂田 寿子 上方舞山村流 
坂本 道夫 品川区教育委員会事務局生涯学習課 
佐竹 悦子 小泉文夫記念資料室 
篠崎 茂雄 栃木県立博物館 
渋谷さゆり 千葉県立美術館 
清水 周 国立市教育委員会生涯学習課社会教育係 
須藤 格 茅ヶ崎市教育委員会生涯学習課 
須藤 武子 日本民俗舞踊研究会 
関 孝夫 上尾市教育委員会教育総務部生涯学習課 
関口 宣明 調布市郷土博物館 
関根 訪 桶川市教育委員会生涯学習課 
蘇理 剛志 和歌山県教育庁生涯学習局文化遺産課 
平 辰彦 秋田栄養短期大学 

平良 宣子 下呂山町歴史民俗資料館 
高桑いづみ 東京文化財研究所無形文化遺産部 
田中 彰 高山市教育委員会事務局文化財課 
陳 玲 新潟県立歴史博物館 
戸田 剛 浜松市役所 生活文化部文化財担当課 
中村 茂子 実践女子大学 
中村 規 都市民俗研究所 
中本 由有 実践女子大学 
中藪 規正 ブレインズ・ネットワーク 
西海 賢二 東京家政学院大学人文学部日本文化学科 
西瀬 英紀 国立劇場調査養成部デジタル情報課 
西谷 美紀 城陽市教育委員会 歴史民俗資料館 
西角井正大 民俗芸能学会 
野口 文子 川崎市立日本民家園 
萩谷 良太 土浦市立博物館 
橋本 章 長浜市長浜城歴史博物館 
長谷川嘉和 滋賀県教育委員会文化財保護課 
波多野和夫 武蔵村山市郷土芸能連絡協議会・武蔵村山市萩赤松

囃子保存会 
服部 武 埼玉県立歴史と民俗の博物館 
服部比呂美 東京文化財研究所無形文化遺産部 
林 洋平 成城大学民俗学研究所 
半貫 芳男 狭山市教育委員会生涯学習部社会教育課 
樋口 昭  
久野 隆志 福岡県教育庁総務部文化財保護課 
俵木 悟 東京文化財研究所無形文化遺産部 
平原 渉太 平塚市教育委員会社会教育課 
古屋 幸一 山梨県教育委員会学術文化財課 
保木 隆 江名子バンドリ保存会会長 
星野 厚子 東京文化財研究所無形文化遺産部 
細井雄次郎 長野市立博物館 
細見 吉夫  
前田俊一郎 文化庁文化財部伝統文化課 
増山 一成 中央区教育委員会事務局社会教育課郷 
真部 正明  
宮田 繁幸 東京文化財研究所無形文化遺産部 
宮前 功 東京都教育庁地域教育支援部管理課文化財保護係 
村上 忠喜 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護

課 
森 孝安 さいたま市立浦和博物館 
山崎 和巳 多摩市教育委員会教育振興課総務・文化財担当 
山崎あさぎ 戸田市立郷土博物館 
山下 祐樹 熊谷市教育委員会社会教育課文化財保護係 
山田 政春 岐阜県博物館 
山村 恭子 館山市立博物館 
山本 邦一 掛川市教育委員会生涯教育課文化振興室文化財係 
吉留 徹 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 
鷲野 正昭 まつり同好会 
渡辺 靖 鹿沼市教育委員会事務局社会教育課文化財係 
渡邊 直哉 三浦市教育委員会生涯学習課 
綿貫 潤 東京文化財研究所無形文化遺産部 
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 この数年、無形の文化財の保護に対する関心が全世界的に高まってきている。その理由は言
うまでもなく、2003 年にユネスコが定め、2006 年 4 月に発効した「無形文化遺産の保護に関
する条約」にある。2008 年 7 月に文化庁が、その第一次の代表リスト提案候補を発表した際
には、報道等にも大きく取り上げられた。これまで漠然とした概念でしかなかった「無形文化
遺産」が、その実例が見えたことによって多くの一般の人々の関心を誘うようになっている。
ただしそこには、無形文化遺産をあたかも世界遺産の無形版と捉えるような誤解もある。しか
し、世界遺産のような厳格な価値評価を行わず、文化の多様性とコミュニティの自主性を重ん
じ、世代を超えた再創造によって文化が残されるだけでなく促進（promote）されることを謳
う無形文化遺産の考え方には、大きな違いがあると思われる。 
 国内を振り返ってみても、かねてより有形の文化財と無形の文化財に対する保護の考え方の
違いというものは指摘されてきた。とりわけ一般の人の生活のなかで受け継がれる無形の民俗
文化財の場合、有形のような現状保存の原則がそぐわないという認識は、実は民俗文化財（民
俗資料）というカテゴリーの創出以来ずっと言われ続けているのである。 
 このように、これまで無形民俗文化財の保護は、有形のそれとは対立的に語られることが多
かった。しかし実際には、無形の民俗の伝承には、多くの有形物が必要とされるのもまた自明
のことである。とくに民俗技術やある種の行事の場合、それに必要なモノが手に入らなくなっ
たという理由で伝承が途絶えてしまうような場合もある。今回の協議会は、そのような無形と
有形の相補的な関係に注目したいと考えてテーマを設定した。 
 報告を通して、その相補的な関係にも様々なかたちがあることが明らかになった。例えば長
浜の曳山の場合、曳山そのものは有形文化財として保存が図られている。しかしその保存とは
「守るために守る」のではなく、あくまで祭礼で「使うために守る」という意味である。その
ために曳山の修理に必要な技術を文化財保存技術として選定し、博物館に修理ドックを設ける
など、効果的に各種の施策を組み合わせ、常に使い、修理し続けることを前提として、伝承者
・行政・博物館が協力して保護の体制を整えている。無形の祭礼と有形の曳山を総体として保
護するユニークな試みとして評価されよう。また西塩子の回り舞台の場合は、舞台そのものが
上演のたびに組み立てられることもあって、古いモノとしての保存にこだわらず、復元から一
度ごとの組み立てにいたるまで、多くの住民の協力のもと、アイデアを出しあって文字通りの
「再創造」を行っている。おそらくこの活動に携わる一般の人々は、文化財を守るという意識
以上に、自分たちがいま、文化を作る主体となっているという意識を持つことだろう。これも
またオルタナティブな文化財保護の取り組みとして注目すべきである。江名子のバンドリにつ
いても、技術そのものはもちろん、その材料を育てることから自分たちの手でやっていくとい
う気概に頭の下る思いである。ただしバンドリのようにごく限られた地域で受け継がれる民俗
の場合、その熱意をもった人を今後も排出し続けられるかという問題がある。その意味で材料
の確保などに関しては、広域的な支援のネットワークの形成なども視野に入ってこよう。 
 このように、有形と無形をからめた民俗文化の継承の問題は、個々の事象の性格や、地域の
特性によって取り組み方も大きく変ってくる。そのため討議では、一般論として何ができるの
かという地点まで踏み込めなかったという歯がゆさは残る。だが、そもそも無形の民俗の伝承
は、第一義には地域の人々自身によって進められていくべきであり、保護の手法そのもに正解
があるわけではない。私たちにできることは、そうした能動的な取り組みを励まし、支援して
いくことである。今回の協議会が、そのための多様な事例を紹介し、情報提供を行うことで、
人的・物的資源のネットワークを形成する一助となってくれればと願っている。 

（文責・俵木悟） 
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